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命 令 書（写） 

 

 

              

再審査申立人     株式会社Ｙ 

             Ｂ１ 

 

             

再 審 査 被 申 立 人    Ｘ組合 

             Ａ１ 

 

上記当事者間の中労委平成２６年（不再）第２１号事件（初審岡山県労委平

成２２年（不）第２号事件）について，当委員会は，平成３１年２月６日第１

７４２回公益委員会議において，会長公益委員山川隆一，公益委員三輪和雄，

同荒木尚志，同山本眞弓，同鎌田耕一，同中窪裕也，同森戸英幸，同鹿野菜穂

子，同木本洋子，同沖野眞已，同両角道代，同横溝久美，同松下淳一，同杉原

麗出席し，合議の上，次のとおり命令する。 

 

主         文 

 

初審命令を取り消し，本件救済申立てを棄却する。 

 

理         由 
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第１ 事案の概要等 

 １ 事案の概要 

本件は，全国においてコンビニエンスストアのフランチャイズ・チェー

ンを運営している再審査申立人Ｙ会社（以下「会社」といい，会社名の一

部を表示する場合についても「Ｙ」と記載する。）との間で，その加盟店

基本契約（以下「本件フランチャイズ契約」という。）を締結して，Ｙの

店舗（以下「加盟店」という。）を経営する加盟者（以下「加盟者」とい

う。）らが加入する再審査被申立人Ｘ組合（以下「組合」という。）が，

会社に対し，平成２１年１０月２２日（以下「平成」の元号は省略するこ

とがある。）付けで直接話合いの場を持つよう申し入れ，さらに，同年１

１月５日付け及び同月３０日付けで「団体交渉のルール作り他」を議題と

する団体交渉を再度申し入れたところ，会社が，組合の組合員である加盟

者は独立した事業主であり会社と労使関係にはないと認識しているなどと

して上記各申入れに応じなかったこと（以下「本件各団交拒否」というこ

とがある。）が，労働組合法（以下「労組法」という。）第７条第２号の

不当労働行為に該当するとして，２２年３月２４日，岡山県労働委員会（以

下「岡山県労委」という。）に救済申立てをした事案である。 

２ 初審において請求した救済内容の要旨 

⑴ 団体交渉応諾 

⑵ 誓約文の交付 

３ 初審命令の要旨及び再審査申立て 

⑴ 岡山県労委は，２６年３月１３日付けで，加盟者は労組法上の労働者

に該当すると判断した上で，前記１の各団交申入れに会社が応じなかっ

たことは労組法第７条第２号の不当労働行為に該当すると判断し，会社

に対して「団体交渉のルール作り他」を議題とする団体交渉応諾及び文

書手交を命じる旨を決定し，同月２０日，命令書を交付した。 
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⑵ 会社は，２６年４月１日，初審命令を不服として，救済命令の取消し

及び救済申立ての棄却を求め，当委員会に再審査申立てを行った。 

４ 本件の争点 

会社が，組合による団体交渉申入れに対し，加盟者は労組法上の労働者

ではないなどとしてこれに応じなかったことは，正当な理由のない団交拒

否の不当労働行為に該当するか。 

その前提として，加盟者は，会社との関係で労組法上の労働者に該当す

るか。 

第２ 当事者の主張の要旨 

１ 加盟者は労組法上の労働者に該当するか 

【組合の主張】 

⑴ 判断枠組み等について 

ア 労組法上の労働者性の判断要素の内容，各要素の位置付け 

労組法第３条の労働者とは，団体交渉権の保障の必要性という観点

から，雇用関係にある賃金労働者のみならず，請負や委任など「仕事

の結果に対しての報酬」が支払われる者や，「委任事務の処理」に対

し報酬が支払われる者も含むより広い概念である。 

労組法上の労働者性に関するいわゆる新国立劇場事件（最高裁平成

２１年（行ヒ）第２２６号，第２２７号平成２３年４月１２日第三小

法廷判決・民集第６５巻３号９４３頁），ＩＮＡＸメンテナンス事件

（最高裁平成２１年（行ヒ）第４７３号平成２３年４月１２日第三小

法廷判決・集民第２３６号３２７頁），ビクターサービスエンジニア

リング事件（最高裁平成２２年（行ヒ）第４８９号平成２４年２月２

１日第三小法廷判決・民集第６６巻３号９５５頁。以下，新国立劇場

事件，ＩＮＡＸメンテナンス事件と併せて「最高裁３判決」というこ

とがある。）及び労使関係法研究会報告書（２３年７月）に示された
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労働者性の判断基準に照らせば，加盟者が労組法上の労働者に該当す

るか否かの判断は，①労務供給者が相手方の業務の遂行に不可欠ない

し枢要な労働力として事業組織に組み入れられているか（事業組織へ

の組入れ），②労働条件や提供する労務の内容といった契約内容を相

手方が一方的・定型的に決定しているか（契約内容の一方的・定型的

決定），③労務供給の報酬が労務供給に対する対価又はそれに類する

ものとしての性格を有するか（報酬の労務対価性）の三点を基本的判

断要素とし，④労務供給者が相手方からの個々の業務の依頼に対して，

基本的に応ずべき関係にあるか（業務依頼の諾否の関係），⑤労務供

給者が相手方の指揮監督の下に労務の提供を行っていると広い意味

で解することができるか（広い意味での指揮監督下の労務提供）及び

労務の提供に当たり日時や場所について一定の拘束を受けているか

を補充的判断要素とし，⑥労務供給者が恒常的に自己の才覚で利得す

る機会を有し自らリスクを引き受けて事業を行う者とみられるか（顕

著な事業者性）を消極的判断要素として判断すべきであり（以下，上

記①から⑥までを併せて「本件６要素」ということがある。），その

際，これらを契約上の権利義務関係のみならず，その就労の実態に即

して検討するべきである。 

イ 加盟者の「労務供給者」該当性 

(ｱ) 前記の判断枠組みにおける「労務」とは，人間がその肉体や精神

を使ってする活動を意味し，経営のために必要不可欠な労務，労働

も含む広い概念であり，従業員の採用，教育，配置，指揮等の店舗

管理業務や，レジ打ち，商品の発注・仕入れ等の接客・販売業務も

当然に「労務」に当たる。 

加盟者が事業者としての性格を有することは否定しないが，最高

裁３判決の判断の基礎には，労組法上の労働者であると主張する者
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と相手方との間の社会的，経済的な非対称性及びそれに基づく交渉

力格差がある場合に団結権保障の必要性があるとの考え方があり，

フランチャイズ契約上のフランチャイジーであることや，私的独占

の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独禁法」という。）

や中小小売商業振興法等，労組法以外の法律で加盟者が事業者とさ

れていることをもって労組法上の労働者性が直ちに否定されるも

のではない。    

(ｲ) 本件においては，会社のビジネスモデル自体が，会社の社会的，

経済的優位を利用して，本来自ら負うべき加盟店経営の経費やリス

クを全て加盟者に押し付け，その労働力や利益を搾取するというも

ので，加盟者と会社との交渉力格差は明らかである。 

そして，加盟者は，本件フランチャイズ契約上，会社に対し，各

店舗同一のＹ・システム及びＹ・イメージ（後記第３の４⑴オ）に

より，加盟店を年中無休で２４時間開店して経営する義務を負う一

方で，店舗の運営に必要な従業員の給与を賄えるだけの利益は保障

されず，人件費を抑制しなければ生活が成り立たない。そのため，

多くの加盟者は，自店において接客等の各業務をも自ら行っている。 

(ｳ) 会社がこのような加盟者自身による労務の提供を予定している

ことは，会社が加盟者に対し，本件フランチャイズ契約の締結に当

たって，年齢や健康状態について一定の制限を課していること，加

盟者が参加を義務付けられている研修において加盟者自身が接客

等を行うことを前提とする教育が行われていること，パートタイマ

ー・トレーニング・ガイドブック（後記第３の７⑼ウ）の勤務表の

記載において，加盟者とその家族の２名を配置することが前提とな

っていることからも明らかである。 

(ｴ) 以上のとおり，加盟者自身による労働は，加盟者の本件フランチ
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ャイズ契約上の義務であるから，Ｙ・システムに組み込まれている

といえ，加盟者は労務供給者に当たる。 

なお，加盟者の中には，自らは全く店舗での就労をしない者も存

在するが，本件においては，組合員である加盟者について労組法上

の労働者性を判断すれば足りる。 

また，法人を共同フランチャイジーとする場合であっても，本件

フランチャイズ契約の当事者は飽くまで加盟者個人であるし，労務

提供の在り方など店舗運営の実態が異なるものではなく，法人か個

人かによって加盟者の労働者性が左右されるものではない。 

⑵ 本件６要素の検討 

ア 事業組織への組入れについて 

(ｱ) 会社の事業について 

事業組織への組入れの判断要素を検討するに当たっては，形式面

ではなく，実際の運用面を評価するべきである。会社の業務と加盟者

の業務が形式的には異なる場合であっても，会社の業務が加盟者の

行っている業務を包摂していると評価できる場合はあるのであり，

業務が異なるから組織内に確保することはあり得ないとはいえない。 

会社の業務は「フランチャイザーとしての業務」，加盟者の業務

は「店舗経営・運営」であるが，会社の定款上の目的にはフランチ

ャイズ本部業務と併存して小売業も挙げられており，本件フランチ

ャイズ契約においては，会社は加盟者に対し，忠実にＹ・システム

にのっとり，経営に専念するのでなければ成果を上げることができ

ない旨を確認させ，店舗の一部を利用した他の取引先との小売業も

禁止されていることからすれば，会社は，実態としては，Ｙ・シス

テムによるコンビニエンスストアのフランチャイズ・チェーンを構

築，主催，運営し，同チェーンを構成する加盟店全体の運用，統括
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をして，これにより同チェーン全体として消費者に商品を販売する

こと等を事業としているといえる。 

(ｲ) 契約の目的 

本件フランチャイズ契約の目的は，会社がＹ・システムを加盟者

に提供することのみならず，数多くの加盟者と契約することで，全

国規模で本件各加盟店を出店し，会社の経営指導・助言に従って忠

実に加盟店の経営・運営という労務を行う者を確保することにある

といえる。 

(ｳ) 組織への組入れの状況 

加盟者は，加盟店を年中無休で２４時間営業することを義務付け

られており，会社から業務日を割り振られているといえる。また，

本件フランチャイズ契約上，会社が必要と考えるときはいつでも，

既存の加盟店に近接した場所や同一の商圏内への新規店の出店（以

下「ドミナント出店」という。後記第３の４⑴キ，同３の１１）を

行うことができると定められており，会社が出店戦略上の検討に基

づく店舗の配置，出店の判断を行っている。 

そして，加盟者は，本件フランチャイズ契約上，統一的なＹ・シ

ステム及びＹ・イメージに即し，会社の経営指導・助言に従って忠

実に加盟店の運営に専念する義務と責任を負い，この義務を履行す

るため，前記⑴イのとおり，多くは自ら店頭で稼働して自店の経営

を行っている。その作業は会社の直営店の店長と何ら変わらず，発

注や在庫管理等，小売店経営の基本事項についても会社の指示に従

わざるを得ず，事業者としての裁量はＹ・システム及び同イメージ

の範囲内でしか発揮されない。 

さらに，会社は，本件フランチャイズ契約のうち，Ｃタイプ契約

（後記第３の３⑵）の出店に際し，店舗の土地・建物等の費用とし
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て実質的に約６５００万円相当の費用を負担しており，加盟者は，

売上金等全ての収入を毎日，会社に送金しなければならない（詳細

は後記ウ(ｱ)）。この全額送金義務により，加盟者は，一切の資金運

用の利益を奪われ，会社が資金運用の利益を享受している。そして，

本来加盟者が取得できるはずの利益は，いくつかの種類の支払方法

が制度化されており，加盟者はそれぞれの制度に設けられた制限を

クリアしなければ利益を受けることができない仕組みとなってい

る。このような仕組みは，加盟者が，直営店の店長同様，会社の事

業組織に組み込まれていることを示すものといえる。 

(ｴ) 第三者に対する表示 

直営店と加盟店は，第三者から見分けがつかず，いずれも会社によ

り経営されているように見える。会社が加盟者募集の説明会で配布

している資料に掲載されている会社の組織図においては，加盟者（店）

は，会社のオペレーション本部の下に，会社の他の部署と並列に位置

付けられており，加盟店を会社の組織の一部として捉えた記載もさ

れている。 

(ｵ) まとめ 

以上の諸事情を総合すれば，加盟者は，本件フランチャイズ契約上，

経済的な側面のみならず，労働力という意味でも，会社の事業に必要

欠くべからざる要素として位置付けられているといえる。 

イ 契約内容の一方的・定型的決定について 

本件フランチャイズ契約は，加盟者の労働条件及び提供する労務の

内容，並びにその報酬としての加盟者に対する各種の支払，及びＹ・

チャージ（後記第３の４⑺イ）等を定めたものであるが，その内容は

会社が一方的に決定したもので，定型的な書式の契約書が使用されて

おり，契約の締結や更新の際に，加盟者が個別に会社と交渉してその
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内容に変更を加える余地はない。そして，現に，会社は，１万人を超

える加盟者との間で一方的・定型的に決定した契約を締結しているの

であるから，会社は，加盟者の実質的な労働条件や提供する労務の内

容について，定型的な契約をもって一方的に決定しているといえる。 

さらに，会社は加盟者に対し，「Ｙ・システムマニュアル」（後記

第３の７⑶。以下「システムマニュアル」という。）の改訂等により

新サービス等の導入を求めたり，基本商品（後記第３の７⑷）に指定

した商品を仕入れるよう助言することで，加盟店で消費者に提供され

るサービスや商品をコントロールしていることからも，一方的に契約

内容の決定をしているといえる。 

ウ 報酬の労務供給に対する対価性について 

(ｱ) 売上金の全額送金義務とＹ・チャージの仕組み 

加盟者は，本件フランチャイズ契約上，認められた営業費以外の

売上金全額を原則として毎日送金しなければならず，これを怠ると

強制的に会社による金銭管理に移行し，かつ，１日１万円を罰金と

して支払わなければならない。 

会社は送金された売上金について，加盟者に対して同契約上定め

られた各種の引出金（月次引出金，四半期引出金及び月次追加送金

（後記第３の４⑺ア，同３の９。以下，これらを併せて「月次引出

金等」ということがある。）を定期的に支払い，商品代金の支払を

代行し，ロイヤリティを差し引き，オープンアカウント（後記第３

の４⑶ウ）を管理し，加盟者が雇用している従業員の賃金を振り込

むなど，全面的な管理を行っており，加盟者の手元に加盟店経営の

利益は残らないのであって，労働者が店舗の売上金を使用者に全額

送金しているのと何ら変わりはない。 

また，加盟者は，店舗出店時には会社に対しオープンアカウント
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上の負債を負っており，出店後数年間は，労働者における前借金と

同様，利益はその返済に優先的に充てられるため，利益が出ない状

況が続く上，オープンアカウント上の負債を完済した後であっても

上記の送金義務は変わらず，会社が定めた制度によるのでなければ

利益を取得することはできない。 

  さらに，本件フランチャイズ契約によって定められているＹ・チ

ャージは，「売上総利益」（後記第３の４⑺イ(ｲ)）に対して累進的

割合に設定されており，加盟店の売上総利益のうち５割から６割が

会社に帰属する。このようなロイヤリティの規定によって，売上総

利益が多額になった場合には，会社により多くの利益がもたらされ

るようになっており，加盟者は，一般の自営業者とは異なり，売上

総利益の増加分に応じて利益を取得するのではない。 

  このような加盟店の売上金の全額送金義務やチャージの仕組み

を前提に，会社から加盟者に支払われる月次引出金等の性質を個別

にみると，その性質は加盟者の労務提供の対価にほかならない。 

(ｲ) 月次引出金等 

ａ 月次引出金とは，計算月における加盟店の人件費と売上高が，

会社が決定した一定の基準を満たし，適切な人件費で相応の売上

げを上げているという健全な店舗運営を行っている限り，加盟者

が生活費相当額としてあらかじめ設定した一定額が毎月支払われ

るものである。すなわち，会社は，加盟者を加盟店経営に従事さ

せ，毎月，生活の糧として月次引出金を支払っているのであり，

その趣旨は生活のための労務に対する報酬とみるほかなく，実質

上，賃金，給料に該当するか，少なくともこれに準ずる報酬とい

える。会社も月次引出金が加盟者の生活保障給に類似するものと

捉えているのは明白であるし，実態としても，加盟者は，月次引
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出金を賃金，給料と同じ趣旨の報酬として毎月受領し，これによ

って生活している。   

さらに，月次引出金は，自店従業員の人件費が高くなれば減額

される仕組みとなっており，加盟者は，従業員給料を抑制して生

活費を得るためには，自ら店頭での接客・販売業務等に従事しな

ければならない。そして，加盟者の労務提供は一般消費者のほか，

前記アのとおり，会社に対するものでもあるから，月次引出金が

加盟者の労務提供の対価であることも明らかである。 

月次引出金の設定額を０円にすることは可能であるが，それは，

店舗から生まれる利益を手元に置かないということであり，通常

の事業者ではあり得ない。また，会社は，月次引出金が０円にな

ることもあると主張するが，それは，廃棄額や人件費に見合う売

上高がなかった場合である。むしろ加盟者が自らパート従業員の

仕事をせず，多額の人件費を使った場合は，月次引出金が０円に

もなるのであるから，やはり月次引出金の労務対価性は高い。  

b 四半期引出金及び月次追加送金は，いずれも当該加盟店が利益

超過となった場合に支払われるものであり，労務の成果が良好な場

合にその程度に応じて支払われる賞与や歩合給と同趣旨のもので

あって，労務供給の対価に類するものとしての性格を有していると

みるべきである。 

(ｳ) 地域別適用金・最低保障制度 

会社は，２４時間営業の加盟者に対し２％のチャージ減額を行っ

たり，Ｃタイプ契約で店舗建物とは別に住居を有する加盟者に対し

て９万円ないし１６万円の地域別適用金（後記第３の９⑸）を支払

うなど，生計補助としての諸手当支給に類する措置を講じ，最低保

証制度（後記第３の４⑺ウ，同３の９⑹）を設けて加盟者の年間総
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収入を一定額保証している。 

(ｴ) まとめ 

以上によれば，加盟者が労組法第３条にいう「賃金，給料その他

これに準ずる収入によって生活する者」に当たることは明らかであ

る。なお，加盟者の取得する金銭が，形式上，法人からの役員報酬で

ある場合にも，店舗運営に当たって加盟者が行う稼働実態に差異は

ないから，加盟者が取得する金銭の労務対価性には何ら影響を与え

るものではない。 

エ 業務の依頼に応ずべき関係について 

加盟者は，本件フランチャイズ契約上，１５年間にわたり，加盟店

を年中無休で２４時間，Ｙ・システム及び同イメージにのっとり，会

社の経営指導・助言に従って忠実に運営・経営するという業務をする

ことを義務付けられている。 

また，ここでいう業務を新サービスの導入などの個々の業務と捉え

たとしても，加盟者は，本件フランチャイズ契約上，会社が上記シス

テム又は同イメージに含まれると判断した新サービスには応じなけ

ればならない義務がある。 

そして，加盟者がこれらの義務に違反したと会社から認定されれば，

契約違反として厳しい指導を受け，違約金を請求されたり，契約解除

や更新拒絶のリスクを負うことになるから，商品の販売価格，新サー

ビスの導入等に係るオペレーション・フィールド・カウンセラー（後

記第３の１⑴オ。以下「ＯＦＣ」という。）等からの助言，指導には

従わざるを得ない。 

オ 広い意味での指揮監督の下の労務提供，一定の時間的場所的拘束に

ついて 

(ｱ) 指揮監督 
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ａ 前記アで既に述べたように，本件フランチャイズ契約は，加盟

者自らの労働を予定しているといえ，このことは，加盟資格とし

て加盟希望者に対し，年齢や健康状態について一定の制限を設け

るなどしていること，店舗運営実務に関する研修に合格すること

を加盟条件としていること，また，会社のОＦＣ等による経営管

理指導においても加盟者及びその家族が就労することが予定され

ていることなどからも明らかである。 

そして，本件フランチャイズ契約には，Ｙ・システムやＹ・イ

メージにのっとった商品陳列，接客方法，清潔さ，Ｙ・システム

と不可分なオープンアカウントのシステムなど，加盟店の運営全

般にわたって詳細な定めがあり，加盟者はこれらにのっとった店

舗運営をする義務がある。 

しかし，Ｙ・システムに反する行為の基準は明らかではなく，

加盟者には容易に判断することができない。そのため，加盟者は，

以下のとおり，システムマニュアル，ＯＦＣ等を通じた業務の遂

行についての具体的な指導，助言に従わざるを得ない。 

なお，本件フランチャイズ契約には，加盟者が代表者となる法

人を共同フランチャイジーとして契約している例も一定数存在す

るが，契約当事者は飽くまでも加盟者であり，共同フランチャイ

ジーを有する契約でも個人の加盟者の就労実態に変わりはない。 

ｂ システムマニュアルによる指揮監督 

会社は，加盟店を出店しようとする加盟者に対して研修を実施

した上で，本件フランチャイズ契約の内容を具体化したものとし

て，商品の品揃え，陳列や接客をはじめとする販売等の実務全般

にわたる業務遂行方法や留意点等を詳細に記載したシステムマ

ニュアルを，加盟者に交付し，遵守を求めることにより，加盟者
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の労務提供の態様に係る詳細な指示を行っている。 

ｃ ＯＦＣ等による指揮監督 

会社は，毎週ОＦＣを加盟店に派遣し，２時間ほどのコミュニ

ケと呼ばれるミーティングを行っている。その具体的内容は，会

社の販売方針等の伝達，新商品等の導入の確認，発注打合せ，発

注改善（目標数値の明確化），レイアウト変更，各種キャンペー

ンに係る業務の依頼等であり，これらの提案をするのはＯＦＣで，

その内容を加盟店に実行させる。コミュニケの内容は，加盟者の

反応も含め，ＯＦＣの業務日報により会社へと報告される。この

ように，加盟店は発注から本部への忠誠度まで日常的に会社から

監視監督され，会社から本件フランチャイズ契約に違反したとか，

指導に逆らったとみなされれば契約解除や更新拒否のおそれが

あることから，加盟者はＯＦＣの要求に従わざるを得ない。 

また，ＯＦＣは，「店舗確認表」(後記第３の８⑶)を用いるな

どして店舗内外の状況等につき点検・評価して改善を求めている

ほか，会社従業員に覆面調査を行わせたり，詳細な項目からなる

「店舗経営基準確認シート」（同⑷）での評価や「改善提案書」

（同⑸）によっても，品揃えや在庫等について，実質的に指揮命

令をしている。 

さらにＯＦＣは，本件フランチャイズ契約に違反する行為に対

しては，加盟者に対する指揮監督を強制したり，一方的な制限を

課したりすることもできる。このことは，かつてＯＦＣが，加盟

者に対して，本件フランチャイズ契約上は自由な価格設定が認め

られているのにもかかわらず，デイリー商品の見切り販売（後記

第３の７⑶，⑹）を禁止し，違反した者には契約解除を通告する

などの実態があったことからも明らかである。 
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ｄ このように会社は，Ｙ・システム及びＹ・イメージに従った店

舗経営が確保されるよう常に加盟者に対し指揮監督を行ってお

り，現に，全国どこのＹ店でも極めて類似した品揃えで，内外観

や接客も含めて同一イメージの店舗となっていることは，会社に

よる強力な指揮監督がなされている証左である。 

(ｲ) 時間的場所的拘束 

本件フランチャイズ契約において，加盟店は，年中無休で２４時 

間営業することが義務付けられており，営業時間や休業日について

加盟者に裁量はない。 

そして，会社は，加盟店の売上総利益に対し，約５５％から最大

約８０％という高額なチャージを設定している一方，加盟店の運営

方法について，Ｙ・システムに基づきＹ・イメージを維持した店舗

運営をさせるため，本件フランチャイズ契約の内容を具体化したシ

ステムマニュアル等を交付し，細部にわたる指導を行い，相当な作

業量を要求している。そのため，加盟者が会社から要求される水準

で店舗運営をしつつ，生計維持に必要な店舗利益を確保するために

は，人件費を節減し，加盟者自身が，店頭での接客業務，商品の発

注や送金，従業員への教育，指導，指示等，店舗のために現実の勤

務を相当長時間行うほかない。 

   組合員である加盟者らも，現実に，自店における相当長時間の稼

働を余儀なくされている。 

本件フランチャイズ契約は，このように，実態としても加盟者自

身の自店における長時間の労働が前提となっている契約であって，

会社も加盟者が自ら店頭で長時間労働することを当然の前提とし

ている。 

また，ＯＦＣも，利益を上げたいのであれば加盟者自身が稼働す
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るよう指導することも多い。 

これらのことからすれば，会社は加盟者の稼働につき，時間的

場所的に拘束しているといえる。 

(ｳ) まとめ 

以上のとおり，加盟者の加盟店における就労の実態は，労働者

であることが明らかな直営店の店長と変わらないのであって，加

盟者は会社の指揮監督の下に労務を提供しており，日時や場所に

ついて一定の拘束も受けていると評価できる。 

カ 顕著な事業者性について 

(ｱ) 顕著な事業者性の意義について 

本件フランチャイズ契約下にある加盟者の労組法上の労働者性

の有無は，契約内容及びその契約下の実態を踏まえて，実態として

団体交渉権を保障する必要がないほどに相手方から独立した事業

者であるか否かという視点で検討されるべきである。 

この点，会社の主張するように，顕著な事業者性を持つ機会が実

質的に確保されているだけでは足りない。 

(ｲ) 独立した経営判断に基づく業務内容の差配 

ａ 既にみてきたとおり，加盟者は，本件フランチャイズ契約の下

で，優越的地位にある会社の確立した営業方針，体制の下で統一

的な活動をすることを義務付けられ，また，本部の包括的な指導

等を内容とするシステムに組み込まれているのであって，商品の

販売価格の決定，売上金の処理・使途，営業時間の設定や休業の

決定，店舗レイアウト及び陳列等，経営において最も重視される

べき部分について，経済的合理性を追求した経営判断をする余地

が極めて限定されており，店舗の日常的運営において一定の裁量

権を有し，才覚を発揮し得る可能性があるとしても，顕著な事業
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者性を基礎付けるほどの独立した経営判断をなし得る立場にあ

るとはいえない。 

ｂ 独立した経営判断による収益管理の機会 

    加盟者は，本件フランチャイズ契約上認められた営業費以外の

売上金全額を，会社に対して原則として毎日送金しなければなら

ず，会社が送金された売上金について，加盟店の経費の支払等も

含め，全面的な管理を行っていることは既に述べたとおりである

（前記ウ）。 

このように，売上金を毎日全額会社に送金しなければならない

という関係は，独立した自営業者ではあり得ない金銭処理であり，

直営店舗に極めて近いものである。 

また，本件フランチャイズ契約によって定められているＹ・チ

ャージは，売上総利益に対して累進的割合に設定されているが，

一般の独立自営業者の場合，このような売上総利益に対して累進

的に課される経費は考え難く，このようなロイヤリティの規定に

よって，売上総利益が多額になった場合には，会社により多くの

利益がもたらされるようになっており，加盟者は，一般の自営業

者とは異なり，売上総利益の増加分に応じて利益を取得するので

はないし，想定外の利益が生じたとしても，加盟者の手にする引

出金はほとんど増加しない。 

ｃ 人件費や在庫量の調整について 

   加盟者が人件費の削減のために自ら又は家族が自店で労働す

るとか，月末の在庫量の調整，見切り販売の実施などの調整をそ

の裁量で行うことはあるが，これは，Ｙ・システムに組み込まれ

ている故に行っている工夫であって，独立性の高い事業者の経営

判断とは根本的に異なっている。 
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 (ｳ) 他人の労働力の利用について 

加盟者は，アルバイト等の従業員を使用して加盟店経営を行って

いるが，本件フランチャイズ契約が年中無休・２４時間営業という

義務を加盟者に課している以上，加盟店経営に従業員を使用するこ

とは，契約に基づく義務を履行するための当然の前提であって，そ

うしなければ，店舗の経営，運営が不可能であるから利用している

のであり，事業者性を高める要素，すなわち他人の労働力を使って

自己の利益を上げることは予定されていない。 

また，他人の労働力の利用を行っていたとしても，その従業員の

行っている業務が日常的に補助業務の範囲を超えていなければ，労

組法上の労働者性は否定されないところ，加盟者は，従業員に対し，

会社の配布するパートタイマー・トレーニング・ガイドブック等に

よる詳細な助言，指導等に従い，本件フランチャイズ契約の範囲内

で業務命令を出すにすぎないから，従業員は，たとえ店長であった

としても，加盟者が会社に対して負う加盟店の経営，運営義務の履

行補助者として稼働するだけであるといえる。 

このような実態からすると，加盟者が従業員を雇用していること

は，加盟者の事業者性を高める要素としてみるべきではない。 

(ｴ) 一定規模の設備の保有について 

   組合員の大部分を占めるＣタイプ契約の場合，加盟者は，店舗の

土地及び建物に対して何らの権利も有しておらず，これを加盟店以

外の用途に使用したり，変更する裁量はないし，システムマニュア

ル等の定めに反する契約は許されない。また，本件フランチャイズ

契約のうちのＡタイプ（後記第３の３⑵）であっても店舗を除いて

設備や機器を所有してはいない。そして，いずれの契約タイプであ

っても，設備や機器を自由に調達して自由に使用しているのではな
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く，全面的に会社が指定し，準備し，提供し，使用方法について指

示している。 

   また，加盟者は，加盟店の出店に当たって自己資金１５０万円を

会社に預け入れるが，この資金は，会社により停止条件付譲渡担保

権が設定され，常に維持されなければならないので加盟者が自由に

使うことのできる資金ではないから，このような資金があることも

加盟者の独立性を高める事情ではない。   

(ｵ) その他の事情について 

   会社は，ドミナント戦略を採用しており，本件フランチャイズ契

約上も，会社は，必要な時にはいつでも既存の加盟店と同一地域に

出店できるとされており，加盟者には地域的に排他的，独占的権利

はない。このように加盟者に絶大な悪影響を与える権限を会社が有

している状態の中では，加盟者は常に不安を抱き，会社の方針等を

うかがいつつ加盟店の運営をしなければならないのであって，この

ような状態は，独立の事業者とは到底いえない。 

(ｶ) まとめ 

以上のとおり，本件フランチャイズ契約は，フランチャイザーが

フランチャイジーに対しノウハウを提供して対価を取得するとい

う一般的なフランチャイズ契約に比べて，格段に拘束力が強いとい

え，加盟者が名実ともに独立した経営判断に基づいて収益管理を行

う機会が確保されているとはいえない。会社と加盟者との関係は，

様々な面で極めて強く拘束された緊密なもので，加盟者に経営者の

側面があるとしても，それは極めて希薄であって，加盟者の事業者

性は顕著とはいえない。  

⑶ 以上のとおり，組合員である加盟者は，会社の事業組織に不可欠な労

働力として組み込まれ，その契約内容は一方的，定型的に決定され，そ
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の収入は，店舗運営の対価である。そして加盟者は事業者という側面も

有しているものの，その裁量の範囲は，会社が定め，自由に変更するこ

とができるＹ・システム及び同イメージに限定されるから，その事業者

性が顕著であるということはできない。 

これらの事実を総合すれば，組合員である加盟者は，労組法上の労働

者であるといえ，それを主体として構成する組合は労組法第２条に定め

る労働組合であるといえる。 

【会社の主張】 

⑴ 判断枠組み等について 

ア 本件６要素の内容，各要素の位置付け 

  労組法上の労働者性が本件６要素によって判断されることに異論

はないが，本件６要素のうち，⑥の「顕著な事業者性」が認められる

場合には，他の要素の充足いかんにかかわらず，労組法上の労働者に

は当たらないというべきである。 

   イ 加盟者の「労務供給者」該当性 

(ｱ) 本件６要素における「労務」とは，いずれも一身専属的な意味の  

労務，すなわち「売惜しみのきかない自らの労働力」である。 

加盟者は，本件フランチャイズ契約により，会社から加盟店の経

営を許諾されて自らの権利として主体的に加盟店を経営するので

あって，自身の労務供給を求める規定も存在しない上，会社が加盟

者自身に何らかの労務を行うことを要請することもない。 

加盟者がどのような業務をどの程度行うかは，加盟者自身が決定

しており，加盟者の多くは，店頭での接客・販売業務は従業員に任

せている上，経営数値の分析や発注の検討，店舗の状況や従業員の

管理監督といったマネジメント業務の多くをも店長等の従業員に

行わせている者が存在する。特に，複数店舗の経営をしている加盟
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者が，各店舗の直接的な運営に従事することは不可能である。 

このように他人を利用するなどして利益を得る加盟者の行為は，

結局，自身の事業である加盟店の「経営」であって，労組法上の労

働者におけるような一身専属的な「労務」とは言えない。 

また，加盟店の５８％は，法人により経営されており，当該法人

が商品の仕入れ，販売，オープンアカウントからの引出金，従業員

の雇用その他加盟店経営に係る法律及び経済上の効果の帰属主体

となり，加盟店経営の利益も，当該法人に帰属する。そして，加盟

者は，通例，当該法人の代表者となり当該法人からその加盟店の経

営に関する労務の対価として役員報酬等の支払を受けるのであっ

て，会社に対し労務を提供する関係になどない。 

(ｲ) 会社が加盟者に対し，本件フランチャイズ契約の締結に当たって

年齢や健康状態等に一定の制限を課していることは，契約期間と平

均寿命との関係，緊急時の対応の必要性，円滑迅速な情報伝達，経

営指導の実現，長期にわたり安定，安心した店舗経営を維持する上

で強みとなる等の理由からであって，加盟者自身の店舗における労

働力を確保するためではない。 

加盟者が受ける研修は，飽くまでも加盟店の経営者として，店舗

運営に必要な知識や経験を習得するためのものであるし，勤務表の

作成例についても何ら加盟者を拘束するものはないから，これらい

ずれの事情も加盟者の労務供給とは無関係である。   

加盟者が，自店の業績を踏まえて自ら店頭で接客・販売業務等を

行うことがあるとしても，それは加盟者自身の判断によるものであ

って，加盟者が労務を提供する者に当たるとはいえない。 

なお，一般論としては，加盟店の出店当初は加盟者が自ら店頭で

実働する必要があることも多いが，適切な経営努力をすることで，
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自らがシフト勤務をして定型的作業を担当する必要はなくなる。会

社は，本件フランチャイズ契約上の義務として，加盟者がマネジメ

ントに集中できるようにそのノウハウを活用した支援を行ってお

り，加盟者の加盟店経営による利益の平均は，世帯平均所得を大き

く凌駕しており，必要なパート，アルバイト店員を雇用したとして

も十分な利益額を確保することが可能であって，加盟者が利益を確

保するためには，事実上，加盟者の店頭での就労が不可欠などとい

うことはない。 

もっとも，加盟者が従業員を教育し，実務について自ら分業し判

断することができるような体制を構築できない場合には，加盟者が

店舗に長時間滞在して逐一確認や判断をしなければならない状況

となるおそれがあるが，これは，加盟者が会社から店舗での実働を

強いられているのではなく，正に自らの経営者としての差配が不十

分であることから生じる問題である。 

(ｳ) 以上のとおり，加盟者は「労務供給者」には当たらない。  

⑵ 本件６要素の検討  

加盟者については，前記⑴のとおり，会社に対する労務供給者には当

たらず，後述のとおり顕著な事業者性が認められるので，他の要素を検

討するまでもなく労組法上の労働者には当たらないが，以下では便宜上，

初審命令の判断の順番に沿って①から⑥の各要素の順に検討する。 

ア 事業組織への組入れについて 

(ｱ) 会社の事業について 

最高裁３判決に照らせば，本件６要素のうち「事業組織への組入

れ」とは，当該労働を提供する者が，当該労働を利用する者の事業

に係る業務を担当し，または実施することにより，上記利用者の事

業に必要な労働力として当該労働を利用する者の組織に組み入れら
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れているということを指す。     

この点，会社の事業は，特定連鎖化事業，すなわち加盟店に対す

る各種の経営支援等及びその対価の受領であり，他方，加盟者の事

業は，加盟店の経営すなわち小売業であって，両者の行う事業は異

なる。 

会社が直営店を経営しているのは，主として，ＯＦＣの人材育成，

加盟者の店舗経営支援に関する実験の場の確保，加盟者に対するモ

デル事例の提示などのためであり，経済的利益の獲得を目的として

いるのではなく，現実にも直接的に有意な利益をもたらしているも

のではないから，これをもって会社の事業に小売業が含まれるとは

いえない。 

 加盟店で行われる業務は，会社の当該事業に係る業務の一部を担

当するものではない。 

(ｲ) 契約の目的 

本件フランチャイズ契約上，加盟店の経営は加盟者の義務である

が，そのための個々の業務は義務ではなく，本件フランチャイズ契

約は，会社が加盟者の労働力を確保する目的で締結されてなどいな

い。           

(ｳ) 組織への組入れの状況 

Ｙ・システムとは，コンビニエンスストア事業の経営ノウハウの

集合体（仕組み）であり，加盟店を指揮監督する手段を意味するも

のではないし，同システムは，多数の加盟店がなければ機能しない

ものではない。 

実際，加盟者評価制度，業務地域や業務日の割り振りや，加盟者

を管理するような研修制度なども存在せず，会社は加盟者の管理な

ど行ってはいないし，第三者に対して加盟者を自己の組織の一部と
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して扱っているものでもない。 

本件フランチャイズ契約上，加盟者が副業を営むことは禁止され

ておらず，会社への専属性もない。 

会社作成資料記載の組織図は，Ｙ・チェーンを俯瞰し，分かりや

すく説明するための便宜的なものにすぎず，その位置関係に重要な

意味はない。 

また，独立の個人小売事業主であっても，土地，建物，店舗設備

などを所有者から賃借して営業する場合もあるのであり，会社が，

加盟者になろうとする者に対して，多額の出えんをしていることは，

会社が加盟店をその事業組織の一部と位置付けていることを示す

ものではない。 

(ｴ) 以上のとおり，加盟者が，会社の業務の遂行に不可欠ないし枢要

な労働力として事業組織に組み入れられているということはない。 

イ 契約内容の一方的・定型的決定について 

 そもそも，加盟者は，前記⑴イのとおり，会社に対して労務を提供

するものではないから，加盟者の労働条件（労働時間，提供する労務

の内容，労務の対価としての報酬の額等）を決定する余地はなく，本

件フランチャイズ契約は，これらについて一つも規定していない。 

本件フランチャイズ契約等が定める年中無休・２４時間営業は店舗

の営業時間であって加盟者の労働時間ではないし，月次引出金等，加

盟者が得る金銭は，後記ウで詳述するとおり，加盟者が自らの利益の

一部を引き出すものであり，会社に対する「労務」の対価とはいえな

い。 

したがって，その決定が一方的・定型的なのかを云々するまでもな

く，②の要素は否定される。 

   ウ 報酬の労務供給に対する対価性について 
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   加盟者が本件フランチャイズ契約により得ているのは，自らの店舗

経営により生じた事業利益又は役員報酬等であり，「労務の対価」と

しての報酬とは相容れないものである。 

加盟者から会社に対してその売上金が送金される事実，加盟者から

会社に対して支払われるＹ・チャージが存在する事実があるからとい

ってその事実が左右されるものではない。 

 (ｱ)  月次引出金等 

月次引出金等は，いずれも加盟者が加盟店の経営により得た自ら

の利益の一部を引き出すものであり，会社から支払を受けるという

性格のものではない。 

月次引出金等は，そのいずれについても，以下のとおり，報奨金

的要素も，時間外手当や休日手当に類するものもなく，加盟者が，

加盟店の経営に当たり処理した業務の量や費やした時間の長短と

も関係していない。また，いずれもその金額が０円になることもあ

ることから出来高払制賃金とも異なる。  

a 月次引出金とは，加盟者が会社から毎月送金を受ける金員で，そ

の額は加盟者が設定する。同制度は，経営により得た利益を引き

出すに際し，店舗経営状況の変動の影響が直接に生じないよう，

取得利益の平準化を図るものである。  

したがって，飽くまで加盟者が自己の利益を毎月引き出すもの

であり，加盟者自身の加盟店での勤務やマネジメント業務の有無

や量とは全く無関係に引き出すことが可能である。そもそも，月

次引出金の送金を受けるか否かの判断は加盟者に委ねられてお

り，実際に，約２割の加盟者が月次引出金の送金額を０円と設定

している。 

また，加盟者は，実際の利益が月次引出金の額に満たない場合
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であっても，月次引出金全額を引き出すことができるが，これは，

会社からの一時的な貸付けにより一時的に利益額が補てんされ

るものであり，後に当該加盟者が当該満たない部分を返済してい

るのであって，労務に対する報酬とは全く異なる性格のものであ

る。 

ｂ 四半期引出金は，会社に対するオープンアカウントの負債がな

くなるまでの間，加盟者の申出により，加盟者の蓄積利益（正味

資産）の増加額から３０％以上を当該負債の返済に充てた残額を，

四半期ごとに引き出すことができる制度である。当該負債がなく

なった後は，全額を月次追加送金により受け取ることができるよ

うになるため，四半期引出金の制度を利用する必要はなくなる。 

月次追加送金は，オープンアカウント上の加盟者と会社との間

の各会計期間の貸借の差額残高がマイナスとなり，かつ，加盟者

の会社に対する負債額がマイナスとなった場合に自動的に送金

されるものである。 

いずれも月次引出金と同様，加盟者の稼働との連動性や報奨金

的な要素はなく，労務対価性など皆無である。 

加盟者の大半は，出店後短期間でオープンアカウント上の負債

を完済し，以後は加盟店経営による利益を月次引出金と月次追加

送金によって取得することができるようになるのであって，１５

年の契約期間の大半において，会社の管理とは無縁の自己の営む

事業で得た利益を自由に処分し得る地位にある。なお，加盟者が

会社から送金を受ける際，理由を付した上申をする必要があるの

は，規定外引出金（本件フランチャイズ契約上定めがないが，加

盟者にひっ迫した資金需要がある場合などに加盟者の求めに応

じて実施される融資）についてであり，利益の引出しに関するも
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のではない。 

(ｲ) Ｙ・チャージ等   

２４時間営業のチャージ減額は，加盟者自身の稼働とも，店舗の

営業時間とも全く比例していないし，昭和６３年以降の加盟店では

２４時間営業が原則であって，２４時間営業店舗であるかないかに

よるＹ・チャージの差は実態としてほとんど発生しない。 

地域別適用金も，加盟者の稼働の有無とは無関係であるし，最低

保証制度は，加盟者の総収入を保証するものであって，利益を保証

するものではないから（加盟者は保証された総収入から人件費等を

支払う必要がある），これらの事実をもって，月次引出金等に報酬

としての性質があるということはできない。 

(ｳ) 以上のとおり，加盟者が会社から得る月次引出金等は，いずれも

加盟者自身の稼働と関連性も比例関係もなく，労務供給の対価又は

これに類する性格を有するものではない。 

エ 業務の依頼に応ずべき関係について 

(ｱ) 本要素における「業務」とは，契約当事者間の契約関係を前提と

して都度依頼される個々の具体的な作業を意味するものである。 

しかし，加盟者は，本件フランチャイズ契約上，一般に加盟店の

店頭で必要となる業務はもちろん，加盟店のマネジメント業務に必

要な事柄についても，自らが行う義務はない。 

加盟者が１５年間にわたり年中無休・２４時間営業を行うことや

日々の売上げ等を会社に送金することなどは，本件フランチャイズ

契約により当初から合意された内容の履行にすぎず，「個々の業務

の依頼」には当たらない。 

また，加盟者が自店に仕入れる商品の種類及びその販売価格は当

該加盟者が決定するものであることは本件フランチャイズ契約上
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明らかであり，会社企画の加盟店統一キャンペーンへの参加の可否

についても加盟者の判断による。 

なお，システムマニュアルが加盟者に対し，この意味での「業務

の依頼」をするという性質を持つものではないことは後記オで述べ

るとおりである。 

(ｲ) 加盟者は，店頭での勤務やマネジメント業務を自ら行う義務がな

い以上，新サービスの導入を自ら行う義務もない。 

      仮に，「新サービスを導入すること」自体を「業務の依頼」と考

えるとしても，加盟者は，あるサービスがＹ・イメージを構成する

重要な要素となっている場合に（なお，そのようなサービスは加盟

店で行われていることが広く認識されているサービスであり，新規

のサービスといえるものではない。），本件フランチャイズ契約上

の義務として，加盟店においてそのサービスを行うことが要請され

るだけであって，事実上依頼に応じざるを得ない関係を意味する

「業務の依頼に応ずべき関係」とはいえない。 

      また，会社が新たに取扱いを開始するサービス（新規事業）につ

いては加盟者には諾否の自由があり，新商品についても加盟者が導

入しなければならないということはなく，ＯＦＣからのアドバイス

を受け入れる義務はないし，受け入れなくても不利益や制裁を受け

ることなどない。仮にＯＦＣが，会社を代表して契約の解除の可能

性を示唆する等の行為に及べば，当該行為はＯＦＣとしての行動規

範に抵触し，権限を逸脱するものとなる。 

会社は，加盟者に対し，新サービスを導入しなかったことを理由

に契約の更新拒否をしたことはない。  

(ｳ) 以上のとおり，会社と加盟者との間に業務の依頼に応ずべき関係

はない。 
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オ 指揮監督下の労務提供，一定の時間的場所的拘束について 

(ｱ) 指揮監督 

加盟者は，加盟店の売上げ・利益に多大な影響を及ぼし得る多様

な事項について自己の意思に基づいて経営判断をし，自由な裁量を

もって店舗を経営している。 

会社は，加盟者に対し，ＯＦＣ，システムマニュアル，さらには

従業員を対象とした研修の提供などにより経営支援を行うが，これ

は，本件フランチャイズ契約上の義務の履行であって，加盟者に対

する指揮監督と評価する余地のないものである。 

加盟者が，Ｙ・システムにのっとり，Ｙ・イメージを損なわない

範囲において自らの事業活動を行うべきことは，本件フランチャイ

ズ契約が「加盟者が本部の確立した営業方針・体制の下で統一的な

活動をすること」を特徴としている以上，不可避のものであり，こ

れに伴う制約があるからといって会社からの指揮監督とはいえな

い。 

  ａ システムマニュアルによる指揮監督 

システムマニュアルは，本件フランチャイズ契約の内容を具体

化したものであるが，基本的に加盟者が加盟店経営を円滑に行う

ため必要な情報やＹ・システムについて説明したものにすぎず，

加盟者に対して本件フランチャイズ契約の内容を超える指示や

指図を行うものではないし，加盟者の裁量を奪うものでもない。 

ｂ ＯＦＣ等による指揮監督 

ＯＦＣは，加盟者に対し，指揮監督を行うことはない。 

ＯＦＣは，会社が加盟者に提供する販売支援サービスの中でも

最も重要なサービスとして加盟者に対する経営上の助言，指導を

行うが，これは本件フランチャイズ契約上，対象となる加盟店の
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利益を図るものでなくてはならないし，加盟者の権利を侵害する

ことは許されない。 

ＯＦＣの助言，指導には，加盟店において法令又は本件フラン

チャイズ契約上の違反行為が行われている場合等，例外的な場合

を除き強制的に行為を求める要素はない。 

加盟者にはこれに従う義務はなく，従わないからといって会社

から本件フランチャイズ契約上又は事実上の制裁を課されるこ

ともない。 

なお，ＯＦＣや会社が加盟店の経営，運営上の非違行為や本件

フランチャイズ契約上の違反行為，またその疑いがある行為等を

発見した際に，所要の措置を講じることは，飽くまで本件フラン

チャイズ契約の違反行為に対する対応であって，労務提供に対す

る指揮監督には当たらない。 

また，ＯＦＣが情報収集を行うのは，加盟者に対し適切な経営

アドバイスをするためであって，その結果により何らかのペナル

ティを課す評価制度などというものではなく，およそ労務提供に

対する指揮監督とは無関係である。 

「店舗確認表」は日々のコミュニケにおいて，顧客の視点から

見た要改善事項の理解を促す資料にすぎず，「店舗経営基準確認

シート」は，中長期的な視点から加盟店経営の問題を当該加盟者

に理解してもらうためのツールであって契約更新時に向けて店

舗の改善のための資料ともしているが，いずれも契約更新の際の

判断基準ではなく，そこでの評価によって加盟店に不利益が生じ

るわけではなく，加盟店に適切な経営支援をするために不可欠な

参考資料として使用しているにすぎない。 

そして「改善提案書」は飽くまでも提案にすぎず，何らかの行
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為を強制しているわけではないから，いずれも加盟者に対する指

揮監督に当たるものではない。 

    また，ＯＦＣが商品の販売価格や見切り販売について拘束を行

っているということもない。 

(ｲ) 時間的場所的拘束 

本件フランチャイズ契約上は，店舗が年中無休・２４時間営業の

状態にあれば足りるのであって，加盟者に勤務や待機などが求めら

れるわけではないから，加盟者を場所的，時間的に拘束するものと

はいえない。 

(ｳ) まとめ 

以上のとおりであるから，加盟者は，会社の指揮管理の下に労務

を提供しているものではなく，日時や場所について会社から何らの

拘束を受けない。 

なお，直営店は，ＯＦＣ候補の従業員に加盟店経営の実務全般を

疑似経験させる人材育成や，新商品の実験的販売等を目的に設置・

運営されているのであって，その店長は，売上げを目的として小売

店の経営をしているわけではないから，加盟者との比較は無意味で

ある。 

カ 顕著な事業者性について 

(ｱ) 顕著な事業者性の意義について 

顕著な事業者性は，自らの独立した経営判断に基づいてその業務

内容を差配して収益管理を行う機会が実態として確保されている場

合に認められるところ，それは，小売業者が，当該事業による利益の

当該小売業者への帰属を前提として，その独立した経営判断として，

顧客の需要の把握，商品の仕入れ及び販売並びにそのための業務の

差配をする機会が実態として確保されていることを意味する（前記
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ビクターサービスエンジニアリング事件最高裁判決参照）。そして，

これは，現在そのような状態にある必要まではなく，小売業者がその

努力によってそのような状態になる機会が実態として確保されてい

れば足りる。 

(ｲ) 加盟者の裁量について 

ａ 加盟者は，本件フランチャイズ契約上，極めて広範な裁量を有

しており，顧客の需要の把握，商品の仕入れに係る判断全般，販

売価格の決定，従業員の募集，採用，労働条件の決定，勤務シフ

トの作成といったコンビニエンスストア経営の根幹をなす事項に

ついて，本件フランチャイズ契約上はもとより実態においても自

身の裁量をもって決定し，これら商品の仕入代金を自ら負担して

加盟店を経営している。 

そして，こうした経営の成果として得られる利益と損失はいず

れも当該加盟者に帰属するのであって，加盟者は自己の判断で損

益を変動させる余地が広範にある。 

ｂ 加盟者は，自店の売上げ等を日々会社に送金する義務があるが，

これは加盟者が会社から受ける与信の担保及び弁済であり，負債

を上回る利益は自動的に加盟者に送金されるのであるから，加盟

者の事業者性を否定する事情とはいえない。 

また，加盟者が仕入原価の引下げを行うことができないのは，

推奨取引先からの仕入れの場合のみである。  

販売価格については，Ｙ・チェーンでは，推奨価格の制度が導

入されているが，加盟者が，収益の最大化の観点から別の価格が

適正であると考える場合にはその判断が優先する。なお，推奨商

品（後記第３の４⑷オ(ｲ)）について，会社のシステムを通じて発

注した場合の仕入原価よりも低い価格で同商品を現金仕入れ（後
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記第３の７⑷ウ）したときには，おおむね売価と当該現金仕入原

価との差額分についてＹ・チャージがかかることになるが，これ

は本件フランチャイズ契約に基づく扱いであるし，当該商品がＹ

・チェーンのブランド及びシステムを利用して販売される以上，

当然である。なお，この場合でも，システムを通じた仕入原価と

差額分のうちＹ・チャージを控除した部分についてはオーナーの

利益となるのであるから，加盟者がその業務内容を差配して収益

管理を行う機会を制限するものではない。 

現金仕入れの割合が少ないのは，会社が現金仕入れを制限して

いるからではなく，加盟者が自らの合理的判断に基づいて裁量を

行使した結果，推奨商品の割合が高く，現金仕入れの割合が総じ

て少ないという結果になっているにすぎない。 

また，最低保証制度は，加盟者の総収入を保証するものであり，

結局加盟者の経営いかんにより利益，損失が確定するものである

ことに変わりはない。 

また，いわゆるドミナント戦略により，加盟者の事業者性が否

定されることにはならない。 

仮に，経営者としての業務と小売販売業従事者としての作業と

の区別が，ある加盟者においては，明確にできないという状況が

あったとしても，経営者としての業務が存在することは明らかで

あって，組合の主張は失当である。 

(ｳ) 他人の労働力の利用について 

加盟者が他人を使用して業務を代行させることには一切の制約

はなく，実際に，加盟者は１店舗平均で２０人近い従業員を雇用・

使用し，これら従業員の人件費を自ら負担して加盟店を経営してい

る。 
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そして，加盟者の約２割が複数店を経営していることや，加盟店

全数の約半数で月給制の従業員が雇用されているところ，これらの

従業員は，加盟者に代わり店頭での接客・販売業務を取り仕切る管

理職的役割を果たしていると推認でき，加盟者が雇用する従業員の

業務が補助的業務の範囲を超えていることは明らかである。 

このように，加盟者は，他人の労働力を組織的に活用して事業を

営む者にほかならない。  

 (ｴ) 設備，資金等の保有について 

顕著な事業者性の判断において重要なことは，一定規模の設備を

自己の裁量で使用できるか否かであり，この場合，設備を自ら所有

する必要はなく，貸与等により保有することで足りる。 

加盟者は，いずれの契約タイプであっても，店舗の土地及び建物，

さらに店舗設備という一定規模の設備，資金等を保有する者であり，

その事業者性は顕著といえる。 

(ｵ) その他の事情について 

全加盟店のうち，５８％の加盟店は，法人により経営されており，

加盟者は，当該法人から役員報酬等の支払を受けるのであって，会

社に対し労務を提供する関係になどないことは，既に述べたおりで

ある。 

また，加盟者が交替した後の加盟者は，そのほとんどが交替前の

加盟者の家族となっていて，この事象は，加盟者が店舗の所有者で

あることが大半であるＡタイプだけでなく，Ｃタイプにおいても発

生している。このことは，加盟店の経営が，利益を生じさせる一つ

の商権（小売業として，同店舗近辺における知名度や実績があり，

顧客数が相当数あること）として捉えられているということであり，

加盟者が独立の事業者であることを強く示唆する事情である。 
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また，加盟者は，租税法上も独立した事業主であるとされている。 

(ｶ) 前記のとおり，加盟者は，恒常的に自己の才覚で利得する機会を

有し自らリスクを引き受けて事業を行っており，当該事業による利

益の当該加盟者への帰属を前提として，その独立した経営判断とし

て，顧客の需要の把握，商品の仕入れ及び販売並びにそのための業

務の差配をする機会が実態として確保されているから，顕著な事業

者性を有することは明らかである。 

２ 不当労働行為の成否について 

【組合の主張】 

   義務的団交事項とは「組合員である労働者の労働条件その他の待遇や当

該団体的労使関係の運営に関する事項であって，使用者に処分可能なもの」

（前掲ＩＮＡＸメンテナンス事件最高裁判決）とされているところ，組合

が会社に申し入れた各団交事項は，団交のルール作りに関する事項等であ

って，いずれも団体的労使関係の運営に関する事項である。 

しかし，会社は，組合による団交の申入れに対し，団交に応じる考えは

ない旨回答し，本件各団交拒否をした。会社が団交を拒否する理由は，加

盟者が独立した事業者であり労組法上の労働者ではないこと，会社におい

て処分可能な「労働条件」が存在しないからということであるが，加盟者

は労組法上の労働者に当たるし，「労働条件その他の待遇」とは，本件に

ついていえば，本件フランチャイズ契約の内容や運用に関わる加盟者の契

約上の地位や権利義務に関連する諸事項であり，かかる事項は契約当事者

たる会社において，処分可能な事項である。 

さらに，会社は，加盟者との関係において，会社は労組法第７条第２号

の「使用者」ではない旨主張するが，加盟者が会社との関係で労組法上の

労働者に該当すると認められれば，会社は加盟者との関係で使用者に該当

することは当然であるから，改めて会社の使用者性の有無を論ずる必要は
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ない。会社の示す理由は，団交拒否の正当な理由とはいえない。 

  よって，本件各団交拒否は，労組法第７条第２号の不当労働行為に当た

る。 

【会社の主張】     

２１年１０月２２日付け「申入書」と題する書面には，「話し合い」との

み記載され，団交という言葉は使用されていなかったから，同日付けの組

合からの申入れは，労組法第７条第２号の団交を申し入れるものではなか

った。 

また，仮に加盟者が労組法上の労働者に当たるとしても，２１年１１月５

日及び同月３０日の団交申入れの議題である「団体交渉のルール作り他」

については，義務的団交事項には当たらず，団交に応じなかったことには

正当な理由がある。すなわち，仮に初審命令の述べるように，義務的団交事

項とは，「団体交渉を申し入れた労働組合の構成員たる労働者の労働条件

その他の待遇，又は当該労働組合と使用者との団体的労使関係の運営に関

する事項であって，使用者に処分可能なもの」であるとしても，本件におい

ては，そもそも，実体としても本件フランチャイズ契約の運用上も団交で

議論されるべき「労働条件及びその他の処遇」が存在せず，団体交渉権の保

障が必要な状況が存在しない。 

したがって，「団体交渉のルール作り他」という団交議題は，本件におい

ては，義務的団交事項になり得ない。 

また，本件においては，会社との関係において処分可能な「労働条件」が

存在しない以上，会社は，加盟者との関係で労組法上の使用者にも当たらな

い。 

第３ 当委員会の認定した事実 

１ 当事者等 

⑴ 会社について 
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ア 会社は，昭和４８年１１月２０日に申立外株式会社Ｄ１により設立

され，加盟者に対し，Ｙのコンビニエンスストアの出店及び経営全般

にわたる各種システムやノウハウの提供を行うなど，Ｙ・チェーンに

おける唯一のフランチャイザーとして同チェーンを運営する株式会

社である。 

 なお，Ｙ・チェーンにおける最初のコンビニエンスストアは，昭和

４９年５月に出店されたＣ１店である。Ｃ１店は，直営店ではなく，加

盟者が出店し，経営する加盟店である。 

イ 会社は，申立外株式会社Ｄ１や同株式会社Ｄ２等とともに，持株会社

である同株式会社Ｄ３のグループ会社である。 

ウ ２８年７月末現在，Ｙのコンビニエンスストアの店舗数は１万８８

６０店で，このうち４８７店は直営店，残りは加盟店である。 

 また，２６年２月末現在において，加盟店を経営する加盟者は１万

３００５人，会社が雇用する従業員は６５６７人となっている。 

エ ２６年３月１日から２７年２月末日までの１年間における会社の

営業総収入は７３６３億４３００万円で，このうち６２８８億６７０

０万円が加盟店からの収入であり，そのほぼ全額がＹ・チャージ（後

記４⑺イ参照）である。 

オ 会社は，日本全国を１８の地域に区分し，当該地域を担当する責任

者として地域ごとに「ゾーン・マネージャー」（以下「ＺＭ」という。）

を配置している。また，各ゾーンには，地区ごとに「ディストリクト

・オフィス」が設置され，各ディストリクト・オフィスには，当該地

区の加盟店に対する経営指導等を統括する「ディストリクト・マネー

ジャー」（以下「ＤＭ」という。）が配置され，その下にＯＦＣが配

置されて，ＤＭの指導，管理の下，加盟店への経営指導等を行ってい

る。 
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⑵ 組合について 

組合は，「コンビニエンスストアに従事する者」等を組合員として組

織されており，Ｅ組合（以下「Ｅ組合」といい，組合と併せて「組合ら」

ということがある。）に加盟している。 

会社との間で本件フランチャイズ契約を締結している組合員（以下

「組合員加盟者」ということがある。）は７７名（２８年１０月現在）

である。 

２ 本件フランチャイズ契約の締結までの過程に係る事情 

⑴ 加盟の前提条件等 

ア 会社は，会社のフランチャイズ・チェーンに加盟する条件として，

同チェーンに加盟して加盟店を経営しようとする者（以下「加盟希望

者」という。）に対し，①加盟希望者の配偶者又は二親等以内の親族

１名が履行補助者（下記イ参照）となること，②加盟希望者及び履行

補助者となる配偶者又は親族がいずれも６０歳以下で健康であり，経

営に専念できる者であること，③店舗の近くに居住できることなどを

求めている。 

イ 履行補助者は，会社の定める全ての研修を修了し，会社から適格者

と認定されることが必要である。加盟者の都合により「履行補助者」

に対して経営指導等が行われた場合には，当該指導等は当該加盟者に

対し行われたものと取り扱われる。 

会社は，加盟希望者及びその配偶者等がともに５６歳以上の場合に

は，別途，５５歳以下の者１名を履行補助者とすることを求めている。 

⑵ 「加盟店オーナー募集説明会」への参加等 

ア 加盟希望者は，一般的に，まず，会社が開催する「オーナー募集説

明会」などで会社の担当者からＹ・チェーンのシステムや利益の算出
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等について説明を受け，その後，会社の担当者等による面接や既存加

盟店の実地見聞，体験入店等を経て，本件フランチャイズ契約の締結

に至る。 

イ 前記アの説明会や面接等の過程において，会社は，加盟希望者に対

し，会社作成の「加盟店オーナー募集説明会」，「フランチャイズ契

約の要点と概説」，「Ｙの横顔」，「ＢＯＯＫⅠ～フランチャイズ・

ストーリー」，「加盟店基本契約書 あなたとＹとの間の基本的な取

り決めです」と題する冊子等を交付し，これらの冊子等に基づき，Ｙ

・チェーンの仕組みや会社と加盟者の役割，本件フランチャイズ契約

の内容等について説明を行っている。また，会社は，加盟者に対し，

本件フランチャイズ契約締結前の説明会等において，加盟店の経営と

副業を両立させることは困難である旨を加盟者に説明し理解を求め

ている。 

ウ 「フランチャイズ契約の要点と概説」と題する冊子は，中小小売商

業振興法等の規定に則して，加盟者の募集に当たり，加盟希望者に開

示・説明する内容を記載したもので，契約のタイプ別（後記３⑵参照）

に作成されており，会社の概要や加盟店数の推移等のほか，出店に当

たっての準備手数料や出資金，会社と加盟者との間の決済方法の仕組

み，Ｙ・チャージの算定方法など本件フランチャイズ契約の要点につ

いて記載されている。 

また，いずれの契約タイプの冊子にも，「Ｙチェーンへの加盟を希

望される方へ～フランチャイズ契約を締結する前に～」として，チェ

ーン運営で一番大切なことは統一性であり，顧客の信頼を得るために

は，どの店舗を利用しても同じ商品，同じサービスを受けられること

が必要である旨，したがって，最初から会社と異なる独自の経営手法

を重視し，会社のノウハウ，Ｙ・イメージや同システムにとらわれな
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い経営を希望する者には，Ｙ・チェーンへの加盟は勧めない旨が記載

されている。 

さらに，「弊社の経営理念」として，「私たちのフランチャイズビ

ジネスは，加盟店とＹ本部が対等の立場で，独立性を保ちながら取り

組む共同事業です」，「家族労働を主体とした店舗経営から，企業と

しての経営へと脱皮できるよう，また，独立起業を志す皆様を，全力

でお手伝いします」などと記載されている。 

エ 「ＢＯＯＫⅠ～フランチャイズ・ストーリー」と題する冊子は，本

件フランチャイズ・システムの要点について説明したものであり，会

社の創業理念が記載された上，Ｙ・システムの概略や会社が提供する

各種サービスの内容，本件フランチャイズ契約の種類，会社と加盟店

の役割などについて記載されている。 

 なお，上記冊子には，「オーナーに期待するものは」と題して，「店

舗経営に専念する意欲」，「健康」，「時間と努力を集中する気がま

え」，「投資のための現金」などと記載されている。また，加盟店の

利益は次のことにより決まるとして，「オーナーが店にそそぐ努力と

時間」，「夫婦・家族間の理解と協力」，「オーナーの能力」（販売

能力，商品管理能力，情報分析・活用能力，従業員管理，事業感覚，

営業費の適正管理，経営管理能力），「店の立地条件」と記載されて

いる。 

オ 会社は，加盟希望者に対し，本件フランチャイズ契約の締結前に出

店候補店の売上げや収益の具体的な予想値を示すことはしておらず，

当該候補店の収益等を保証するものではないことを前提に，出店候補

地域の立地条件，世帯数，人口密度，顧客の動向や競争関係等を調査

した結果を情報提供している。 

３ 本件フランチャイズ契約の当事者及び種別 
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⑴ 本件フランチャイズ契約の当事者 

本件フランチャイズ契約の当事者は，原則として自然人である加盟希

望者個人である。 

⑵  本件フランチャイズ契約の種別 

ア 本件フランチャイズ契約には，ＡタイプとＣタイプの２種類がある。 

Ａタイプ契約は，加盟店の店舗に供する土地・建物を加盟希望者自ら

が所有又は第三者から賃借して用意する場合に用いられる契約であ

り，Ｃタイプ契約は，上記土地・建物を会社が所有又は第三者から賃

借して加盟希望者に使用させる場合に用いられる契約である。 

Ａタイプ契約書及びＣタイプ契約書（以下，併せて「両契約書」とい

うことがある。）の主な内容は，後記４のとおりであり，いずれも①

加盟者の加盟店経営に対する会社の許諾，②加盟資格を得るための研

修と開業準備，③加盟店の経営と会社の経営指導等の援助，④契約の

終了とその後の処理に関する規定等からなっていて，出店に当たって

の建物の工事内容や契約終了に伴う原状回復の範囲，開業前解約金に

関する規定，開業準備手数料の額（後記４⑴ク参照）及びＹ・チャー

ジの比率設定（後記４⑺イ参照）が異なるほかは，その内容はおおむ

ね同一である。 

また，両契約書は，会社が統一的な内容を定型化したもので，加盟

希望者が契約内容を決定することはできず，会社との個別交渉や加盟

希望者の個別事情等により所定の契約内容が変更されることもない。 

イ ２８年７月末日現在，加盟店１万８３７３店舗のうち，Ａタイプ契

約により経営される店舗は４５１５店舗，Ｃタイプ契約により経営さ

れる店舗は１万３８５８店舗である。   

なお，前記「加盟店オーナー募集説明会」と題する冊子には，Ａタ

イプ契約を締結する者には従前から商店等を営んできた者がコンビニ
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エンスストアに業態転換する例が多く，Ｃタイプ契約を締結する者に

は，いわゆるサラリーマンが退職して新たにコンビニエンスストアを

出店する例が多いと記載されている。 

４ 本件フランチャイズ契約の主な内容及び関連する事情 

⑴ 一般的な事項について（「総論」部分） 

  ア 専属性，加盟の趣旨等 

(ｱ) 専属性（両契約書共に前文） 

   両契約書には，加盟者は加盟店を経営するに当たり，会社の経営

指導，助言に従い，忠実にＹ・システムにのっとり，経営に専念す

るのでなければ，その活用はできず，期待できる成果をあげること

ができない旨を会社との間で確認した旨の記載がある。 

(ｲ) 加盟の趣旨（両契約書共に第１条） 

 両契約書には，会社は，加盟者に対して，Ｙの統一的，同一のイメ

ージの下に，Ｙ・システムによる加盟店を経営することを許諾し，本

部として，継続的にＹ・システムによる経営の指導や技術援助，サー

ビス（科学的市場調査，広汎かつ適確な商品情報に基づく商品仕入援

助，販売促進の援助・協力，仕入資金などの調達についての信用の供

与，広告・宣伝，簿記・会計処理，店舗計画，店舗・在庫品の管理の

手助けなど。）を行うことを約束し，他方，加盟者は会社の許諾の下

に，Ｙ店の経営を行い，これについて会社に一定の対価を支払うこと

を約束し，コンビニエンスストア事業についてのフランチャイズ関

係を樹立することを合意した旨規定されている。 

イ 相互に独立の事業者であること（両契約書共に第２条） 

 両契約書には，①会社と加盟者はフランチャイズ関係においては，

共に独立の事業者であり，加盟者は会社の代理人でも使用人でもなく，

会社のために商行為その他を行う権限や地位を有する者ではない旨，
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②加盟店の経営は，加盟者の独自の責任と手腕により行われ，その判

断で必要な従業員を雇用する等，使用主として全ての権利を有し，義

務を負う旨規定されている。 

   ウ 加盟資格（両契約書共に第３条） 

両契約書には，加盟店を経営する加盟資格が認められるための要件

として，第８条（後記⑵ア）の研修を修了し会社から適格者と認めら

れること及び事前協議により営業店舗が確定していることが必要であ

る旨規定されている。 

また，加盟者は，会社の承認を受けて，会社等の法人の形態をもっ

て加盟店の経営を行うことができるが（共同フランチャイジー），当

該法人は，加盟者と独立又は別個に加盟事業者としての資格を有する

ものではなく，会社に対し当該加盟者と連帯して本件フランチャイズ

契約に定める責任を負い，当該加盟者と会社との間の本件フランチャ

イズ契約関係が消失したときは，同法人も自動的に加盟店の経営に関

する権利を全て失う旨規定されている（後記６も参照）。 

エ 許諾に関する権利（両契約書共に第４条第１項） 

    両契約書には，加盟者は，加盟店が開業した日に，その経営につき，

会社から以下の諸権利を付与される旨規定されている。 

  ① 加盟店の経営ノウハウ及び各種機密情報を継続して提供され，か

つ，マニュアル，商品その他についての手引書，資料，Ｙ・システ

ム特有の経営上の書式用紙を使用すること。 

    ② 店舗建物内に，会社がＹ・システムに基づいて設置した設備を使

用すること。 

    ③ 「Ｙ」の商標，サービスマーク，「Ｙ」を表示する看板，標章等

を使用すること。 

オ Ｙ・システム及び同イメージ（両契約書共に第４条第２項） 
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  両契約書には，前記エの許諾に関する権利について，加盟者は，以

下のとおり確認した旨規定されている。 

 (ｱ) Ｙ・システムとは，①店舗の仕様，内外装及びデザイン，②店内

営業設備，③商品構成及び品揃えの手法，④店内レイアウト及び商

品陳列，⑤標準化された仕入及び販売促進方法，⑥店舗，設備及び

商品の管理システム，⑦会計システム，経営の計数管理・分析，⑧

Ｙ店の統一的，総合的管理システムに基づく販売連携の事項にわた

る経営ノウハウを総合し，組織した有機的仕組みであって，会社の

企業秘密であり，会社の資産として法的保護を受けるものであるこ

と。 

(ｲ) Ｙ・イメージとは，店舗の構造・形状・配色，内外装，店内レイ

アウト，商品陳列，サービスマーク，看板等の外観，商品の鮮度な

ど品質のよさ，品揃え，清潔さ，ユニフォーム，接客方法，便利さ

等の特色を有するものであり，独特の印象として定着し，広く認識

され，親しまれており，このイメージが信用を支えていること。 

カ 許諾の範囲（両契約書共に第５条） 

  両契約書には，加盟者は，加盟店の経営につき，次の行為をしない

旨規定されている。 

① Ｙ・システムに違反する仕入れ，販売，その他営業をすること。 

② 加盟店の構造，仕様，形状，内外装，デザイン，配色，営業用設

備，店内レイアウト及び商品陳列等は全てＹ・システムによるもの

であり，会社の文書による承諾を受けないで，それらを変更するこ

と。 

③ Ｙ・イメージを変更し，又はその信用を低下させる行為をするこ

と。 

キ 経営の許諾と地域（両契約書共に第６条） 
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     両契約書には，加盟店の経営の許諾は，加盟者の店舗の存在する一

定の地域を画し，排他的，独占的権利を与えたり，固有の営業地盤を

認めたりするものではなく，会社は，必要と考えるときはいつでも，

加盟者の店舗の存在する同一市区町村の適当な場所に，新たに別の加

盟店を開設し，又は他のフランチャイジーに加盟店の経営をさせるこ

とができる旨規定されている（後記１１も参照）。 

ク 成約預託金（両契約書共に第７条，第１０条，第１３条，Ｃタイプ

第１７条第３項，Ａタイプ第１８条第３項） 

(ｱ) 両契約書には，加盟希望者は，本件フランチャイズ契約の締結と

同時に，会社に対して，研修費用，開業準備手数料，開業時在庫の

買取代金その他会社の投資金の一部の支払に充てるため，あらかじ

め，各契約種別所定の金員を会社に預け入れる旨規定されている。 

 (ｲ) その内訳は以下のとおりである。 

 Ａタイプ Ｃタイプ 

研修費用 ５０万円 ５０万円 

開業準備手数料 １００万円 ５０万円 

開業時出資金 

（最低額） 

１５０万円 

 

１５０万円 

合計 ３００万円 ２５０万円 

⑵ 研修及び開業準備 

ア 研修（両契約書共に第８条～第１０条） 

  (ｱ) 両契約書には，①加盟者は，加盟店の加盟資格を取得するために，

会社の実施する所定の研修を受け，その全過程を修了して会社から

適格者との認定を受けなければならず，研修に不合格となったとき，

又は加盟者の都合により研修の受講を放棄したときは，本件フラン

チャイズ契約は自動的に中途解除される旨，②加盟者は，会社に対
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し，上記の研修費用として５０万円を支払うものとし，成約預託金

の一部をこれに充当する旨規定されている。 

(ｲ) 前記の研修は，店舗を経営するために必要最低限の知識を付与す

ることを目的とし，会社の研修施設において，在庫管理や発注，従

業員の採用や勤務表の作成など加盟店の運営に関する各種実務や

管理全般にわたる知識を講義形式で学習する「スクール・トレーニ

ング」と，直営店において，レジ操作や接客，発注や品出し，清掃

など店舗運営の実習を行う「ストア・トレーニング」で構成されて

いる。 

２１年度において，研修の受講者１５１３名中２名が適格者と認

定されなかったが，いずれの者も後日，適格者の認定を受けており，

研修において会社から適格者と認定されないことは稀である。 

また，加盟者に雇用される店長や店長候補者等も上記の研修を随

時受講している。 

イ 開業準備（両契約書共に第１２条，１３条） 

    両契約書には，①会社は，加盟者の出店に備え，Ｙ・システムに基

づき，その店舗内に加盟者に貸与する設備を搬入，設置し，販売商品

の品揃え，陳列などをし，開業日に直ちに営業ができるよう加盟者の

ため一切の準備を整え，開業直前に店舗と共にこれらを一括して加盟

者に引き渡す旨，②加盟者は会社に対して，上記の開業準備の手数料

（商品，販売用具の各代金，設備使用の対価，レジ用現金の引渡額は

含まれない。）として５０万円を支払うものとし，成約預託金の一部

をこれに充当する旨規定されている。 

  ⑶ 投資及び貸借                    

ア 開業中の投資（Ｃタイプ第１６条，Ａタイプ第１７条） 

両契約書には，加盟者は，加盟店の開業日以降，以下の投資を行う



- 47 - 

 

義務を負うほか，必要な営業の免許・許認可に関する費用を負担する

旨規定されている。 

    ① 販売する商品，ファストフード用容器・原料（委託商品を含まな

い在庫品）の仕入原価相当額。 

    ② キャッシュレジスター用の準備現金。 

    ③ 会社の指定する什器・備品・消耗品の代金。 

    ④ 会社に差し入れる加盟保証金５０万円。 

イ 支払資金についての与信（Ｃタイプ第１７条，Ａタイプ第１８条） 

  両契約書には，以下の規定がされている。  

(ｱ) 加盟者は，加盟店の開業日に，会社が店舗建物内に準備した在庫

品，什器，備品，消耗品を会社から買い取り，その一括引き渡しの

際，これらの代金及び加盟保証金を支払わなければならない。 

    (ｲ) 会社は，前記アの加盟者の支払債務のうちの一部を成約預託金

の残額全部をもって相殺し，その不足額をオープンアカウントの制

度を通じ，加盟者に貸し付ける。 

    (ｳ) 加盟者は，前記の投資のため，少なくとも１５０万円を自己資金

をもって調達し，かつ，同額を下回らない正味資産（貸借対照表の

加盟者の資産から負債を差し引いた残額）を維持しなければならな

い。  

    (ｴ) 会社は，加盟店の開業日以後の加盟者の投資，営業費及び委託商

品の販売預り金の支払を引き受け，加盟者に代わって決済をする方

法により，加盟者の資金調達を継続的に援助するものとし，加盟者

は，これにより資金調達の負担から免れ，経営に専心できる権利を

有するが，ただし，加盟者は，いつでも，自ら費用を負担して，会

社以外の者から資金の融通を受けることを妨げられることはない。 

ウ 貸借の処理方法（オープンアカウント）（Ｃタイプ第１８条～第２
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０条，Ａタイプ第１９条～第２１条，付属明細書（ホ）） 

 両契約書には，オープンアカウントとは，加盟店ごとに，開業日か

ら，本件フランチャイズ契約に基づく会社と加盟者間の一切の債権債

務の清算に至るまでの貸借の内容，経過及び加盟者の義務に属する負

担を逐次記帳して明らかにし，一括して，借方，貸方の各科目を差し

引き計算して決済していく継続的計算関係をいい，会社と加盟者間の

貸借の処理は，オープンアカウントにより行う旨規定されている。オ

ープンアカウントはＹ・システムの一部を構成する不可分の制度とさ

れ，これを変更することはできない。     

⑷ 営業活動  

ア 無休営業及び営業時間（Ｃタイプ第２３条，Ａタイプ第２４条，加

盟店付属契約書第５の２） 

加盟者は，通常，会社との間で本件フランチャイズ契約と併せて加盟

店付属契約を締結しており，同契約書には,加盟者は，会社と文書によ

る特別の合意をしない限り，契約期間（１５年間）を通じ，年中無休か

つ２４時間，加盟店を開店し，営業することを義務付けられる旨規定さ

れている。実際に年中無休・２４時間営業の例外が認められているのは，

当該加盟店が所在している施設の管理の都合などに限られている。 

なお，年中無休・２４時間営業を行う加盟店に対しては，Ｙ・チャー

ジから２％相当額が控除される（後記⑺イも参照）。 

イ 在庫品の適正な維持（Ｃタイプ第２４条，Ａタイプ第２５条） 

両契約書には，加盟者は，加盟店で販売するのに適合する適正な在

庫品の維持をしなければならず，これに違反した場合には，Ｙ・イメ

ージを傷付ける重大な違約となる旨規定されている。 

なお，上記の商品構成や在庫品管理の適正水準に関する具体的，統

一的な基準等は加盟者に開示されていない。 
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ウ 営業活動上の遵守事項（Ｃタイプ第２５条，Ａタイプ第２６条） 

両契約書には，加盟者は，①商品の種類等，量又は商品構成がＹ・

イメージに適合しないと判断された場合には，これらの商品の陳列，

販売をしない旨，②加盟店の一部を利用して，コンビニエンスストア

以外の営業をしない旨等が規定されている。  

エ 売上金の送金（Ｃタイプ第２６条，Ａタイプ第２７条） 

両契約書には，以下の規定がある。 

(ｱ) 加盟者は，毎日の商品売上代金や各種料金等の収納手数料をはじ

めとする営業収入の合計額（以下「販売受取高」という。）から，現

金仕入れの代金，所定の雑費や両替用硬貨等の金額を差し引いた残

りの全額を，原則として当日中，遅くとも翌日までに会社指定の銀

行口座へ振込み，会社に送金しなければならない（以下「販売受取

高の会社送金」という。）。 

なお，会社は，上記により送金された金員について，加盟者別あ

るいは加盟店別の個別口座による管理はしていない。 

(ｲ) 販売受取高は，会社の許諾と協力による加盟店経営の成果であり，

会社の与信を裏付けるものであって加盟者が自由に処分できる金員

ではないから，加盟者は販売受取高を生活費等の支払に一切充てて

はならない。 

(ｳ) 加盟者が理由なく前記(ｱ)の義務を履行しない場合は，会社は，加

盟者に代わり，売上げ及び金銭出納管理をすることができ，その場合，

加盟者は，会社に対し，その費用として所定の金員を支払わなければ

ならない。 

オ 販売促進，仕入協力（Ｃタイプ第２７条～第２９条，Ａタイプ第２

８条～第３０条） 

(ｱ) 両契約書には，会社は，加盟店の販売促進に協力するため，広告
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宣伝，担当者を派遣しての助言，指導等，販売状況等の資料の提供，

Ｙ・システム情報の伝達，標準的小売価格の開示，仕入れの援助等

を行う旨規定されている。 

仕入れの援助の内容として，具体的には，信用ある仕入先，仕入

品の推薦，消費動向に基づく商品構成についての助言，発注の簡易

化，仕入れの効率化を図るためのシステムの提供をすること，優良

仕入先との業務協力により，加盟店が有利な取引条件，統一的な方

法で仕入れができる体制を確立し，加盟者は，いつでもこれを利用

して，バラエティに富んだ商品の仕入れができる特別な取引関係を

確保することができるようにすることが挙げられている（Ｃタイプ

第２７条，Ａタイプ第２８条）。 

(ｲ) 会社は，前記(ｱ)の規定に基づき，加盟者に対し，顧客のニーズ

に合致し，質や価格の面で優れ，Ｙ・イメージに適合するなどとし

て会社が選定し，あるいは開発等した商品（推奨商品）の仕入先と

して信用があり，優良と会社が認めた商品メーカー等（以下「推奨

仕入先」という。），及び会社が最適と判断した標準的な店頭小売

価格（以下「推奨売価」という。）を提示している。 

もっとも，加盟者は，推奨仕入先からの仕入れや推奨商品のみを

仕入れることを必要とされるものではなく，また，推奨売価で販売

することを強制されるものでもない（Ｃタイプ第２９条，Ａタイプ

第３０条）。 

なお，平均的な加盟店１店舗が販売・在庫する商品の品目数は約

２８００点であるところ，地域により異なるものの，おおむね４８

００品目の推奨商品（基本商品は２６年９月時点で１０６０点）が

恒常的に推奨されている。 

(ｳ） 会社は，加盟店が販売する商品の発注から納品・支払までを一
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体的・自動的に処理する商品の仕入・調達制度（以下「ターンアラ

ウンドシステム」という。）を構築，運営して加盟者に提供してい

る。加盟者がターンアラウンドシステムを通じて仕入れを行った場

合，仕入代金については，仕入先に対する支払を会社が代行してオ

ープンアカウント（前記⑶ウ）により加盟者と会社との間で清算さ

れるため，加盟者が仕入先に直接支払うことはない。 

⑸ 店舗，設備の保全と関連諸費用 

   ア 店舗などの保全（Ｃタイプ第３１条，Ａタイプ第３２条） 

 両契約書には，加盟者は，加盟店の建物の内外，設備，什器備品，

在庫品など経営に供される全ての物件を清潔で明るく，整備された状

態で保つことを必要とされ，清掃，手入れを怠ってはならない旨規定

されている。 

イ 公共料金の負担（Ｃタイプ第３３条，Ａタイプ第３４条） 

    両契約書には，加盟店の店舗建物の使用により生じる光熱費等の公

共料金については，昭和５５年３月１日に始まる年度内は会社がその

８０％を負担し，翌年以降，各公共料金の値上げがあった場合には，

その値上げの都度会社において，全国の加盟店の平均値上げ率を算定

し，そのうちの所定の割合を追加して負担する旨規定されている。 

⑹ 会計，簿記サービス（Ｃタイプ第３６条，第３７条，Ａタイプ第３７

条，第３８条） 

両契約書には，会社は，①常時加盟店の在庫品の状況を把握し，加盟

者が適切な在庫品管理を行えるようにするため，在庫品の出入りを変動

の都度帳票に記帳し，帳簿上在高の確認等をする旨，加盟店の各月及び

各年ごとの損益計算書，貸借対照表等計表の作成を行い加盟者に提供す

る旨規定されている。 

一方，加盟者は，会社に対し，上記の計表の作成に必要な資料，報告
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をシステムマニュアルに基づき，所定の書式で，所定の期日に提出しな

ければならず，これを怠ったときには１日当たり，１項目につき，１５

００円の支払義務を負い，さらに，引出金の支払の留保，与信停止など

がされる場合もあり得る。      

⑺ 営業利益の配分  

ア 月次引出金等（Ｃタイプ第３９条，Ａタイプ第４０条） 

 両契約書には，会社は，加盟者が同契約の規定に従って加盟店の経

営を継続することを前提として，当該加盟者の予想利益から，月次引出

金（後記９⑵参照），四半期引出金（同⑶参照）及び月次追加送金（同

⑷参照）を支払う旨規定されている。 

イ Ｙ・チャージ（Ｃタイプ第４０条，Ａタイプ第４１条） 

(ｱ) 両契約書には，加盟者は，会社に対し，加盟店経営に関する対価

として，各会計期間の末日に，Ｙ・チャージを，オープンアカウン

トを通じて支払う旨規定されている。 

(ｲ) Ｙ・チャージは，加盟店の各月における各種商品の売上げその他

営業収入の合計額（売上合計）から「純売上原価」を差し引いた「売

上総利益」に対し，契約タイプ別に本件フランチャイズ契約で定め

た比率（下記(ｳ)参照）を乗じて算定される。 

「純売上原価」ほかチャージの算定に用いられる主な用語の要旨

及び計算方法は下表のとおりである。 

 売 上 合 計  商品売上高やその他営業収入の合計額 

 売上総利益  売上合計から純売上原価を差し引いた残額 

 純売上原価 

 

 総売上原価から，不良品（廃棄商品）の原価，品減

りの原価及び仕入値引高を差し引いた残額 

 総売上原価  月初商品棚卸高及び当月商品仕入高の合計額から
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 月末商品棚卸高を差し引いた残額（売上げに対応する

商品の純粋原価） 

 月初（月末) 

 商品棚卸高 

 当月の月初（月末）における在庫商品の原価総額 

 

 (ｳ) 本件フランチャイズ契約で定めるチャージの比率は，２７年７

月１日現在，Ａタイプ契約では，２４時間営業店舗であれば４３％，

２４時間営業以外の店舗は４５％である。 

 他方，Ｃタイプ契約については，下表のとおり，計算対象月の売

上総利益の金額区分により段階的な比率が設定され，各金額区分ご

とに当該比率を乗じた金額の合計がチャージの金額となる。 

 なお，Ｃタイプ契約においても２４時間営業店舗である場合には，

Ａタイプ契約と同様に上記により算定したチャージの金額から売

上総利益の２％相当額が控除される。 

１か月の売上総利益の金額    チャージ比率 

 ２５０万円以下の部分     ５６％ 

 ２５０万円超４００万円以下の部分     ６６％ 

 ４００万円超５５０万円以下の部分     ７１％ 

 ５５０万円超の部分     ７６％ 

（ｴ） Ａタイプ契約，Ｃタイプ契約とも，開店後満５年を経過した翌月

から，平均日販３０万円以上であることなどを条件として，「売上

総利益」の１％ないし３％相当額のチャージが減額される。 

ウ 最低保証（Ｃタイプ第４１条，Ａタイプ第４２条） 

    両契約書には，会社は，加盟者が本件フランチャイズ契約に従って

毎日開店営業を継続する限り，１２会計期間を通じて売上総利益から

Ｙ・チャージを差し引いた残額（「オーナー総収入」と称されており，

以下このようにいう。）が所定の金額に達しない場合には，会社がそ
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の不足分を負担する旨規定されている（後記９⑹参照）。 

⑻ 契約期間及び契約更新について 

ア 契約期間（Ｃタイプ第４２条，Ａタイプ第４３条） 

(ｱ) 両契約書には，本件フランチャイズ契約は加盟店の開業の日か

ら起算して１５年間経過したときにその期間を満了し，その場合に

おいて，会社と加盟者との間で，契約期限の延長又は契約の更新に

ついて合意することができなければ，終了する旨規定されている。 

(ｲ) 会社は，本件フランチャイズ契約の更新に関しては，当該加盟店

が所在する地域を担当するＤＭが加盟者と協議を行い，契約更新の

有無を通告するなどしている。 

本件フランチャイズ契約の更新の当否に係る会社の具体的な判断

基準等は，加盟者に開示されていないが，２４年度から２５年度ま

での２年間に契約期間満了を迎えた加盟店の更新率は約９４．８％

であり，２６年度は９４．８％，２７年度は９２．５％であった。 

さらに，不更新となった加盟店のうち，加盟者が更新を希望した

ものの，会社と合意できなかった事例は，これまで数例にとどまっ

ている。 

なお，会社は，個々の本件フランチャイズ契約の契約期間満了に

際し，加盟店において店舗経営上の問題があると認めた場合等には，

当該加盟者との契約更新には応ぜずに，契約を一定期間延長するに

とどめる措置を講ずることがあり，２８年度の１年間においては，

４店について当該加盟店の店舗経営上の問題により契約延長措置が

講じられている。 

イ 合意解除，中途解約，解約金の支払（Ｃタイプ第４４条，第４５条，

Ａタイプ第４５条，第４６条） 

両契約書には，会社と加盟者は，加盟店の開業後，文書による合意解
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除の協定を成立させて，本件フランチャイズ契約を中途で終了させるこ

とができる旨などが規定されている。 

ウ 契約解除及び損害賠償義務（Ｃタイプ第４６条，第４８条，Ａタイプ 

第４７条，第４９条） 

    両契約書には，要旨，以下のとおりの規定がある。 

(ｱ) 会社は，加盟者が，会社の承諾を受けずに加盟店の営業及び重要な

資産を譲渡した場合，加盟店の経営者の地位から退いた場合，その経

営を他人に委譲し又は経営を放棄した場合，「経営の全般ないし実質

的部分から２４時間以上手を引いた」などの場合には，本件フランチ

ャイズ契約を無催告解除することができる。 

（ｲ） 会社は，加盟者が本件フランチャイズ契約第５条，第２３条，第

２４条第１項，第２５条各号，第２６条第１項，第２項，第３０条第

１項，第３項，第３１条第１項，第３７条第２項，第３項等に違反し

たとき，その他会社に対する重大な不信行為があったときに，文書に

よる催告を受けたにもかかわらず，その期間経過後もその違反を改め

る等しないときには，本件フランチャイズ契約を解除することができ

る。 

（ｳ） 前記(ｱ)，(ｲ)の事由により本件フランチャイズ契約が解除された

場合には，加盟者は，会社に対し，加盟店における過去１２か月分の

実績に基づく６か月分の売上総利益の５０％相当額を損害の賠償と

して支払う義務を負う（Ｃタイプ第４８条，Ａタイプ第４９条）。 

  ⑼ 契約終了後の処置（Ｃタイプ第５１条～第５４条，Ａタイプ第５２条

～第５５条） 

両契約書には，本件フランチャイズ契約が終了した場合には，会社は，

速やかに在庫品の実地棚卸や搬出等の清算手続を行い，当該加盟者との

間の全ての債権債務を計算・記帳してオープンアカウントを閉鎖し，最
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終的に当該加盟者の利益残高があれば当該残高相当額を加盟者に支払う

旨規定されている。  

５ 複数出店 

⑴ 複数出店の状況 

一人の加盟者が複数の加盟店を出店することも可能であり，２６年２

月末現在，加盟者の全数１万３００５人のうち，２３０５人が複数の加

盟店を出店している。 

なお，会社は，一定の条件のもとに二店舗目以降の加盟店(以下，加盟

者が複数出店する場合において，最初に出店した加盟店を「母店」と，

母店出店後に出店する二店舗目以降の加盟店を「子店」という。）のＹ

・チャージを減額するなどの「複数店経営奨励制度」により複数出店を

奨励している。      

⑵ 複数出店する場合の契約関係 

複数の加盟店を出店する場合には，会社と加盟者との間で，店舗ごと

に本件フランチャイズ契約を締結するとともに，「複数店付属約定書」

を取り交わしている。 

「複数店付属約定書」には，会社が統一的な内容を定型化して作成し

たもので，会社と加盟者は，①母店及び子店の全ての経済的効果が加盟

者に帰属することを確認すると共に，②各店舗に係る本件フランチャイ

ズ契約の締結は，会社の加盟者に対する店舗ごとの経営の許諾であるこ

とから，本件フランチャイズ契約上の各条項についての履行についても

店舗ごとに判断されることを相互に確認する旨規定されている（第４条）。 

また，当該加盟者は，①新店舗を含む各店舗において１名以上の履行

補助者を使用し（第９条），②自ら履行補助者を監督・教育する旨（第

１１条１項），③会社が履行補助者に対し実施した経営指導や情報提供

等については，加盟者に対し実施されたものとし，その利益は当該加盟
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者に帰属するものとする旨（同条２項）などが規定されている。 

６ 共同フランチャイジー 

⑴  共同フランチャイジーの状況 

加盟者の中には，法人を共同フランチャイジー（前記４⑴ウ）にして

加盟店の経営を行っている者もおり，２６年２月末時点で加盟店の半数

以上の店舗が共同フランチャイジーにより経営されている。 

⑵ 共同フランチャイジーと加盟店との関係 

株式会社等の法人が共同フランチャイジーとなっている場合であっ

ても，本件フランチャイズ契約の当事者は加盟者個人であるが，商品仕

入先との契約関係や酒類販売等の許可，加盟店の税務申告，当該加盟店

の従業員の雇用や賃金の支払，労務管理等は「共同フランチャイジー」

である法人により行われ，また，当該加盟店に係る月次引出金等は会社

から同法人に対し支払われ，当該加盟者は，上記法人から役員報酬等を

受け取り，会社から上記引出金等を直接受け取ることはない。 

７ 加盟店の実際の経営に関する事情等 

⑴ 新規出店に際しての事情 

ア 会社は，新規に出店する加盟店の店舗に供する土地・建物を随時募

集し，会社の社員であるリクルート・フィールド・カウンセラーによ

り，当該土地・建物の周辺地域における世帯数や人口密度，立地，商

圏など１３５項目にわたる調査を行い，当該土地等に加盟店を出店し

た場合の経営状況を分析・予測し，出店が可能か否か審査を行ってお

り，審査の結果，出店可能と判断された場合には，当該土地等を加盟

希望者に紹介する（Ｃタイプ契約の場合）。 

なお，これらの調査や審査は，加盟希望者が自ら所有する土地等に

出店しようとする場合（Ａタイプ契約の場合）にも同様に行われ，審

査の結果，出店不可と判断された場合には，当該土地等に出店するこ
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とはできない。 

イ 加盟店の新規出店時には，会社が指定する構造，デザイン，配色等

による統一的な内外装を有する店舗に，会社が指定するレイアウトに

より，会社指定の商品棚，保冷棚，レジスター，ストア・コンピュー

タ（以下「ＳＣ」という。）その他諸々の営業用機器，設備等が設置

され， さらに，原価約４５０万円相当の商品が陳列等された状態で，

加盟者に引き渡される。 

ウ(ｱ) 新規出店に際しては，①店舗の土地・建物の代金及び内外装や設 

備設置等の工事代金，②在庫商品の代金（原価約４５０万円），③

ユニフォーム，清掃用具等消耗品・備品の代金，④商品陳列棚，冷

蔵ケース，レジスター，ＳＣ等の営業用什器・機器等の代金といっ

た経費を要するところ，Ｃタイプ，Ａタイプいずれの契約において

も，在庫商品の代金（上記②）及び消耗品・備品の代金（同③）に

ついては，「成約預託金」（前記４(1)ク）が充当され，不足額は

オープンアカウントを通じ会社から当該加盟者に対し自動的に貸

し付けられる。会社は，Ｃタイプの加盟店については，平均で約６

５００万円を負担している。 

(ｲ) Ａタイプ契約の場合には，前記(ｱ)②及び③の代金に加え，同① 

の土地・建物及び関係工事の代金も加盟者が負担し，同④の什器・

機器等については会社から貸与される。 

また，Ｃタイプ契約では，店舗の土地及び関連設備等が設置され

た建物並びに同④の什器・機器等が，いずれも会社から加盟者に貸

与される。 

なお，上記いずれの貸与に関しても，会社は当該加盟者から賃借

料として金員を徴収してはおらず，賃借料相当分を含めてチャージ

比率（前記４⑺イ）を設定している。 
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⑵ 加盟者が行う主な業務内容 

ア 一般に，加盟者は，資金の調達や管理，従業員の募集・採用及び労

働条件の決定等，商品の仕入れ・販売方針の決定といった自店の経営

に関わる基本的な方針や重要事項の検討・決定・判断に係る業務（以

下「経営判断業務」という。）に加え，実地棚卸の立会い，ＯＦＣや

ＤＭとの協議・打合せなどを行うとともに，接客・販売業務の管理・

監督，伝票の整理・作成などの自店の運営全般にわたるマネジメント

を日常の業務とし，自店において稼働している。 

イ 新たに加盟店を出店した当初は，加盟者は，前記アの業務に加え，

履行補助者や他の従業員等と共に，自ら勤務シフトに入って商品の発

注，陳列，販売・接客，店舗の清掃，従業員のシフトの編成や管理・

監督等の業務（以下「店舗運営業務」という。）を自ら恒常的に行う

ことが一般的である。  

  その後，売上げの向上・安定や従業員の習熟，人員体制の確立など

経営環境の改善に伴い，徐々に勤務シフトから外れるなどして前記ア

の業務に専念するようになる者もいる。さらに，接客・販売業務の管

理・監督や従業員の労務管理など前記アの業務の一部をも従業員であ

る店長等に委ねたり，従業員と分担するなどしている加盟者もおり，

特に複数店を経営する加盟者にあっては，自身は個々の店舗の日常業

務に直接関与せず，各店を定期的に巡視して店長等を指揮監督するこ

とを主な業務としている者もいる。 

 なお，上記のような複数店を経営する加盟者であっても，各店舗に

おけるＯＦＣとの定期的な打合せや経営指導には，原則的に自ら対応，

参加し，ＯＦＣの指導や情報を踏まえ，適宜，店舗の状況確認や従業

員への指示を行うなどしている。 

⑶ システムマニュアル 
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ア 会社は，加盟者に対し，「Ｙ・システムマニュアル」（システムマ

ニュアル）を貸与している。 

システムマニュアルは，「Ｙのお店」，「商品」，「在庫管理」，

「設備管理」，「お店からＹに提出していただく伝票・報告書」，「Ｙ

からお店にお届けする資料」，「デイリー商品を見切り処分する場合

のガイドライン」の全７章で構成されており，会社は，システムマニ

ュアル記載のうち「基本四原則」（後記イ参照）及び会計処理に関す

る事項内容については，加盟者が従うべきものと取り扱っていて，加

盟店がこれら記載内容と異なる業務処理を行った場合，会社はＯＦＣ

を通じて加盟者に対し，システムマニュアルに記載されたとおり業務

処理を行うよう求めることがある。なお，システムマニュアルの作成

・改定は，会社が独自に行い，加盟者がこれに参画することはない。 

イ 「Ｙのお店」の章には，加盟店において徹底されるべきものとして

「基本四原則」（①清潔な服装，明るく大きな挨拶等による接客を旨

とする「フレンドリーサービス」，②清掃の徹底等を旨とする「クリ

ンリネス」，③売筋商品を欠かさないこと等を旨とする「品揃え」，

④新鮮な商品の提供等を旨とする「鮮度管理」）に関する説明と留意

点が記載されているほか，火災や盗難等に関する保険の内容と保険料

負担等について記載されている。 

ウ 「商品」の章には，推奨商品，推奨売価及び推奨仕入先に係る説明

が記載され，自店で販売する商品を選定し，適切な数量を発注して最

適な品揃えを確保・維持すべきことなど商品の仕入れや品揃えに関す

る基本的な考え方や手順が記載されているほか，毎日，所定の時刻に

各商品の販売期限（後記⑸参照）を確認して同期限が近付いた商品を

売場から撤去するなど「鮮度管理」の具体的な方法やポイント，ＰＯ

Ｐ（購買時点広告）の掲示方法等について記載されている。 
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 さらに，加盟者が推奨売価以外の店頭小売価格を設定する場合の会

社への通知や，現金仕入れ（後記⑷ウ参照）を行う場合の手続につい

て記載され，併せて，現金仕入れを行うことは加盟者の自由であるが，

同仕入れは，品質等がＹ・イメージに適合する商品に限られる旨記載

されている。 

上記のほか，顧客からの商品クレームへの対応及び各種営業許可の

取得・更新の申請等は加盟者自身が行うことなどが記載されている。 

エ 「在庫管理」の章には，少なくとも四半期に一度，会社の棚卸担当

者が加盟店に赴いて実地棚卸を実施し，加盟者はこれに立ち会うこと

など，実地棚卸の具体的な実施・対応方法や注意事項が記載されてい

る。 

 さらに，万引きや不正等による品減りの防止策の要点として，加盟

者自身が計画的に従業員に対し現場で教育を徹底することや，高額商

品の施錠管理を行うことなどが記載されている。 

オ 「設備管理」の章には，会社が貸与する機器等の取扱いや点検・保

守の方法等について，その実施日時なども含めて具体的かつ詳細に記

載されている。 

カ（ｱ）「デイリー商品を見切り処分する場合のガイドライン」の章に                                                        

は，品質が劣化しやすい食品，飲料であって，原則として毎日加盟

店に納品されるもの（デイリー商品）のうち，会社の定めた販売期

限が迫った商品を当初の販売価格から値引きした価格で顧客に販

売すること（「見切り販売」又は「見切り処分」と呼ばれている。）

について，メリット及びデメリットを示し，どのような方法で行う

かは最終的に加盟者の判断に委ねられるとした上で，デイリー商品

の見切り販売に踏み切るタイミングやＳＣの入力方法といった標

準的な手順等が記載されている。ただし，見切り販売における売価
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の設定に関しては，仕入原価を下回らない金額とすることを検討す

るよう促しているほかは，値引額やその具体的な基準等は示されて

いない。加盟者が実施したデイリー商品の見切り販売において，販

売期限を徒過した商品を顧客に販売した等の問題が認められた場

合，当該加盟店を担当するＯＦＣは，以後の同処分については，こ

のガイドラインの記載のとおり実施するよう当該加盟者に求める

ことがある。 

（ｲ） なお，デイリー商品の見切り販売に関しては，２１年６月２２日，

公正取引委員会から会社に対し，独禁法第２０条第１項の規定に基

づく排除措置命令（以下「２１年排除措置命令」という。）が交付

されている。    

２１年排除措置命令は，当時，廃棄商品の原価相当額の全額が加

盟者の負担となる仕組みの下で，見切り販売を行おうとし，又は行

っている加盟者に対し，ＯＦＣやＤＭが本件フランチャイズ契約の

解除等の不利益な取扱いをする旨を示唆するなどして同販売の取

りやめを余儀なくさせた行為が，会社が自己の取引上の地位が加盟

者に優越していることを利用して，加盟者が自らの合理的な経営判

断に基づいて廃棄に係るデイリー商品の原価相当額の負担を軽減

する機会を失わせるもので，独禁法第１９条が禁じる不公正な取引

方法に当たるとして，上記行為の取りやめ等を命じるものであった。  

キ 以上のほか，システムマニュアルには，会社への提出を求めている

伝票・報告書の作成及び提出の手順や，販売受取高の会社送金の実施

方法と留意事項，その他会社から提供される会計資料等の具体的な見

方などが記載されている。 

⑷ 商品の仕入れ，配送等 

ア 会社は，加盟者に貸与したＳＣ等の情報機器を通じて，推奨商品と
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推奨仕入先及び推奨売価を提示するとともに，個々の推奨商品の仕入

原価，粗利率，内容量，販売期限といった基本情報に加え，個々の推

奨商品に関して，当該加盟店やその周辺地域における売上順位等，多

様な販売情報を提供している。 

イ(ｱ) 加盟者や，発注を担当する加盟店の従業員等は，推奨商品に関す

る前記アの各種情報や自店の商品在庫状況等を分析・検討して仕入

れる推奨商品の選定を行い，数量等を決定した上で，ＳＣ等を操作

して，ターンアラウンドシステムを通じて推奨仕入先であるメーカ

ー等に当該推奨商品を発注する。  

      加盟者や加盟店の従業員等が，加盟店において，配送された商品

が発注どおり納品されているか等の点検を行い，商品棚に陳列して

顧客に販売する。  

なお，推奨商品の仕入価格は会社から示された仕入原価であり，

加盟者が推奨商品の仕入価格について会社や推奨仕入先と交渉する

ことはできない。 

(ｲ) 加盟店が発注した推奨商品は，売主であるベンダーが出資する有

限責任事業組合である「共同配送センター」により，所定の日時に

加盟店に直接配送される。  

(ｳ) 会社は，「Ｙプレミアム」等のプライベートブランドを付したオ

リジナル商品を推奨商品としており，推奨商品全品の２６％程度を

オリジナル商品が占め（２９年７月３日の週における東東京地区の

実績値），さらに，Ｙ・チェーン全店の総売上高の約５割をオリジ

ナル商品の売上げが占めている（２６年度実績値）。 

なお，上記オリジナル商品は，会社と各メーカーやベンダー，申

立外株式会社Ｄ３のグループ会社等が共同又は連携して開発・企画

し，直営店でのテスト販売や会社の役員による試食等を経て商品化
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したものであるが，加盟店がオリジナル商品を発注する場合でも，

発注先は当該商品のメーカーやベンダーであり，会社がこれを直接

受注するものではない。 

 また，上記「Ｙプレミアム」等のプライベートブランドは，申立

外株式会社Ｄ３のグループ会社共通のブランドであり，同ブランド

を付した商品は，加盟店以外にも同グループのスーパーマーケット

等において販売されている。 

(ｴ) 推奨商品の中でも，いかなる立地であっても顧客のニーズがあり，

かつ，Ｙのコンビニエンスストアとして最低限品揃えすべき不可欠

の商品と会社が判断した商品（２６年９月時点で１０６０点）は「基

本商品」と称されている（なお，上記オリジナル商品も基本商品に

含まれる。）。 

ウ 加盟者は，自身の判断により，ターンアラウンドシステムを介する

ことなく，推奨商品以外の商品を仕入れたり，推奨仕入先以外の業者

等から商品を仕入れること（「現金仕入れ」と呼ばれている。）がで

き，その仕入価格や販売価格は自由に決定することができる。ただし，

本件フランチャイズ契約により，現金仕入れを行うには，仕入れよう

とする商品の種類，型，品質（鮮度，外観等を含む。），量あるいは

商品構成がＹ・イメージに適合することが必要とされ，当該商品の種

類等が同イメージに適合しないと会社によって判断された場合は，加

盟者は当該商品の陳列，販売をしてはならず，これに違背することは

会社による契約解除事由とされている（前記４⑻ウ参照）。 

なお，現金仕入れによる商品の仕入原価及び売上げについても，オ

ープンアカウントにおいて推奨商品と同様に計上・記帳され，Ｙ・チ

ャージが発生する仕組みとなっている。 

エ 推奨商品か現金仕入れによる商品であるかを問わず，加盟店が仕入
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れた商品の仕入原価相当額は当該加盟者が全て負担する。 

推奨商品の仕入代金は，会社が融資して推奨仕入先への支払を代行

し，当該加盟店から送金された販売受取高によりオープンアカウント

を通じて順次清算（返済）され，他方，現金仕入れによる商品の仕入

代金は，当該加盟店のレジ内現金，あるいはレジ内現金とは別に当該

加盟者が用意した金員をもって，加盟者から仕入先業者等に直接支払

われる。 

なお，推奨商品が売れ残り，これを廃棄した場合，当該商品の仕入

原価については，２１年７月以降，会社がその１５％を負担し，当該

加盟者は残り８５％相当額を負担しているが，加盟者が負担する上記

原価相当額については，Ｙ・チャージの算定基礎となる「売上総利益」

から差し引かれる「純売上原価」には計上されない。 

オ 実際に加盟店が販売する商品は，その大部分が推奨商品となってお

り，現金仕入れを行っている加盟店であっても，当該加盟店が販売す

る全商品中，同仕入れによる商品は総じてわずかな品目数にとどまっ

ている。 

⑸ 商品の販売期限の設定 

会社は，推奨商品のうちデイリー商品及び非デイリー商品である飲食

料品について，独自の基準により，当該商品のメーカー等が定める消費

期限又は賞味期限より早い時点（消費期限が特定の時刻をもって設定さ

れている商品については消費期限の２時間程度前，賞味期限が日単位で

設定されている商品はおおむね同期限の１ないし３日前）を販売期限と

して定めており，加盟者が販売期限を徒過した商品を販売することは，

Ｙ・システムに反し，本件フランチャイズ契約に違背するものとして禁

止している。 

⑹ 商品の売価決定等 
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ア 加盟店が仕入れた推奨商品の実際の店頭小売価格は，当該加盟者が

会社提示の推奨売価を参照して決定し，加盟者は会社に対して当該価

格を通知する。 

 なお，加盟店においては，推奨商品の店頭小売価格を推奨売価どお

りの額に設定しているのが一般的である。 

イ 現金仕入れによる商品の店頭小売価格については，加盟者が独自の

判断により決定し，当該商品の種別や仕入原価等とともに売上日報作

成時に併せて会社に報告する。 

ウ 加盟者は，デイリー商品の見切り販売（前記⑶カ参照）のほか，売

行きが悪い非デイリー商品等の販売促進を目的として，担当ＯＦＣの

同意を得た上で店頭小売価格を推奨売価より低く設定して販売する

ことができ，現に，加盟店において実施されている。 

エ 会社は，２１年排除措置命令後の２１年７月には，推奨商品の廃棄

について商品の仕入原価相当額の１５％を負担するようになり（前記

⑷エ参照），さらに，同年９月以降は，加盟者の判断により仕入原価

相当額を下回る小売価格（原価割れ）で商品を販売した場合には，当

該商品の仕入原価相当額と小売価格との差額を営業費に計上して当

該加盟者の負担とする調整を行うようになった。 

⑺ 販売促進施策等 

ア 会社の企画による加盟店共通キャンペーンの実施 

(ｱ)  会社は，加盟店における販売促進策として，一定期間にわたり特

定の商品の値引き販売を行うなどのＹ・チェーン各店舗共通の統一

的なキャンペーンを企画し，加盟店各店において，会社作成の説明

書やＯＦＣの指導等のもとに，同キャンペーンが実施されている。 

(ｲ) 前記キャンペーンに際し，会社は，ＯＦＣにより加盟店各店に同

キャンペーンの内容や日程等を通知し，実施を勧奨するとともに，
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販促用品（これら販促用品の経費・費用等は会社が負担する。）を

各店に送付するほか，同キャンペーンのテレビコマーシャル等広告

・宣伝を行っている。 

(ｳ) 前記キャンペーンについて，加盟者が対象商品の仕入れを行わず

自店でのキャンペーンを実施しなかった事例はあるものの，一般に

加盟者はＯＦＣの勧奨に応じて前記キャンペーンを実施している。 

また，商品の値引き販売を行うキャンペーンである場合には，レ

ジでの会計時にバーコード読取りによって自動的に値引きされる

などの事情から，加盟者が当該キャンペーンを実施しないことは事

実上困難である。 

(ｴ) なお，システムマニュアルには，ファストフードのキャンペーン

等への対応に係る注意点として，「商品政策上，宣伝広告やチェー

ンとしての統一的なキャンペーン対象になり，売上げを上げるチャ

ンスとなります。しかし，宣伝広告をされるだけに，お店できちん

とした販売体制がとれないと，逆にお客様の失望感をまねく恐れが

あります」と記載されている。 

イ 特定地域における独自商品の開発・販売 

会社は，特定の地域内で加盟店を経営する加盟者から募ったアイデ

アや意見等を踏まえて，当該地域の特性に応じた独自の新商品を開発

したり，既存商品の味付けを当該地域の顧客一般の好みに合わせて変

更するなどして当該地域の加盟店各店で販売し，当該加盟店の売上げ

向上に一定の成果を上げている。 

ウ 加盟店独自の販売施策 

加盟店においては，自店の立地や顧客の特性等を踏まえて販売商品

を取捨選択し重点化を図っている事例や，米穀，飲料水といった重量

のある商品を顧客宅に配達する独自のサービスを行っている事例が
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あるほか，商品の予約受付，「お試しセット」の販売，自店単独の値

引きセール実施，自店独自のコーヒー容器の導入など，当該加盟者の

判断により，自店独自の工夫を行って売上げの向上に努めている例が

ある。 

⑻ 顧客に提供する各種サービスの導入・実施 

ア 会社は，公共料金の収納代行等，顧客に提供する各種サービスを企

画・構築し，加盟店において実施されている。 

新たに展開するサービスの導入については，個別に加盟者と合意の

上で行われるが，多数の加盟店において導入・実施され，多くの顧客

に利用されるに至るなどしてＹ・イメージを構成する重要な要素にな

ったと会社により判断されたサービスについては，加盟者は，原則と

して当該サービスを実施する義務を負い，同サービスの実施を拒否し

たり同サービスを取りやめることはできない。 

イ ２５年２月２６日現在，原則として導入・継続することが加盟者の

義務とされているサービスとして，公共料金や商品代金等の収納代行

サービス，マルチコピー機によるチケット購入等サービス，宅配便や

メール便等受付サービスなどがある。他方，会社が導入を推奨してい

る「Ｙミールサービス」（食事配達サービス）や「インターネット受

取代行サービス」（インターネットで注文した商品を加盟店で引き渡

すサービス）については，同日現在，加盟者が当該サービスの導入に

同意して確認書を提出した場合に限り，当該加盟店において実施され

ている。 

 なお，会社は，Ｙミールサービスを実施していない加盟者に対し，

当該加盟店を担当するＯＦＣにより勧奨・説諭を重ねるなどして，同

サービスの導入促進を図っている。 

⑼ 従業員の雇用等 
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ア 従業員の雇用の状況 

加盟者は，平均的な規模の加盟店で２０名ないし３０名程度のアル

バイト等の従業員を恒常的に雇用し，勤務シフトを作成して勤務時間

帯を割り当て，主としてレジ打ちや商品の発注，納品，陳列，店舗内

外の清掃など自店の店頭での接客・販売業務に従事させている。また，

常時雇用の正社員を店長等の役職に就け，従業員の指揮監督や勤務シ

フトの作成，労務管理その他当該加盟店の管理全般を行わせている加

盟者もいる。 

 なお，２６年７月現在，加盟店１店当たりの平均従業員数は約１８

名であり，加盟店全数の約４９．２％の加盟店において正社員等の常

用従業員が雇用され，当該店舗において勤務している。 

イ 従業員の募集，採用及び労働条件 

従業員の募集，採用及び労働条件は，加盟者が判断・決定し，当該

従業員の賃金は全て当該加盟者が負担している。 

会社は，加盟者の依頼を受けて加盟店従業員の給料の支払を代行し

ており，当該加盟店に係るオーナー総収入から他の営業費とともに従

業員給料相当額を差し引き，各従業員に給料を送金している。 

ウ パートタイマー・トレーニング・ガイドブック 

(ｱ)  会社は，加盟者に対し，「パートタイマー・トレーニング・ガイ

ドブック」と題する冊子を配布し，個々の加盟店の実情に応じ，上

記ガイドブック記載の方法や内容をもって従業員の教育や管理等

を実施するよう助言・勧奨している。 

 なお，加盟者の中には，上記ガイドブックに沿って従業員教育を

行っている者もいるが，独自に工夫してカリキュラムやマニュアル

等を作成し使用するなどして従業員教育を行っている者もいる。 

(ｲ)  前記ガイドブックには，「ここで紹介させていただくものは，ほ
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んの一例にすぎません。最低限，これだけは実践されたらどうかと

いう提案です」などと前置きして，従業員の勤務経験に応じた段階

的な教育のカリキュラムや具体的な実施方法等が記載されており，

さらに，教育に利用する教材として，レジ操作やファストフードの

取扱い等の詳細な手順を説明したテキストが添付されている。 

(ｳ)  前記ガイドブックには，１週間単位の勤務表を２か月先まで作成

するものとして週間勤務表の様式が掲載され，作成上の留意点とし

て，加盟者及び履行補助者である配偶者が行う作業も含め，いつ，

誰が，何を行うかを明確にすることなどが記載され，同加盟者及び

配偶者を勤務シフトに組み入れた週間勤務表の作成例が掲載され

ている。また，加盟店における就業規則のひな形も記載されている。 

(ｴ) さらに，前記ガイドブックは，加盟者が店舗に不在でも個々の従

業員の自主的な作業により良好な店舗状況を維持するために，商品

の納品・点検ほか店頭における種々の作業について「作業割当表」

を作成することを提示し，その作成手順や作成例に加え，加盟者及

びその配偶者が担当する作業内容についても明確にすることなど

が作成のポイントとして記載されている。 

なお，上記定時作業のうち，納品・点検等についてはシステムマ

ニュアルの記載，共同配送センターの配送時間及び販売期限との関

係により，いずれも日々の実施時刻・時間帯が必然的に決まってい

る。 

⑽ ユニフォームの着用，身だしなみ等 

加盟店において勤務する者が共通のユニフォームを身だしなみ良く

着用することは，Ｙ・イメージを構成するものとされ，加盟者や加盟店

の従業員らは，システムマニュアル及びパートタイマー・トレーニング

・ガイドブックの記載に従って，右胸部等にＹの表示がある共通のデザ
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インのユニフォームを着用し，左胸部には名札を付けて接客等の業務に

従事している。 

 また，システムマニュアル及び上記ガイドブックには，身だしなみに

関する注意事項や禁止事項が記載されている。 

８ 会社による経営指導等に関する事情 

⑴ ＯＦＣによる経営指導 

ア 会社は，販売促進及び仕入れの援助等経営指導のため，ＯＦＣを加

盟店に派遣しており，ＯＦＣは，担当する加盟店（以下「担当加盟店」

という。）の販売状況や品揃えに関する基本的な指標等を適宜把握し，

また，必要に応じて担当加盟店の商圏・立地について調査を行うなど

して当該加盟店に関する各種情報を把握した上で，毎週２回程度，担

当加盟店を訪問し，加盟者又はその履行補助者である配偶者のほか当

該加盟店の店長等と面談して，担当加盟店の経営全般にわたる指導・

助言等を行っている。 

イ 前記アの面談において，ＯＦＣは，加盟者等に対し，商品情報やキ

ャンペーンの実施等に関する情報提供や，新商品や新サービスの導入

や売上げが期待できる商品の在庫数量の増加を勧奨したり，同じ地域

の他の加盟店や担当加盟店の状況等を踏まえて品揃えの見直しを提

案するなどしている。 

 さらに，ＯＦＣは，訪問時に店舗確認表（後記⑶参照）を用いて当

該加盟店の商品の品揃え，陳列，鮮度の状況や清掃状態，従業員の接

客対応等を点検・確認し，問題が認められれば加盟者に提示して改善

を促している。 

 なお，ＯＦＣは，上記の訪問指導を実施した場合には，その都度，

当該加盟者等との会話の要旨や，気付いた問題点・課題と対処のほか，

把握した各種情報を記載した業務日報を作成し，上司であるＤＭに提
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出している。 

ウ 加盟者が，ＯＦＣの指導・助言等に従わない場合，当該ＯＦＣは，

継続的に指導・助言等を行うのが一般的であるが，Ｙ・システムやＹ

・イメージに違背する問題が認められたときには，当該ＯＦＣの上司

であるＤＭが当該加盟店を訪問し，当該加盟者に対して，改善指導や

説得を行うことがある。 

エ ＯＦＣは，担当加盟店において，顧客のニーズの変化等に対応しつ

つ新規出店時と同水準の品揃えが確保されることを基本理念として，

積極的な発注を勧奨しており，とりわけ基本商品については，当該加

盟店における同商品の導入率（個々の加盟店に導入されている基本商

品の品目数を同店に推奨されている同商品の全品目数で除した数値

であり，以下，同数値を「基本商品個店導入率」という。）が当該地

域の加盟店平均値より低い場合等には，基本商品の品揃えを増やして

同導入率を上げ，１００％に近づくよう継続的に指導している。 

基本商品個店導入率の全国平均値は約９０％（２６年９月１２日現

在）となっている。 

オ 前記のほか，ＯＦＣは，担当加盟店独自の販売施策や現金仕入れの

企画・実施を含め，当該加盟店の経営全般にわたる加盟者からの相談

に随時応じており，当該販売施策や現金仕入れの対象商品がＹ・イメ

ージとの適合性などの面で問題があると判断される場合には，販売や

仕入れを行わないよう加盟者を指導・説得している。 

さらに，ＯＦＣは，特定商品の加盟店共通セールの実施に際し，担

当加盟者と協議の上，同店における当該商品の売上げに関する具体的

な数値目標を設定することがある。 

⑵ 契約違反行為への対応等 

会社は，担当ＯＦＣやその他の会社の従業員による覆面調査などを通
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じて，個々の加盟店において本件フランチャイズ契約に違背する行為が

行われていないかを随時確認している。 

また，本件フランチャイズ契約に違反する行為が認められた場合には，

担当ＯＦＣがその是正を図るよう指導・要請を行うが，加盟者がＯＦＣ

の是正指導等に従わなかったり，違反行為が故意あるいは恒常的に行わ

れているなど重大なものであると会社が判断したとき等には，担当ＤＭ

が当該加盟者と話合いを行い，是正を促すのが一般的である。会社はさ

らに，同様の違反行為を再び繰り返さない旨を誓約するなどの内容の「顛

末書」や「誓約書」の提出を求めることもある。 

  ⑶ 店舗確認表 

  店舗確認表には，従業員の頭髪，服装等の身だしなみや挨拶の状況，

看板，床，天井等の清掃状態，商品の鮮度や温度の管理状況，商品の品

揃えや欠品状況など５０項目にわたる点検事項があらかじめ記載されて

いる。 ＯＦＣは，担当加盟店を訪問した際，店舗確認表記載の各点検事

項について点検を行い，適切に行われていると判断した場合には「○」

を，不十分と判断すれば「×」を付すとともに，「対応」欄に担当加盟

店が対応すべき事柄や指導事項を記入するなどして当該加盟者に手交し

て改善を促している。加盟者は，店舗確認表の内容を確認し，所定の確

認・署名欄に署名して控えを受け取り，指摘された事項に関して従業員

に指示するなどして改善を図っている。 

なお，ＯＦＣは，担当加盟店と同じ地区に所在する加盟店を担当する

他のＯＦＣとの間で，店舗確認表の各点検事項に係る評価基準について

統一を図っている。 

⑷ 店舗経営基準確認シート 

ア 会社は，主に本件フランチャイズ契約の契約期間満了日まで残り３

年ほどとなった加盟者に対し，「店舗経営基準確認シート」と題する
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書面を作成・交付して，契約更新に向け，同シート記載の確認事項に

即して自店の経営につき改善を図るよう促すことがある。 

イ 店舗経営基準確認シートには，「フレンドリー」，「売場管理」，

「単品管理」，「品揃え」，「従業員教育」などの１０分野において，

各分野５項目ずつ，例えば，「基本商品導入率が地区平均以上である。

地区平均以上であれば２点」，「直近の予約（恵方巻）が地区平均以

上である。地区平均以上１点，地区ベスト１０以内２点」，「御用聞

きなどを定期的に実施している。２週間に１回以上２点，不定期１点」

などと，確認の着眼点や評価・配点基準が記載されている。 

 さらに，「基本事項」として，「会計上のイレギュラー数値がない

（送金過不足，月末入金，その他会計からの指摘事項なし）」，「Ｙ

・イメージの遵守（店舗イメージ，売場でのイレギュラーがない）」，

「本部との意思疎通（毎週ＯＦＣと積極的な商売について打合せして

いる。店舗チェックに対する改善を実施している）」などと５項目の

着眼点及び評価基準が記載され，各項目に適合していなければ１項目

につき５点を減点するものとされている。 

 さらに，上記全項目の得点を合計し，１００点満点中７０点が「基

準」である旨表示されている。 

⑸ 改善提案書 

 会社は，本件フランチャイズ契約の契約期間満了日が近付いた加盟者

に対し，「改善提案書」と題する書面を交付し，品揃え・在庫の確保な

ど，各店舗において改善すべき点を指摘することがある。 

⑹ その他の経営支援制度 

ア 商品展示会及び「オーナー様懇親会」 

会社は，年間に２回，全国１０か所ほどの会場で商品展示会を開催

し，新商品の紹介をしたり，サービスや接客，売場作り等を提案する



- 75 - 

 

などしており，ＯＦＣ等は担当する加盟者に同展示会への参加を促し

ている。 

また，会社は，以前「オーナー様懇親会」を開催して，会社の役員

が各加盟店の状況を確認しつつ，Ｙ・チェーン全体の経営方針を説明

し，各加盟者と情報共有を図るなどしていたが，現在は廃止されてい

る。 

イ 「ヘルパー制度」 

会社は，加盟者が疾病に罹患したり事故に遭った場合のほか，冠婚

葬祭に出席したり，家族で旅行に行く（年１回を限度とする。）場合

などを対象に，加盟者からの申込みにより，会社の従業員が１日８時

間，連続３日間を上限として，有償（１日８４００円，半日５２５０

円）で加盟者の業務を代行する「ヘルパー制度」を設けている。 

ウ 加盟店従業員の求人支援制度 

 会社は，加盟者が希望する場合には求人広告を会社のホームページ

に無料で掲載したり，電話やインターネットによる求職者からの応募

を２４時間受け付けて求人加盟店に取り次ぐ「コールセンター」を設

置するなどして，加盟者が自店の従業員を確保できるよう支援してい

る。 

エ 「オーナー相談部」 

 会社は，本社に「オーナー相談部」を設置し，同部所属の担当者が

各加盟店を訪問するなどして，加盟者の意見・要望・苦情等を聴取し，

問題等を把握して社内関係部署等と共有し，改善を図るなどのフィー

ドバックを行っている。 

９ 月次引出金等について 

⑴ 加盟者が取得する金員の概略 

ア 加盟者は，毎月末，オーナー総収入（前記４⑺ウ）から，自身が雇
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用する従業員の給料，レジ袋等の消耗品代，店舗独自の広告代金等所

定の雑費，公共料金等の営業費を支払う。 

   イ オーナー総収入から従業員の給料等の営業費を差し引いた残額は，

オープンアカウント内において当該加盟者の利益（「オーナー利益」と

称されている。）として自己資本に積み増し・計上され，加盟者に対し

ては，月次引出金等として送金される。 

⑵ 月次引出金 

ア 月次引出金は，会社から加盟者に対し，原則として毎月２５日に送

金される金員であり，毎月の送金額は，２４時間営業店の場合，次の

計算式により算出される。すなわち，月次引出金の送金額は，加盟者

があらかじめ設定した額を上限として，主に計算対象月（支払日の前

月）に当該加盟者が使用した従業員給料の合計額と同月の売上高との

均衡によって減額される仕組みとなっている。（この点に関し，シス

テムマニュアルには，月次引出金の「設定額を出すためには，設定額

と計算対象月の従業員給料の合計額が同月の売上高の９．５％と等し

くなるよう管理しなければならないという意味です」と解説されてい

る。） 

〔計算式〕 

月次引出金送金額＝設定額－{（設定額＋前月の従業員給料合計額）

－同月の売上合計額の９．５％相当額又は１２０万円のいずれか大

きい額｝ 

イ 設定額は，個々の加盟者が出店に際して担当のＯＦＣ等と協議しつ

つ決定している。その際，ＯＦＣ等は，地域別適用金（後記⑸参照）

の金額と合計して当該加盟者の家族の１か月の生活費に見合う額を

設定するよう助言している。 

また，設定額は，本件フランチャイズ契約ごと，すなわち加盟店ご
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とに加盟者が決定しており，子店については設定額を０円としている

複数店経営を行う加盟者や，複数店は経営していないものの，月次追

加送金を自身の生活費とし，月次引出金の設定額を０円としている加

盟者もおり，加盟店全店のうち，約１８％の加盟店については設定額

が０円となっている。なお，加盟者は，随時，設定額を変更すること

ができる。 

ウ 前記アの計算式は，会社が独自に設定したものであり，同計算式に

おける「９．５％」や「１２０万円」という数値についても，会社が

随時見直しを行い決定しており，加盟者がこれらの設定や決定に直接

参画することはない。 

エ 加盟者に月次引出金が送金されると，当該送金額は，オープンアカ

ウント内において，自動的に当該加盟者に対する会社の融資として一

時計上され，後に同加盟者の当月の利益をもって清算されるが，当該

送金額が同加盟者の計算対象月における利益相当額を超える場合に

は，当該超える金額は同加盟者の会社に対する負債として残り，次月

以降清算される。 

⑶ 四半期引出金 

加盟者のオープンアカウント内における各四半期末の自己資本の額

が，前四半期末の自己資本の額を超えて増加した場合，当該加盟者は，

会社に対し事前に書面で申し込むことにより，当該増加額の７０％相当

額を上限に，オープンアカウント内の自己資本から四半期引出金として

引き出すことができる。 

実際の四半期引出金の上限金額は，当該四半期の各月における「オー

ナー総収入」から当月の営業費及び月次引出金支払額を差し引いた残額

を３か月分合計した額の７０％相当額から各種保険料や下記⑷の月次追

加送金等を控除した額となるが，引出し後の自己資本額が１５０万円を
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下回ることとなる場合には，引出額から当該下回る額が減額される。 

⑷ 月次追加送金 

オープンアカウント内において，会社に対する加盟者の負債相当額が

完済され，計算対象月における預り金その他の負債を差し引いてもなお

加盟者の利益が生じた場合（貸借対照表上，月次の資産合計額を自己資

本額が上回るに至った場合）には，原則として翌月１０日までに，当該

利益相当額の金員が月次追加送金として会社から加盟者に対し自動的に

送金される。 

⑸ 地域別適用金 

Ｃタイプの本件フランチャイズ契約を締結した加盟者であって，店舗

が会社の定める住居分離型店舗に該当する場合に限り，会社から当該加

盟者に対し，店舗所在地の区分に応じた所定の金額（東京２３区や大阪

市等は月額１６万円，さいたま市や名古屋市等は月額１３万円，これら

以外の地域は月額９万円）がＹ・チャージから控除され，当該月額の金

員が月次引出金の支払日に地域別適用金として送金される。 

なお，複数店を経営している加盟者にあっては，その母店又は子店が

Ｃタイプ契約かつ居住分離型店舗に該当すれば，該当する当該店舗全て

について，それぞれ上記区分による地域別適用金が会社から送金される。 

⑹ 最低保証制度 

 加盟者が本件フランチャイズ契約に従って加盟店の営業を継続する限

り，１２会計期間（１年）を通じて当該加盟者の「オーナー総収入」が

所定額（Ａタイプ契約の者は１９００万円，Ｃタイプ契約の者は１７０

０万円。いずれも２４時間営業の場合）に達しないと予想される場合に

は，当該所定額を下回らない「オーナー総収入」の額を月単位で会社が

保証する「最低保証制度」が適用される。 

 例えば，Ｃタイプ契約の加盟店において，当月の実際の「オーナー総
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収入」の額が，月当たり最低保証額である約１３０万円ないし約１４４

万円（１７００万円÷３６５日×当該月の暦日数の算式で計算される。）

を下回る場合，当該下回る額を加盟者のＹ・チャージから控除して会社

が負担することにより，上記最低保証額に相当する額の「オーナー総収

入」が確保される。 

 このように，最低保証制度は，加盟者に所定額の｢オーナー総収入｣を

保証するものであり，加盟者は，保証された「オーナー総収入」から従

業員給料等の営業費を支弁する必要があることから，必ずしも自身の利

益や月次引出金が確保できるわけではない。 

 また，月次の最低保証を受けた加盟者が，当該年間において，年間の

最低保証額（上記の例では１７００万円）を超過する「オーナー総収入」

を得るに至った場合には，加盟者は，会社が保証した金額の範囲内で当

該超過分を会社に返済するものとされている。 

１０ 加盟店の平均売上高及び純利益の状況    

⑴ ２８年度（２８年３月１日ないし２９年２月末日）における加盟店全

店のうち複数店の母店，子店を除く全店における平均日販の平均値は約

６６万円，純利益年額の平均値は約１１５０万円であり，また，複数店

の母店，子店の全店における平均日販の平均値は約６８万円，純利益年

額の平均値は約１１９４万円（いずれも２８年度）となっている。 

同年度における１日当たり平均売上高（平均日販）と純利益（年額）

ごとの加盟店の店舗数の分布状況（２９年２月末日時点で開業している

店舗。ただし，複数店で経営された店舗，直営店，狭溢店舗，加盟者が

法人である店舗，営業日が３１日未満の店舗及び営業時間が２４時間未

満の店舗を除く。）は別表１①及び同②（省略）のとおりである。 

 ２８年度における純利益が年額１０００万円超の加盟店の割合をみる

と，Ａタイプ契約の加盟店では約９１．６％（１７４３店中１５９７店），
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Ｃタイプ契約の加盟店では約３７．６％（７５８９店中２８５１店）と

なっている。   

⑵ ２８年３月現在の全加盟店（複数店の全て，直営店，狭溢店舗，加盟

後経過年数が１５年を超える店舗，営業日が３１日未満の店舗及び営業

時間が２４時間未満の店舗を除く。）を，加盟後経過年数別に分類し，

それぞれの年数について，店舗数並びに１店舗当たりの１か月分（２８

年３月分）の平均日販，売上高合計，人件費，営業費，純利益等は，別

表２（省略）のとおりである。 

１１ ドミナント出店 

 会社は，創業以来，Ｙ・チェーンの認知度向上や広告・販売促進効率の

向上，加盟店への物流やＯＦＣによる経営指導の効率化などを企図した独

自の経営判断により，随時，ドミナント出店を行っている。 

 なお，会社がドミナント出店を行った場合，近隣の既存加盟店の売上げ

が低下することがあり，現に，約４５０ｍの距離にドミナント出店が行わ

れた既存の加盟店では，同出店直後から約１年間にわたり，毎月の売上げ

が前年同期比で１０％前後低下した事例がある。 

１２ 直営店 

⑴ 直営店の設置目的等 

会社は，直営店を「トレーニングストア」と称し，会社が雇用する従

業員の実地研修，加盟者の実地見学又は新商品の試験販売の場として使

用している。 

 なお，直営店の売上げ等営業活動による収入は全て会社の事業収入と

なる。 

⑵ 直営店における従業員の稼働状況 

直営店には会社が雇用する従業員２名程が配属され，おおむね２年間

にわたり，ＯＦＣ養成のための研修の一環として店長又は副店長に就く
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などして，商品の発注・陳列・管理や接客等の店頭業務全般を行うとと

もに，会社から権限を付与されてアルバイト等の店舗従業員を雇い入れ，

勤務シフトを組んで指揮・監督するなど，加盟店と同様あるいは擬似的

な業務を行うほか，業務日報，週間予定・実績表の作成，テスト商品の

販売，加盟者の見学対応等，加盟者が行わない直営店特有の業務も行っ

ている。 

 直営店に配属された会社従業員は，年間２２６日間，月平均おおむね

１８０時間ないし２００時間程度（なお，所定就業時間は１日７時間４

５分，所定休日数は年間１１０日とされている。）は直営店における業

務を行い，年間２９日間は，店舗外において，会社の社員教育担当部署

による研修会議に出席して在庫・経費・労務等の管理ほか店長等の業務

に関する教育・指導を受けたり，ＯＦＣの担当加盟店指導に同行して実

地研修を受けるなどしている。 

⑶ 直営店における損益の処理等 

直営店のアルバイトの給料等営業費や商品廃棄等による損失は全て

会社が負担し，店長等の給与からこれらを支弁させることはない。ただ

し，直営店の業績が悪化した場合，当該直営店の店長のＯＦＣとしての

適性に係る会社の評価は低下することとなる。 

１３ 組合員加盟者の経営形態等 

⑴ 共同フランチャイジーのない組合員加盟者 

組合員加盟者７７名のうち，共同フランチャイジーがなく，かつ，複

数店経営はせず一つの加盟店のみを経営している者は４２名であり，こ

のうち，会社との間でＣタイプ契約を締結している者は４１名，Ａタイ

プ契約を締結している者は１名である。 

⑵ 共同フランチャイジーを有する組合員加盟者 

株式会社等の法人が共同フランチャイジーとなっている全ての組合
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員加盟者は，当該法人から役員報酬等を受け取っており，会社から月次

引出金，四半期引出金及び月次追加送金等を直接受け取っている者はい

ない。なお，共同フランチャイジーである法人から受け取る報酬等の額

が，同法人が会社から受け取る月次引出金，四半期引出金及び月次追加

送金等の合計額より多い組合員加盟者はいない。 

１４ 個別の稼働実態等 

⑴ Ａ２組合員 

ア Ａ２組合員は，１９年８月に会社との間でＣタイプの本件フランチ

ャイズ契約を締結し，千葉県内で加盟店１店舗を経営していたが，２

８年５月，会社との合意により本件フランチャイズ契約を中途解約し

た。同店の平均日販は，出店当初から閉店まで約５５万円であった。 

イ Ａ２組合員は，２２年以降，同組合員が設立した法人を共同フランチ

ャイジーとし，妻を店長として自店の経営をしており，２７年６月当

時，２１名のアルバイト従業員を雇用していた。副業は行っていない。  

Ａ２組合員の月次引出金の設定額は２１万円であり，加盟店経営を

始めた当初には，設定額満額の月次引出金を獲得できないことがあっ

たが，２７年６月頃には，おおむね毎月，上記設定額満額の月次引出

金と地域別適用金を併せた３０万円と，２０万円ないし５０万円程度

の月次追加送金が会社から共同フランチャイジーである法人に送金さ

れていた。 

２７年３月ないし２８年２月の１年間におけるＡ２組合員のオーナ

ー総収入は，売上総利益約６０００万円からＹ・チャージを差し引い

た約２６２０万円であり，これに雑収入を加え，さらに営業費（その

うち人件費は約１６００万円）を差し引いた約６５０万円が自店の経

営から得られた利益であった。 

ウ Ａ２組合員は，出店当初，利益が伸びないためＯＦＣ等に相談したと
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ころ，利益を得るためには，売上げを増やす，廃棄を減らす，及び人

件費を減らすほかないなどと繰り返し助言されたことがあり，出店当

初は深夜帯及び早朝を中心に自らシフトに入って稼働していた。その

後も，Ａ２組合員は，シフトには入らないものの，ほぼ毎日，おおむね

午後２時頃から翌日の午前４時頃まで店舗で稼働し，定期的な休日は

設定していない。     

その業務内容は，商品に関する情報の確認・分析，仕入れの検討や

発注業務，従業員への指示・教育指導等に加え，品出しやレジ打ちな

どの接客・販売業務を自ら行うとともに，ＯＦＣとの定期的な打合せ

などである。上記の業務内容や稼働時間等は，Ａ２組合員が人件費を捻

出する余裕がないなどのことから実行していたものである。また，同

組合員は，自店の品揃えを自身の判断に基づき行いたいと考えて，商

品の情報収集・分析から商品の選択，仕入数量の検討，発注作業まで，

基本的には自ら行い，ＯＦＣとの打合せにおいて，店舗経営について

自身の要望や意見を述べることもあった。   

   エ Ａ２組合員は，飲料水等の商品計２０品目程度（自店で販売する全品

目の１％弱）を現金仕入れして販売しているほかは，推奨商品の中か

ら選定した商品を仕入れ，販売していた。なお，Ａ２組合員は，２８年

頃，現金仕入れをした商品と，Ｙ・システムに従って仕入れた商品の

差額について，会社に対しＹ・チャージを支払わなかったところ，Ｏ

ＦＣや会社からこれを中止しないと契約の解除もあり得る旨の指摘

を受け，これまで支払わなかった差額を支払うよう求められたことが

ある。 

また，Ａ２組合員は推奨商品の仕入価格が高額過ぎるとの疑問を抱

き，会社に対し仕入伝票の提示を求めたが，個別の店舗ごとの仕入伝

票は作成していないと回答された。 
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Ａ２組合員は，自店で販売する商品の情報収集・分析や選択，仕入数

量の検討・決定を自ら行った結果，自店の基本商品個店導入率が同じ

地区の他の加盟店よりやや低くなっていたところ，ＯＦＣから基本商

品の導入率を向上させるよう指導されたことがある。また，月次追加

送金をより多く受け取るため，月末在庫を調整していたところ，ＯＦ

Ｃから月末在庫を極端に減らさないよう指導を受けたこともあった。 

オ Ａ２組合員は，Ｙミールサービスについては，自らの考えで導入して

いなかった。    

Ａ２組合員は，販売促進用の自動音声再生機器の導入など通常とは

異なる手法で商品を販売することを企画し，いずれもＯＦＣから難色

を示されて了解のないまま実施して，売上げを向上させる等の成果を

上げたことがある。 

また，Ａ２組合員は，デイリー商品の見切り販売（ただし２１年排除

措置命令以前），店舗内の商品陳列のレイアウトの変更，深夜におけ

る収納代行サービスの停止などについて，ＯＦＣからそれらの中止な

どを求められたことがある。 

  ⑵ Ａ３組合員 

ア Ａ３組合員は，９年１０月に会社との間でＣタイプの本件フランチ

ャイズ契約を締結して東京都内に加盟店１店舗を出店し，その後，約５

か月の契約延長期間を経て，２５年３月に本件フランチャイズ契約を更

新した。 

イ Ａ３組合員は，同組合員が代表者である法人を共同フランチャイジー

としており，平時２名，ピーク時３，４名のパートタイム従業員等を雇

用して勤務シフトを組み，年中無休・２４時間営業で上記店舗を経営し

ている。副業は行っていない。           

２９年３月ないし３０年２月の１年間におけるＡ３組合員の自店の
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平均日販は約７６万円であり，月次引出金は設定しておらず，会社から

は月次追加送金のみが上記法人に送金され，これを原資として法人か

らＡ３組合員に対し，役員報酬が支払われた。 

同期間におけるＡ３組合員の「オーナー総収入」は，売上総利益約 ８

７６０万円からＹ・チャージを差し引いた約４０００万円であり，これ

に雑収入を加え，さらに営業費（そのうち人件費は約２３８０万円）を

差し引いた約１１７０万円が自店の経営から得られた利益であった。   

 ウ Ａ３組合員は，人件費を抑制して自身の所得を向上させるため，また，

会社の基本四原則を遵守するため，ほぼ毎日，８時間程度にわたり，自

店において，発注方針の検討・見直しや販売実績の確認等，レジ打ち等

の接客や商品の陳列などの業務のほか，ＯＦＣと定期的に打合せを行う

ことを常態としている。 

エ Ａ３組合員は，自己の経営方針に従い，在庫を抑え，商品の廃棄によ

る損失を減らすためデイリー商品等の見切り販売を随時行っているとこ

ろ，契約更新の際，会社から在庫や廃棄が少ないことを指摘され，前記

アのとおり，当初の契約期間内に更新の合意に至らず，約５か月間の契

約延長の後，再契約に至ったという経緯があるが，現在でも上記の経営

方針を維持している。 

Ａ３組合員はまた，会社が推奨するサービスの発注や商品の導入等に

つき拒否したことがあるほか，会社に対し，改善提案書などにより，加

盟店のシステムに関する自身の要望を度々伝えている。 

⑶ Ａ４組合員 

ア Ａ４組合員は，１３年１月に会社との間でＣタイプの本件フランチ

ャイズ契約を締結し，岡山県内で加盟店１店舗を出店し，２７年１２

月に本件フランチャイズ契約を更新した。 

なお，Ａ４組合員は，同店の前に会社から２度，店舗の紹介を受けて
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いたが，立地条件に満足できなかったことから契約を断っていた。 

イ Ａ４組合員は，妻と娘（店長で正社員）と共に，１１名程度のパート

タイム従業員を雇用して，２名ないし４名の勤務シフトを組み，年中

無休・２４時間営業で上記加盟店を経営している。 

なお，Ａ４組合員は，１８年１０月頃まで，酒類販売免許を有する有

限会社を共同フランチャイジーとしていたが，同月以降，上記有限会

社を共同フランチャイジーから外しており，以降，共同フランチャイ

ジーはない。 

２９年３月ないし３０年２月の１年間におけるＡ４組合員の「オー

ナー総収入」は，売上総利益約８４００万円からＹ・チャージを差し

引いた約３８００万円であり，これに雑収入を加え，さらに営業費（そ

のうち人件費は約１９００万円）を差し引いた約１５４０万円が自店

の経営から得られた利益であった。 

ウ Ａ４組合員は，ほぼ毎日１０時間程度，自店に赴いて，売上げの集計

・確認や，従業員と分担して発注業務を行ったり，適宜，品出しやレ

ジ打ちなどの接客・販売業務等を行うとともに，ＯＦＣとの定期的な

打合せを行うことを常態としており，定期的な休日は設定していない。 

エ Ａ４組合員は，自店の目標利益や人件費等について自ら決定してい

る。自店における現金仕入れの商品は全商品の中ではごくわずかな割

合にとどまっており，販売している商品のほとんどは推奨商品である

が，本件フランチャイズ契約の更新時，ＤＭから欠品率の高さ及び基

本商品の導入率が低いことを指摘され，基本商品個店導入率を上げた

ことがある。 

Ａ４組合員は，見切り販売の２１年排除措置命令以前には，ОＦＣか

らデイリー商品の見切り販売を禁止されたことがあったが，同命令以

後は，商品の廃棄による損失を減らすため，デイリー商品の見切り販
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売を随時行っている。   

また，Ａ４組合員は，ＯＦＣから推奨された商品の導入を拒否したこ

とがあるほか，会社からおでんの販売を推奨されたが，衛生対策が不

十分であると考え会社に改善を求めたものの，会社から納得できる改

善策が示されなかったため，自店でのおでんの販売を行っていない。 

⑷ Ａ５組合員 

ア Ａ５組合員は，１２年１０月に会社との間でＣタイプの本件フラン

チャイズ契約を締結し，同年１２月に加盟店１店舗を出店した。 

イ Ａ５組合員は，同人が代表取締役である法人を共同フランチャイジ

ーとし，妻を店長として，２０名程のアルバイト従業員を雇用して勤

務シフトを組み，自店を経営しており，副業は行っていない。  

同組合員の月次引出金の設定額は，２５年２月２６日時点で３４万

５０００円で，２４年頃には，毎月，設定額どおりの同引出金に加え，

平均約２０万円の月次追加送金が会社から上記法人に送金され，この

中からＡ５組合員に対し役員報酬が支払われている。 

２６年３月ないし２７年２月の１年間におけるＡ５組合員の「オー

ナー総収入」は，売上総利益約５５５０万円からＹ・チャージを差し

引いた約２４８０万円であり，これに雑収入を加え，さらに営業費（そ

のうち人件費は約１２７０万円）を差し引いた約８０５万円が自店の

経営から得られた利益であった。 

ウ Ａ５組合員は，午前１０時頃に自店に出勤して６時間ないし８時間

程度，レジ打ち等接客や店舗内外の清掃，従業員への指示・教育や労

務管理，発注見直し等の業務に自ら従事するほか，毎週１回ないし２

回，ＯＦＣと定期的に打合せを行うことを常態としている。また，定

期的な休日は設けていない。   

上記のＡ５組合員の自店における勤務時間・休日や業務内容につい
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ては，アルバイトの勤務シフト編成上の都合，組合の活動，人件費節

減の必要性等を考慮して，同組合員自身が判断し，決定している。 

なお，Ａ５組合員は，出店当初，売上げが低調だった時期に，会社か

ら同組合員自身が勤務シフトに入って人件費を減らすよう指導・助言

を受け，これに従って月次引出金等を得たことがあり，その後も１日

１０時間以上店舗に出て勤務していた時期があったが，主に自店の売

上げが安定したことにより，自店での稼働時間を上記の程度にまで短

縮した。 

エ Ａ５組合員は，会社の推奨外の煙草や葉巻計１００種類ほどを現金

仕入れして販売を行っているほかは，推奨商品の中から商品を仕入れ，

販売している。 

Ａ５組合員は，月次追加送金を得ることを目的として，商品の仕入れ

を抑制して仕入代金を節減し，在庫を縮小したことがあるが，それに

ついてＯＦＣ等から在庫を増やすよう指導を受け，これに従って在庫

を増やしたことがある。また，システムマニュアルの内容は遵守すべ

きものと考えている。 

Ａ５組合員は，自店の利益を得るため必要と判断して，デイリー商品

の見切り販売を行っている。また，Ｙミールサービスについては，Ｏ

ＦＣから繰り返し導入を勧奨されているが導入していない。さらに，

同組合員は，ＯＦＣ等から難色を示されたものの，自店近隣の交差点

に独自のＰＲ用看板を設置したことがある。 

オ Ａ５組合員は，独自に仕入れたライターを，仕入れの計上をせずに販

売に供したことに関し，当該行為が本件フランチャイズ契約違反に当

たるとして，ＤＭやＺＭから是正するよう重ねて指導を受け，さらに，

契約違反行為を繰り返さないことを約束する旨記載した顛末書の提

出を求められ，これを提出したことがある。 
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⑸ Ａ６組合員 

ア Ａ６組合員は，１９年８月に会社との間でＣタイプの本件フランチ

ャイズ契約を締結して，愛知県内に加盟店１店舗を出店した。 

イ Ａ６組合員は，２３名程のアルバイト従業員を雇用して自店を経営

しており，共同フランチャイジーはない。  

Ａ６組合員は，副業を行っておらず，２５年２月２６日時点で，月次

引出金に加え，金額の多寡はあるものの，ほぼ毎月，月次追加送金を

会社から受け取っている。 

ウ Ａ６組合員は，人件費を抑制することを意図して，週６日，妻と共に

勤務シフトに入り，１日平均１２ないし１３時間程度，自店において，

レジ打ち等の接客・販売業務や商品の発注業務，その他店舗の管理全

般の業務を行っているほか，ＯＦＣとの定期的な打合せを行うことを

常態としている。 

エ Ａ６組合員は，推奨外の煙草を現金仕入れしているほかは，推奨商 

品の中から商品を選定して仕入れ，販売している。  

Ａ６組合員は，システムマニュアルの内容は遵守しなければならな

いと理解しており，また，ＯＦＣから基本商品の欠品を指摘されたり，

オリジナル商品の仕入れを勧奨されるなどの指導・助言を受けた際，

会社との関係を悪化させたくないとの考えから，助言等に従って仕入

れを行うこともあるが，仕入れを拒むこともある。 

Ａ６組合員は，商品の店頭販売価格については，基本的に推奨売価ど

おり設定しているが，デイリー商品の見切り販売も行っている。 

 Ａ６組合員は，ＯＦＣの助言を受けて検討した結果，独自に企画して

いたセールの実施を取りやめたことがある。 

   オ 同組合員は，自店で雇用する従業員の不祥事に関して会社から顛末  

書の提出を求められ，これを提出したことがある。 
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１５ 組合に加入していない加盟者の稼働実態等 

⑴  Ｃ２加盟者 

ア Ｃ２加盟者は，昭和６３年に会社との間でＡタイプの本件フランチ

ャイズ契約を締結し，東京都内に母店を出店した（なお，同店は２５

年に一度閉店したが，２７年，同じ立地で店名を変えて再開した。）。

Ｃ２加盟者は，２１年ないし２７年に順次子店を出店し，３０年３月現

在，母店のほか，練馬区内にいずれもＣタイプの子店４店舗の合計５

店舗を経営している。 

イ Ｃ２加盟者は，店舗数の増加に伴い，２６年１０月頃以降，自身が役

員となっている法人を共同フランチャイジーとして上記５店舗の経

営を行い，同法人から役員報酬を受け取っている。また，管理職とし

てマネージャー２名，店長５名及び副店長３名を雇用し，上記５店舗

の各店ごとに１５名から２０名程度のアルバイト等を雇用して，年中

無休・２４時間営業で各店を経営している。 

３０年３月頃の各店の日販は，母店及び子店のうち２７年に出店し

た１店舗は４０万円台であるが，その他の店舗は６５万円から７５万

円程度であり，各店の月次の純利益の合計（月次引出金と月次追加送

金の合計）は３００万円程度である。  

Ｃ２加盟者は，各店舗の経営に当たり，会社以外の金融機関からの融

資も受けている。 

なお，Ｃ２加盟者は，会社から紹介を受けた場所での出店を複数回断

ったことがある一方で，自ら気に入った立地での出店を会社に提案し，

会社から難色を示されたものの，その立地で出店したことがある。 

   ウ 母店の出店当初の日販は約３１万円，月次純利益は２０万円程度で

あり，Ｃ２加盟者自ら常態として深夜帯を含む１２時間程度，勤務シフ

トに入ってレジ打ち等接客や発注作業，伝票整理，勤務シフトの作成
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等を行い，さらにその後数時間，発注作業等を行うなどしていたが，

出店から３年程経過した頃から，自己の判断で勤務シフトから外れ，

ＯＦＣとの打合せや従業員への指示等に専念するようになり，店頭で

の勤務時間も減っていった。 

そして，３０年３月頃においては，Ｃ２加盟者は，ほぼ毎日，上記５

加盟店を巡回して商品の売行きや従業員の働きぶり等を観察するな

どしているが，各店の勤務シフトに入ったり，常態としてレジ打ち等

の接客・販売業務を行うことはなく，アルバイト等の選考・採用や教

育等の実務も基本的に各店の店長又は副店長に任せている。履行補助

者である妻も，緊急の場合以外に勤務シフトに入ることはない。 

 また，ＯＦＣとの打合せについても，毎週１回の各店の管理職全員

と担当ＯＦＣ全員との打合せには参加するが，別の日に行われている

各店担当ＯＦＣとの個別の打合せにはほとんど出席していない。 

   エ Ｃ２加盟者は，以前生鮮食品や飲料水の現金仕入れをしていたこと

があったが，３０年３月頃時点では，会社に報告した上で野菜の現金

仕入れを行っている。推奨商品の店頭販売価格については会社の推奨

売価どおりに設定し，また，同加盟者は，デイリー商品の見切り販売

について否定的な考えを持っており，自店では実施していない。 

 Ｃ２加盟者は，システムマニュアルやパートタイマー・トレーニング

・ガイドブックについて，基本四原則や会計処理システムに係る記載

事項は守らなければならないという認識があるが，その他の部分につ

いては遵守しなければならないとは考えていない。 

  なお，Ｃ２加盟者は，上記ガイドブック記載のひな形ではなく，独自

に自店の就業規則を作成し，また，近隣の他の加盟者らと独自に作成

したアルバイトの面接マニュアルを共有している。 

⑵ Ｃ３加盟者 
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ア Ｃ３加盟者は，昭和６１年に会社との間でＡタイプの本件フランチ

ャイズ契約を締結して神奈川県内に加盟店１店舗を出店した。 

イ Ｃ３加盟者は，昭和６３年に自身が役員となって法人を設立し，以後

同法人を共同フランチャイジーとして経営を行っており，自店に係る

月次引出金及び月次追加送金は，会社から同法人に送金され，Ｃ３加盟

者は同法人から役員報酬を受け取っている。また，同法人は，常勤の

正社員として店長及び副店長のほか，３０名程度のパートタイマー等

を雇用している。 

自店の出店当初の平均日販は３８万円程度であったが，３０年３月

頃の平均日販は約８７万円，純利益（月次引出金及び月次追加送金）

の月次合計は２００万円から２５０万円程度である。 

ウ Ｃ３加盟者は，自店の出店当初には，経費を圧縮したいなどの考えか

ら，自ら深夜勤務シフトに入り，深夜帯を含め１日１５時間程度，接

客，発注，品出し，清掃等の業務を行っていたが，出店から２年後に

は深夜勤務シフトを外れ，以降，接客等の店頭業務に携わる時間，機

会は徐々に減少していった。   

そして，出店から７年目頃以降は，日曜日を除きほぼ毎日店舗に出

勤し，合計で８時間程度，店舗において，発注担当者との打合せ，経

費の管理等，毎週行われるＯＦＣとの打合せに参加するなどしている

が，その他の店頭業務，従業員の採用，教育は基本的には店長等の従

業員に任せている。 

 なお，ＯＦＣとの打合せにおいて，Ｃ３加盟者は，商品の品揃えや経

営数値等に関して，ＯＦＣの提案を聞いて意見や情報を交換したり，

他店での販売データの提供を求めるなどしつつ，発注方針を検討・判

断するなどしている。 

エ Ｃ３加盟者は，品揃えを充実させることが集客力の向上につながる
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との考えから，平均的な店舗より多い推奨商品を推奨価格で販売して

いる。会社が企画する特定商品の一律値引き等の全国フェアについて

は，売上げ上昇の好機ととらえており，実施を拒否したことはない。 

一方で，Ｃ３加盟者は，推奨商品以外の約２０品目を現金仕入れで販

売しているほか，事前又は事後にＯＦＣに報告した上で，独自の販売

促進のための工夫をしている。また，Ｃ３加盟者は，自店内に設置され

ている防犯カメラ，ゴミ処理業者については会社が推奨する業者以外

の業者と契約している。 

⑶ Ｃ４加盟者 

ア  Ｃ４加盟者は，会社との間でＣタイプ契約を締結し，東京都内にお

いて，２３年１１月に母店を，２９年１月に，同じくＣタイプ契約に

よる子店１店舗を出店した。母店はＣ４加盟者が希望した立地につい

て，会社が所有者の了承を得て出店したものである。また，子店を出

店する以前に会社から店舗を紹介されたが，希望する立地条件ではな

かったため，出店を断ったことが複数回あった。 

イ Ｃ４加盟者は，２９年に自身が役員となって法人を設立し，以後同法

人を共同フランチャイジーとして，年中無休・２４時間営業で前記各

加盟店の経営を行っており，同法人から役員報酬を得ている。Ｃ４加盟

者は，母店の出店に際し，オープンアカウントにおける初期の負債を

減らして早期に月次追加送金を受けることを意図して，会社に１００

０万円（最低２５０万円）を預託した。また，子店についてはオープ

ンアカウントの負債を早期になくすため月次引出金を設定していな

い。母店の出店当初の平均日販は約６４万円であり，３０年２月頃の

平均日販は約６９万円である。また，子店の平均日販は約６８万円で

ある。会社からは，毎月，設定額どおりの３４万円が送金されており，

月次追加送金は，子店については毎月送金されているが，母店につい
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ては送金される月もされない月もある。 

母店には常用の正社員である店長及び副店長各１名を配置して，販

売業務全般や労務，売上金，経理等の管理全般を担当させているほか，

各店舗数十名のアルバイト従業員等を雇用して各店舗の勤務シフト

を組んでいる。 

ウ Ｃ４加盟者は，各店舗のいずれにおいても，出店当初，ほぼ毎日，特

に時間帯を定めることなく，おおむね９，１０時間稼働していたが，

徐々に稼働時間は少なくなり，３０年２月現在，シフトに欠員が出た

場合など，まれに１日１０時間程度勤務する日もあるものの，母店で

の勤務時間は１日１時間程度，子店における勤務時間は１日３時間程

度である。 

各店舗での業務内容は，いずれもその出店当初は，従業員と分担  

して発注業務を行うほか，従業員に対する実務教育を目的として，店

頭での接客・販売業務全般を行うなどしていたが，次第に接客・販売

業務は基本的に従業員に任せるようになり，３０年２月時点では，店

長及び副店長から店舗の状況全般にわたり報告を受け，必要な指示な

どを行うほか，両店における従業員の採用面接や採用決定，初期教育，

子店における一部の発注を自ら行っている。 

 また，Ｃ４加盟者は，ＯＦＣとの定期的な打合せにも出席しており，

ＯＦＣによる勧奨や提案を踏まえつつ，商品の品揃え，仕入れ等につ

いて検討している。 

エ Ｃ４加盟者は，推奨商品については，推奨価格で販売しており，会社

が企画して加盟店において統一的に実施するフェア等については，売

上げ向上につながる好機と考えており，これを拒絶したことはない。 

一方，推奨商品以外には，子店において酒類を現金仕入れして販売

しているほか，母店においては独自の販売促進の工夫をしている。 
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１６ 組合による団交申入れに係る状況等 

⑴ 組合の結成 

２１年６月２日，加盟者らにより，「Ｙ経営者ユニオン準備室」が設

立され，同年８月４日，結成大会を経て組合が結成された。 

⑵ 組合結成通知 

２１年９月１０日，組合はＥ組合に加盟し，同月３０日，組合らは，

会社に対し，「労働組合の結成について」と題する同日付け書面により，

組合の結成及びＥ組合への加盟について通知するとともに，Ａ５委員長

（当時）ほか５名の役員の職氏名等を明示した。 

⑶ ２１年１０月２２日付け団交申入れ 

組合らは, ２１年９月３０日, 今後の連絡窓口を教示するよう求めた

書面を岡山東地区の担当ＤＭに手交したところ，後日，同窓口を用意す

る予定はない旨の回答があったため,同年１０月２２日，組合らは会社に

対し，直接話合いの場を持つよう申し入れ，７日以内に文書回答するよ

う求める旨付記した同日付け「申入書」と題する書面を,組合らの代表者

を連名で差出人として会社の代表取締役宛てに内容証明郵便で送付した。 

これに対し，会社は，同月２９日，同日付け｢回答書｣ と題する代表取

締役名の書面により，加盟店と会社とは，本件フランチャイズ契約に基

づくフランチャイズ関係であり，労使関係ではないと認識しているので，

申し入れられた話合いに応じる考えはない旨組合らに回答した。 

⑷ ２１年１１月５日付け団交申入れ 

２１年１１月５日，組合らは，同日付け「団体交渉申し入れ書」と題

する書面を内容証明郵便で会社に送付した。同書面には，会社と加盟者

との間で，何でも話し合える風通しの良い関係を醸成することが重要と

考え，話合いの窓口設置を申し入れたが，会社から応じられないとの回

答があったとして，「団体交渉のルール作り他」を議題とする団体交渉
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を労働組合として公式に申し入れるなどと記載されていた。 

これに対し，会社は，同月１２日付け｢回答書｣と題する代表取締役名

の書面により，組合の構成員は加盟者であると承知しているが，加盟者

は，労働者ではなく独立した事業主であると認識しているので，組合か

らの団体交渉申入れに応じる考えはない旨回答した。 

⑸ ２１年１１月３０日付け団交申入れ 

２１年１１月３０日，組合らは，同日付け「団体交渉申し入れ書」と

題する書面を内容証明郵便で会社に送付した。同書面には，会社に対し，

加盟者は労組法上の労働者に当たると確信しているなどとして，会社の

企業理念にあるように加盟店の活性化と共存共栄を図っていくための話

合いの場を設けるよう再度申し入れる旨記載されていた。 

これに対し，会社は，同年１２月１０日付け「回答書」と題する代表

取締役名の書面により，加盟者は独立した事業主であり会社と労使関係

にはないという認識は変わらず，団体交渉という形式での話合いを行う

考えはなく，個々の加盟者との話合いにより円満に解決していくべきも

のと考えているなどと回答した。 

⑹ 本件救済申立て 

２２年３月２４日，組合は，岡山県労委に対し，本件救済申立てを行

った。                      

⑺ 本件救済申立て後の状況 

本件再審査の結審に至るまでの間において，会社は，組合が申し入れ

た「団体交渉のルール作り他」を議題とする団体交渉に応じていない。 

第４ 当委員会の判断 

１ 加盟者の労組法上の労働者性について 

⑴ 労組法上の労働者性の判断枠組み 

ア 憲法第２８条は，国民の基本的権利の一つとして勤労者の団結権，
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団体交渉その他の団体行動をする権利を保障しており，労組法は，こ

の憲法の権利保障を受けて，「労働者が使用者との交渉において対等

の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させる

こと」を目的として（第１条）労働者が労働組合に結集して団体交渉

することを助成する諸種の保護を行っている。 

労組法第３条は，同法により保護される「労働者」を定義するもの

であるが，上記のような労組法の趣旨・目的に加え，「労働者」を「職

業の種類を問わず」，「賃金，給料その他これに準ずる収入によって

生活する者」とする同条の文言に照らせば，労組法の適用を受ける労

働者は，労働契約法や労働基準法上の労働契約によって労務を供給す

る者のみならず，労働契約に類する契約によって労務を供給して収入

を得る者で，労働契約下にある者と同様に使用者との交渉上の対等性

を確保するために労組法の保護を及ぼすことが必要かつ適切と認め

られる者をも含む，と解するのが相当である。 

イ 以上のような基本的理解を前提として，労務供給関係にある者の労

組法上の労働者性については，以下のように解されてきている。 

(ｱ) 労務の供給が業務委託等の労働契約以外の契約形式によってな

される者であっても，実質的に，①当該労務供給を行う者たちが，

相手方の事業活動に不可欠な労働力として恒常的に労務供給を行

うなど，いわば相手方の事業組織に組み入れられているといえるか，

②当該労務供給契約の全部又は重要部分が，相手方により一方的・

定型的に決定されているか，③当該労務供給者への報酬が当該労務

供給に対する対価ないし同対価に類似するものとみることができ

るか，という判断要素に照らし，団体交渉の保護を及ぼすべき必要

性と適切性が認められる場合には，当該労務供給者は，労組法上，

「賃金，給料その他これに準ずる収入によって生活する」労働者に
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当たるとみるべきである。 

(ｲ) 前記(ｱ)①の「事業組織への組入れ」の判断に関しては，補充的

に，(a)当該労務供給者が相手方からの個別の業務の依頼に応ずべ

き関係にあるか，(b)当該労務供給者が労務供給の日時・場所につい

て拘束を受け，労務供給の態様についても，相手方の指示ないし広

い意味での指揮監督に従って業務に従事しているか（この要素は，

労働契約法ないし労働基準法上の労働者におけるものほど強度で

ある必要はない。），(c)当該労務供給者が相手方に対して専属的に

労務を供給しているか，といった要素も考慮されている。 

(ｳ) 他方，当該労務供給者が，自己の独立した経営判断でその業務を

差配すること等により利得する機会を恒常的に有するなど，事業者

性が顕著である場合には，労組法上の労働者性は否定されることと

なる。 

ウ 以上に対し，本件においては，会社と本件フランチャイズ契約を締

結している加盟者が，労組法上の労働者に当たるかが問題となってい

るところ，本件フランチャイズ契約書には，「加盟の趣旨」として，

会社は，加盟者に対して，Ｙ・システムによる加盟店を経営すること

を許諾し，かつ，本部として継続的に同システムによる，経営指導や

技術援助等を行うことを約する一方，加盟者は，会社に対して上記の

許諾や経営指導等に対する対価として一定の対価を支払うことを約

し，コンビニエンスストア事業についてのフランチャイズ関係を樹立

することを合意した旨規定されている（前記第３の４⑴ア(ｲ)）。 

また，会社と加盟者は，ともに独立の事業者であって会社の使用人

ではない旨も規定されており（同４⑴イ），会社による経営指導等が

加盟者に対する役務提供という性格を持つ一方で，加盟者自身の会社

に対する労務供給を直接的に義務付けるような規定はない。 
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さらに，加盟者は，本件フランチャイズ契約及び加盟店付属契約の

締結により，原則として年中無休・２４時間営業を行うことが義務付

けられ（同４⑷ア），それを実現するために他人の労働力を使用する

ことが当然に予定されているといえる。 

このように，本件フランチャイズ契約の規定だけをみれば，会社と

加盟者の関係は，フランチャイズ・システムの提供事業者と，それを

利用して店舗を経営する小売事業者との関係にすぎないのであって，

加盟者が会社に対して労務を供給する関係にあるとはいえない（なお，

加盟者が事業者としての性格を有していることは，組合も前提として

いる。）。そのため，本件においては，労務供給関係にある者につい

て示されてきた，労組法上の労働者性の判断要素は適用されないので

はないかが問題となる。 

しかしながら，本件においては，①上記のような本件フランチャイ

ズ契約の規定は，会社により一方的・定型的に定められたものであり，

加盟者が個別交渉により変更する余地はないこと（同３⑵ア），②加

盟者は，上記のように会社により一方的・定型的に定められた契約の

下で，加盟店の経営に当たり会社の助言・指導等を受けており，しか

も多くの場合，自らの店舗において相当時間稼働していること（同７

⑵，同１４，同１５⑵，⑶），③加盟店は，Ｙ・イメージに基づく統

一的な内外装や看板，ユニフォームなどの外観からすると，会社を本

部とするＹ・チェーンの一店舗となっているようにみえること（同４

⑴エ～カ，同７⑽），④会社はフランチャイズ・チェーンの本部とし

て，独自の経営戦略に基づく出店計画や商品開発など，加盟者への経

営支援にとどまらない事業活動も行い（同４⑴キ，同１１，同７⑷イ

(ｳ)），自らの収益を拡大するために加盟者の活動を利用する側面があ

ることが認められる。 
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これらの事情からすると，会社と加盟者の関係を実質的にみた場合，

加盟者自身が，会社の事業のために労務を供給していると評価できる

可能性がないとはいえない。 

したがって，本件においても，前記イの判断要素を適用し，上記の

ように会社と加盟者の関係について労務供給関係と評価できる実態

があるかという点も含めて検討することが必要である。 

なお，本件で問題となっているのは，飽くまで組合員加盟者の労組

法上の労働者性であることはいうまでもないが，組合員加盟者と会社

との関係がどのような性質のものであるかの判断は，組合員加盟者以

外の加盟者と会社の状況を含めたフランチャイズ関係の特質を踏ま

えて行うべきものである上，組合員加盟者の中でも異なる契約タイプ

や店舗数の加盟者が混在していること（同１３），同一の加盟者であ

っても契約タイプや店舗数は変動する可能性もあることから，以下で

は，組合員加盟者以外の加盟者と会社の状況についても考慮すること

とする。 

⑵ 事業組織への組入れ 

ア 事業組織への組入れの意義 

「事業組織への組入れ」の内容は，加盟者が，会社の事業の遂行に

不可欠な労働力として，その恒常的な確保のために会社の組織に組み

入れられていることを意味するものと解される。 

この点，本件フランチャイズ契約によれば，加盟者は小売店を経営

する独立の小売事業者である一方で，会社は，加盟者に対し，Ｙ・シ

ステムの利用を許諾するとともに，継続的な経営指導等を行い，加盟

者が小売事業によって得た営業総利益を基礎として算定されたＹ・チ

ャージを加盟者から受け取って主要な収益源とする事業者であるこ

とから（前記第３の１⑴，同４⑴ア）加盟者については，会社の事業
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組織に組み入れられているとは評価し得ないようにも考えられる。 

しかしながら，加盟者が実態として独立した小売事業者としての性

格を失っている場合には，このことは，会社と加盟者が一体となって

事業を行っているものとして「事業組織への組入れ」を認め得る事実

となると考えられる。 

そこで，以下においては，まず，加盟者が契約上のみならず，実際

にも会社から独立した事業者といえるかについて検討する。そして，

加盟者が独立した事業者としての性格を失っていないと判断された

場合でも，なお会社の事業組織への組入れが認められることはあり得

ることから，事業組織への組入れに係るその他の事情について判断す

ることとする。 

なお，事業組織への組入れの判断に当たっては，以上の点の判断を

踏まえて，前記⑴イ(ｲ)で述べたとおり，業務の依頼に応ずべき関係，

時間的・場所的拘束及び広い意味での指揮監督，並びに専属性の有無

や程度についても検討することとなるが，これらのうち「業務の依頼

に応ずべき関係」という判断要素については，一般に，当事者間で基

本的な労務供給に係る契約等が存在する場合に，個別の業務の依頼に

応ずべき関係があったか否かが問題とされるところ，本件では，当事

者間で基本的な労務供給に係る契約が締結された上で，会社から加盟

者に対して個別の業務が依頼されるといった事情は認められないの

で，独立した検討の対象となるものではない。もっとも，組合は，上

記要素に関して会社から加盟者に対する店舗運営上の指示を問題と

しているので，組合の当該主張については，本件では，時間的・場所

的拘束及び広い意味での指揮監督に関わるものとして検討すること

とする。 

イ 本件における加盟者の事業者としての独立性について 
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そこで，以下では，まず，加盟者は契約上のみならず実際にも会社

から独立した小売事業者であるといえるか否かについて検討する。 

まず，事業の実施そのものや経営形態等に関しては，加盟者は，Ｙ

・システムの下で，コンビニエンスストアを経営し，卸売業者から商

品を仕入れて消費者に商品を販売しているところ，店舗の開業，契約

タイプの選択，法人を共同フランチャイジーとするか，単独店舗とす

るか複数店舗とするかについては，加盟者の意思決定に対して会社が

特段の制約を課していると認めるに足りる証拠はない。 

次に，業務の内容についてみると，コンビニエンスストアを経営す

るに当たっては，加盟者は，店舗経営による損益が自らに帰属するこ

とを前提に，資金の調達や管理，従業員の募集・採用及び労働条件の

決定等，商品の仕入れ・販売方針の決定といった経営判断業務を遂行

しなければならないが（前記第３の７⑵），この業務は，独立した小

売事業者と評価できるか否かの判断にとって基本的かつ本質的なも

のであるため，これらについて，加盟者が小売事業者としての独立性

を持たないといえるかどうかを検討する。 

(ｱ)  費用負担や損益の帰属について 

ａ 店舗投資等の費用負担について 

加盟者は，加盟店の新規開店に当たり，Ａ，Ｃいずれの契約タ

イプであっても，開店時の在庫商品及び消耗品・備品等の代金を

負担し，これらの経費については加盟者が本件フランチャイズ契

約締結と同時に会社に預託した成約預託金から充当され，不足額

はオープンアカウントを通じ，会社から加盟者に対して，自動的

に貸し付けられる（前記第３の４⑴ク，同４⑶イ，ウ，同７⑴）。

なお，成約預託金については，下限が定められているが（同４⑴

ク），それ以上に預託する金額及び，その調達方法については加
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盟者の判断に委ねられている。 

Ａタイプではさらに，店舗の土地・建物の代金及び内外装や設

備設置等の工事代金も加盟者が負担する（同７⑴ウ）。 

また，いずれの契約タイプであっても，商品陳列棚，レジスタ

ーなどの什器・機器の貸与を受け，Ｃタイプではさらに店舗の土

地建物について会社から貸与を受ける。これらの賃料相当額は，

チャージ比率に反映されている（同４⑺イ，同７⑴ウ）。 

以上によれば，加盟者は，店舗投資等の費用を負担していると

いうことができる。 

ｂ 店舗経営に係る損益の帰属について 

加盟者は，加盟店の開店後，その経費のうち，光熱費の８０％

及び廃棄商品の商品原価のうち１５％を除き，商品原価や販管費，

人件費，光熱費等の経費の全てを負担している（前記第３の４⑶

ア，⑸イ，同７⑷エ）。 

また，加盟者は，売上総利益からチャージを差し引いたオーナ

ー総収入から，さらに営業費を差し引いた残額（オーナー利益）

を原資として月次引出金等を得るという仕組みになっており，顧

客数や販売量の減少等により営業利益が確保できなければ，引出

金等を得ることはできないため（同４⑺，同９），商品を仕入れ

て販売したことにより得られた利益は加盟者に帰属するとみる

ことができる。 

他方，加盟者は，加盟店の売上総利益を基礎とするＹ・チャー

ジを会社に支払わなければならないところ（同４⑺イ），商品原

価等の費用は，上記のとおり加盟者が負担する仕組みとなってい

るため，Ｙ・チャージの支払により会社が得る利益は，加盟店が

商品を仕入れて販売することにより得られた利益としての性格
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を持つとはいえず，同利益が会社に帰属するものということはで

きない。 

なお，オーナー総収入が１年を通じて所定額に達しないと予想

される場合には，当該所定額を月単位で会社が保証する「最低保

証制度」が適用され，加盟者に対して最低保証金を支払う場合が

あるが，最低保証金は，暫定的に支払われるもので，月次の最低

保証を受けた加盟者が，当該年間において，年間の最低保証額を

超過するオーナー総収入を得るに至った場合には，加盟者は，会

社が保証した金額の範囲内で当該超過分を会社に返済するもの

とされていることからすると，会社が最低保証制度によって加盟

者の事業における損失を負担しているとはいえない（同４⑺ウ，

同９⑹）。 

以上によれば，加盟店で商品を販売して得られた利益や損失は，

加盟者に帰属しているということができる。 

  (ｲ) 資金の調達・管理について 

次に，加盟者の資金の調達や管理についてみると，前記(ｱ)で見た

とおり，資金調達については，新開店の際やその後の店舗経営にお

いて自動的に会社から融資される。 

また，加盟者は，売上金を会社に毎日送金しなければならないこ

とや，利益の引き出し方法に制約があることからすれば（前記第３

の４⑷エ，同４⑺ア，同９），会社が加盟者の資金を管理している

側面があるといえる。 

しかしながら，送金された売上金は，オープンアカウントを通じ

て，チャージや会社が支払を代行した仕入代金等と差引計算され，

仮に仕入代金が売上金を上回っている場合でも，不足分が自動的に

会社から融資され（同４⑶），加盟者は不足分の資金調達をする必
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要がないなど，加盟者の資金管理の簡便化が図られている。こうし

た取扱いは，フランチャイズ・システムの一つのメリットであり，

加盟者自らがその便益を認識した上で会社に資金管理を委託した

結果といえるものであり，加盟店での商品の販売による利益や損失

が加盟者に帰属しているとの判断（前記(ｱ)参照）を左右するもので

はない。 

また，加盟者は，月次引出金を定期的に受け取ることができるほ

か，オープンアカウント内における各四半期末の自己資本の額が，

前四半期末の自己資本の額を超えて増加した場合，会社に対し事前

に書面で申し込むことにより，一定の条件のもとで四半期引出金と

して自店の営業利益を引き出すことができること（同４⑺ア，９⑶），

さらに，オープンアカウント内において，会社に対する加盟者の負

債相当額が完済され，計算対象月における預り金その他の負債を差

し引いてもなお加盟者の利益が生じた場合には，当該利益相当額が

月次追加送金として会社から加盟者に対し自動的に送金されるこ

と（同９⑷）からすれば，上記のように売上金を会社に送金するこ

と等をもって，事業者としての独立性を否定するまでの事情である

とはいえない。 

(ｳ) 従業員の募集・採用及び労働条件の決定等について 

加盟者が従業員の募集・採用及び労働条件の決定等をどのように

行い，労働力をどのように活用しているかについてみると，加盟者

が店長などとして自店で稼働している場合であっても，店舗の運営

は，通常の場合，店長だけではなく，他の従業員により行われてい

て，加盟者は，自らの判断で必要な従業員を募集・採用し，その労

働条件を決定し，賃金を支払うなど，使用者として諸種の人事管理

を行っており（前記第３の７⑼，同１４，１５)，従業員をどの程度
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雇用し就労させるかは，加盟者の判断によるものである。 

なお，会社は，加盟者に対し，就業規則のひな形等も提供してい

るが（同７⑼ウ），これらは，店舗運営を簡便化する支援サービス

の一つであって，加盟者がこれらの利用を義務付けられているわけ

ではなく，人事管理制度の内容やその実施について会社から制約を

受けているものではない。また，会社は，加盟者に対し，パートタ

イマー・トレーニング・ガイドブック等の従業員教育用の教材を提

供してもいるが，これも，店舗運営の簡便化を図り店舗の質を高め

るための支援サービスの一つといえ，加盟者がこれらの活用を義務

付けられているわけでもないので（同７⑶，同⑼ウ），従業員の教

育をどのように行うかは加盟者が決定できる事柄である。 

このように，加盟者は，従業員の募集・採用及び労働条件の決定

や人事管理について，独立した裁量を有している。 

(ｴ) 販売商品の仕入れ等について 

ａ 仕入商品の選択 

（a） 加盟者は，商品の仕入れ，販売について，本件フランチャイズ

契約上，Ｙ店で販売するのに適合する商品構成（種類，数量，品

質）を満たす商品の仕入れ，適正な在庫品の確保が義務付けられ

ており，これに反すると，Ｙ・イメージをも傷付ける重大な違約

とされ，本件フランチャイズ契約を解除される可能性もある（前

記第３の４⑴オ，⑷イ，ウ，⑻ウ）。 

そして，適正な品揃えの確保は，システムマニュアルの記載の

中でも基本四原則の一つとして，加盟者が従うべきものとされて

おり，同マニュアルには，商品の仕入れや発注に関する基本的な

考え方や手順などの記載もされている（同７⑶）。 

このような商品の仕入れ，販売に関する加盟者の本件フランチ
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ャイズ契約上の義務を前提に，会社は，加盟者に対し，Ｙ・イメ

ージに適合する商品として推奨商品及び推奨仕入先等を提示し

ている（同４⑷オ）。 

さらに，会社はＹのコンビニエンスストアとして最低限品揃え

すべき不可欠の商品として推奨商品の中から基本商品を指定し

（同７⑷イ），ＯＦＣなどを通じて，基本商品個店導入率が当該

地域の加盟店の平均値より低い場合には，基本商品の品揃えを増

やして同導入率を上げるよう継続的に指導して，１００％の導入

率を目指している（同８⑴エ，同１４⑴，⑶）。実態としても，

加盟店が販売する商品は，その大部分が推奨商品となっている

（同７⑷，同１４，同１５）。 

(b) もっとも，会社は，前記以外には商品構成や在庫管理の適正水

準に関する具体的，統一的な基準を加盟者に示しているわけでは

なく（前記第３の４⑷イ），推奨商品だけでも，約４８００種類

（基本商品は２６年９月時点で１０６０点）あるところ，各加盟

店の平均的な品揃えは約２８００種類であって（同４⑷オ(ｲ)），

その中から具体的にそのような商品を仕入れるか，またその時期

や数量については，Ｙ・イメージに違反しない範囲で，会社によ

る助言・指導をも参考にしつつ，最終的には加盟者自身が自店の

経営分析に基づき決定している（同８⑴，同１４，同１５）。  

実際，個々の商品の仕入れに関する選択について，加盟者がＯ

ＦＣの指導，助言等に従わないこともあるが（同１４⑵，⑶，⑸），

そのことによって，本件フランチャイズ契約上又は事実上，不利

益な取扱いを受けたなどの事実を認めるに足りる証拠はない。 

また，現金仕入れについては，その手続の方法がシステムマニ

ュアルにも記載されており，実際に相当数の加盟店で，売上全体
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に占める割合は小さいものの，顧客の需要に応じ，また加盟店の

独自色を出すためなどに，現金仕入れの商品を販売していること

がうかがえる（同７⑷ウ，同１４，同１５）。 

その他，Ｙ・イメージに沿う内容のものであれば，加盟者が，

販売促進のために独自のキャンペーン等を行うことも可能であ

る（同７⑺ウ）。 

ｂ 商品の仕入価格，販売価格について 

（a） 推奨商品の仕入価格について，加盟者は，所定の仕入価格を個

別交渉で変更する余地はない。 

一方，推奨商品の販売価格については，会社は推奨売価を提示

しているが，加盟者は，本件フランチャイズ契約上，商品を推奨

売価で販売することを強制されることはなく，値引き販売にも特

段の制限はない（前記第３の４⑷オ(ｲ)，７⑹）。システムマニュ

アルにも推奨売価以外の小売価格を設定する場合の会社への通知

の方法等が記載されており，最終的には加盟者がこれを参考にし

て決定している（同７⑶ウ，同１４，同１５）。 

なお，デイリー商品の見切り販売については，ガイドラインが

存在し，値引き販売に踏み切るタイミング等について一定の指針

が示されているものの，値引き販売における売価の決定に対して

は，仕入れ原価を下回らないことを検討するよう促しているにと

どまり，値引額や具体的な基準等は示されていない（同７⑶カ（ｱ））。

加盟店の実態を見ても，加盟者の判断によって非デイリー商品の

販促値下げ，デイリー商品の値引き販売を日常的に実施している

店舗は存在するが，少なくともデイリー商品の見切り販売に関す

る２１年排除措置命令以後は（同(ｲ)），そのことによって，本件

フランチャイズ契約上又は事実上，不利益な取扱いを受けたなど
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の事実を認めるに足りる証拠はない。 

また，現金仕入れの場合には，加盟者はその仕入価格，販売価

格など，全て自由に決定することができる（同７⑷ウ）。 

（b） 確かに，推奨売価以外の価格の設定や現金仕入れには所定の手

続を経なければならず煩雑ではある。 

しかし，推奨商品については，会社の提供するターンアラウン

ドシステム等を利用してより簡便に処理できる便宜が図られてい

ること，各加盟店では推奨商品は推奨価格で販売されているのが

一般的であることから，加盟者も本件フランチャイズ契約に伴う

主要なサービスの一つとして会社の提示した条件でこれをそのま

ま利用することを選択しているとみるべきであって，これらのシ

ステムを利用しない場合に，その便宜を享受できないとすること

によって，会社が殊更に煩雑な手続を課して事実上その実施を制

約しているとみるのは妥当でない。 

ｃ 小売り以外のサービスの導入について 

加盟店においては，商品の小売り以外に公共料金の支払代行等の

各種のサービスを行っているところ，これらのうち，Ｙ・イメージを

構成する重要な要素になったと会社により判断されたサービスにつ

いては，加盟者は当該サービスを実施する義務を負い，その実施を拒

否したり，取りやめることはできないが，それ以外に会社が導入を推

奨する新規サービス（食料品の自宅配送など）については，個別に加

盟者が当該サービスの導入に同意して確認書を提出した場合に限り

実施されている（前記第３の７⑻）。 

加盟店の実態を見ても，実際に，ＯＦＣ等による勧めにもかかわ

らず，これらの新規サービスをあえて導入しないという加盟店も存

在するが（同１４⑴オ），そのことによって，本件フランチャイズ契
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約上又は事実上，不利益な取扱いを受けたなどの事実を認めるに足

りる証拠はない。 

ｄ 商品の仕入れ等に係るＯＦＣによる経営指導について 

ＯＦＣ等は，商品やサービスについて，品揃えや在庫の増加を促

すというような一般的な助言，指導だけでなく，会社が企画するキャ

ンペーンの際などに特定の商品を積極的に仕入れることや，新サー

ビスの導入等について具体的に助言，提案することもあることは認

められるが，ＯＦＣの助言には，Ｙ・イメージや基本四原則に違反す

るなど，契約違反に係るものでない限り，拘束力はないものとされて

いる（前記第３の８⑴，１４，１５）。 

実際にも，品揃えや在庫確保に関する個別具体的なＯＦＣの助言

に加盟者が従わないこともあることがうかがえるが（同１４，同１

５），既に見たとおり，そのことのみを理由として，加盟者や加盟店

が本件フランチャイズ契約上又は事実上，不利益な取扱いを受けた

などの事例があることはうかがわれない。そうすると，商品の仕入れ

等に係るＯＦＣの助言は，契約違反に係るものでない限り，事実上も

加盟者に対する拘束力を持つものではないというべきである。 

ｅ まとめ 

前記に検討したところによれば，加盟者は，仕入商品の選択の基

本方針，推奨商品の仕入れ販売価格，小売業以外のサービスの導入や

販売施策に関し，本件フランチャイズ契約上及び事実上，Ｙ・イメー

ジの維持及び同システムの利用に伴う一定の制約が課されており，

その枠内での裁量を持つにとどまり，その点では，通常の小売事業者

よりも裁量の幅は限定されている。 

もっとも，上記の制約は，加盟店の経営状況に即した個別具体的

な経営判断についてまで及んでいるとはいえず，ＯＦＣ等による経
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営指導も，この点については拘束力を伴うものではないところ，経営

状況等，加盟店の置かれている状況は種々に異なるものであるから，

自店の経営分析に基づき具体的にどのような商品を仕入れ，どのよ

うな販売施策をとるかを決定することは，これら一般的な事項につ

いての制約の下でも，加盟店の収益等に大きく影響する経営判断で

あるということができる。このことは，いずれの契約タイプの加盟店

においても，各店舗の純利益には相当程度のばらつきがあること，平

均日販が同程度の額でもオーナー利益に相当程度のばらつきがある

ことなどからもうかがうことができる（前記第３の１０，別表１（省

略））。 

以上によれば，加盟者は，仕入商品の選択，仕入れ販売，サービス

の提供等について，本件フランチャイズ契約に伴う一定の制約は受

けているとはいえるものの，事業者としての独立性がないとまでは

いえない。 

    (ｵ) 店舗の立地の選択について 

会社は，独自の経営判断に基づく全国的な店舗展開をしており，

加盟者は，本件フランチャイズ契約上，自ら出店を希望する立地で

あっても，会社が独自に調査や審査を行って当該場所での出店が可

能であると決定した立地でなければ加盟店を出店することができ

ない（前記第３の７⑴ア，同１１）。 

会社は，Ｃタイプ契約については，加盟者又は加盟希望者に対し，

会社の出店戦略に適合した出店候補地をあっせん，紹介する（同７

⑴ア）。 

また，本件フランチャイズ契約上，会社は，必要と考えるときは

いつでも，当該加盟店の隣接地域に新たに別のＹ店を開設すること

ができるなどの条項（いわゆるドミナント出店の自由）が定められ
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ており，上記のＹ・チェーンの本部としての会社の出店戦略の実効

性は，個々の加盟店との関係においても確保されている（同４⑴キ，

同１１）。 

しかし，加盟者もまた，会社が提案，紹介した出店候補地であっ

ても，自身の納得しない立地での出店は断ることができ，本件フラ

ンチャイズ契約上も事実上も，そのことによって会社から何らかの

不利益な取扱いを受けるなどの事情は見られず，実態としても加盟

者が希望しない立地での出店を余儀なくされるということはない

ものと認められる（同１４⑶ア）。会社は複数出店を奨励している

が（同５⑴），複数店を展開するかどうかの判断は加盟者に委ねら

れており，その立地についても最終的には加盟者が決定していると

認められ，会社から新店舗のあっせんを受けた場合には断れない実

態があるなどの事情もうかがわれない（同１５⑴イ，⑶ア）。   

そうすると，新規出店の立地の選択や複数店舗展開の時期，その

立地等については一定の制約はあるものの，会社が一方的にこれを

決定しているとはいえず，これらの事項については加盟者が決定す

ることができるといえる。 

なお，会社によるドミナント出店は，周辺の加盟店にとって，売

上減少などの悪影響を及ぼす場合もあるが（同１１），このような

事情があるとしても，個々の加盟者が立地選択について，事業者と

しての独立した選択・判断をすることができるという上記判断を左

右するものではない。 

(ｶ) 営業日・営業時間の選択について 

加盟者は，本件フランチャイズ契約及び加盟店付属契約上，特段

の事情がない限り，１５年の契約期間を通じ，加盟店を年中無休で

２４時間，営業することを義務付けられていて，個々の加盟者が営
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業日時について会社と交渉をする余地はない（前記第３の４⑷ア）。

そして，特段の事情として年中無休・２４時間営業の例外が認めら

れているのは，当該加盟店が所在している施設の管理の都合などに

限られている（同上）。 

このように，加盟者の経営する店舗の営業日や営業時間は加盟店

の統一的な経営のため，会社が一方的・定型的に決定しているもの

ということができ，加盟者が事業者として自由に選択することはで

きない。 

(ｷ) 独立性判断の小括 

前記(ｱ)から(ｶ)までのとおり，加盟者の店舗経営による利益や損

失は加盟者自身に帰属しており，加盟者は店舗経営に係る費用を負

担し，資金調達，従業員の採用・配置及び労働条件，店舗の立地等

について自ら決定している（前記(ｱ)(ｲ)(ｳ)(ｵ)）。 

他方で，店舗の営業日・営業時間については，加盟者が自由に選

択することはできないし（同(ｶ)），資金の管理や推奨商品の仕入価

格等に関して一定の制約が課されていて（同(ｴ)），その点では，通

常の小売事業者よりも裁量の幅が制限されているといえる。   

しかし，これらの制約はいずれも，加盟者が自店の経営から生じ

る損益の帰属主体であるという上記事実を左右するものではない。

すなわち，加盟者は，会社との間のフランチャイズ契約に基づいて

経営判断上一定の制約を受けている面があるとしても，同契約に基

づく利益を享受している面もあるのであって，これらを前提とした

上で，自らの裁量で経営判断をし，損益を帰属させていると評価す

ることができるものであるから，その実態としても，独立した小売

事業者としての性格を失っているとはいえない。 

ウ 事業組織への組入れに係るその他の事情 
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以上のとおり，加盟者は独立した小売事業者としての性格を失って

いるとはいえないが，独立した事業者であっても労組法上の労働者に

該当することはあり得るので，以下では，労働者性の判断要素として

の事業組織への組入れを別個に認め得る事情があるかについて，①会

社が実施する研修・評価等，②店舗の外観・外部への表示，③業務地

域及び営業日・営業時間の割振り，並びに④組合の主張するその他の

事情に関して検討する。 

(ｱ) 研修・評価等について 

a 研修制度 

会社は，加盟者に対し，店舗を経営するために必要最小限の知識

を付与することを目的として，店舗の管理運営に係る種々の業務に

ついて会社施設での講義形式での学習及び直営店での実習を内容

とする研修を実施しており，加盟者は，本件フランチャイズ契約上，

研修を受講し，全課程を修了して適格者として認定されなければ，

加盟店を出店することができない（前記第３の４⑴ウ，同⑵ア）。

このように，上記研修は，会社が加盟者に受講を課しているもので

あって，形式的にも実質的にも加盟店の経営のために不可欠といえ

る。 

しかし，加盟店のＹ・イメージや同システムにのっとった具体的

な運営方法，そこで必要とされる業務の具体的な内容は，実際に自

店において稼働するかしないかにかかわらず，加盟者が事業者とし

て従業員を指導等するために，必要な知識といえる。 

また，店長研修の受講料は，開店時に必要な費用として加盟者が

負担すること（同４⑴ク，同⑵ア）に鑑みると，上記店舗研修の義

務付けは，加盟者個人の労務供給の質を確保するというよりは，Ｙ

・システムのもとで加盟者が経営する店舗の質的水準を確保する
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ために行われるものということができる。 

そうすると，本件フランチャイズ契約上，このような研修が義務

付けられていることをもって，直ちに，本件フランチャイズ契約が，

加盟者自身が加盟店の店舗運営業務を行うことを当然に予定して

おり，加盟者が，会社の事業のための労働力として事業組織に組み

入れられているとみることは困難である。 

ｂ 評価制度 

会社が加盟店に対して公表している統一的な評価制度は存在し

ないが，ＯＦＣは，毎回の担当店舗訪問時には店舗確認表を，契約

更新時には店舗確認シートを用いるなどして，加盟店の日常業務や

サービス，管理状況全般について点検し，その結果を数値化し，加

盟店の業務改善や契約更新のための資料としていることがうかが

われる（前記第３の８⑴，⑶，⑷）。 

本件フランチャイズ契約の更新は，当事者間の合意によるものと

されているのみで，その当否に係る会社の具体的な判断基準等は，

加盟者に開示されていないため（同４⑻ア），これらの結果が実際

に契約更新にどのように影響するのかは明らかでなく，その意味で，

その内容に従わなければならないという一定の圧力になり得るこ

とは否定し難い。 

もっとも，ＯＦＣによる上記のような評価は，加盟者個人の労務

供給に関してされるものではなく，飽くまでＹ・システムの下，加

盟店の経営の在り方に対し，その質的水準を確保し，さらに向上さ

せるためのものというべきであって，このことをもって，加盟者が

会社の事業のための労働力として事業組織に組み入れられている

とみることは困難である。 

(ｲ) 店舗の外観・外部への表示について 
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加盟店は，Ｙ・イメージに基づく内外装等が施され，看板等にも

Ｙの商標が使用されることなどにより，第三者にもＹの加盟店であ

ることが容易に認識できるようになっており，また，加盟店におい

て勤務する者は，会社が指定したＹの商標の表示がある加盟店共通

のユニフォームを着用することが義務付けられている（前記第３の

４⑴エ，オ(ｲ)，カ，同７⑽）。 

これらのことから，加盟店においては，第三者に対し，Ｙ・チェ

ーンに属するものとして会社と一体のものと認識されるような外

部への表示がされていることは明らかである。 

もっとも，このような外部への表示の一体性も，研修制度と同様，

加盟者個人の労務供給の在り方に関するものではなく，Ｙ・イメー

ジの維持や同システムの統一性を確保するため加盟店の経営の在

り方に向けられたものというべきであって，加盟者にとっても便益

ともなり得るものであり，事業者としての店舗運営への制約とみる

余地があり得るとしても，加盟者が会社の事業のための労働力とし

てその事業組織に組み入れられていることを根拠付けるものとは

いえない。 

(ｳ) 業務地域及び営業日・営業時間の割振りについて                                                        

本件各加盟店については，地区ごとに置かれたディストリクト・

オフィスに所属するＯＦＣが巡回指導に当たっており（前記第３の

１⑴オ，同８⑴），会社は地域単位で加盟者への支援等を行う体制

をとっているとの事情が認められる。しかし，前記イ(ｵ)のとおり，

店舗の立地について決定するのは飽くまで加盟者であることから

すれば，このような体制がとられているからといって，直ちに，会

社が加盟店，ひいては加盟者の業務を地域的に割り振っているとい

うことはできない。  
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他方，加盟店の営業日，営業時間については，同(ｶ)のとおり，加

盟者が経営者として自由に選択することはできないので，会社は，

加盟店を年中無休・２４時間営業体制に組み入れているということ

ができないではない。 

しかしながら，同(ｷ)のとおり，店舗の営業時間を会社が決めてい

ることは，店舗経営を拘束する面があるとしても，加盟者は独立し

た小売事業者であり，また，加盟者が店舗において業務に従事する

ことは必ずしも義務付けられていないこと（後記エ(ｱ)も参照）に鑑

みると，必ずしも会社が加盟者をその事業のための労働力としてそ

の事業組織に組み入れていることを根拠付けるものではないとい

うべきである。 

(ｴ) その他組合の主張に係る事情について 

ａ 組合は，本件フランチャイズ契約は，加盟者が自店において稼

働することを予定しており，実態としても自店で接客や販売業務

に従事しているのであるから，加盟者は会社の事業組織に組み入

れられていると主張する。 

確かに，加盟者の多くは，自店において商品の在庫点検，発注，

陳列，販売及び接客，店舗の清掃等の業務に従事していることが

うかがわれる（前記第３の７⑵，同１４，同１５）。 

しかしながら，加盟者は，本件フランチャイズ契約上，販売・

接客等の業務に従事する義務があるわけではなく，会社によって

就業時間や業務を指定されているわけではない。 

年中無休・２４時間営業体制の遵守や収益確保等の観点から，

実際上，加盟者が店長等として自店での業務に従事している例が

多いことは確かであるが，個人事業主や法人の代表者においても

そのような例は生じ得ることであり，加盟者が独立した小売事業
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者である以上，そのことは，加盟者が会社の事業のための労働力

としてその事業組織に組み入れられているとの評価に直結する

ものとはいえない。 

なお，組合は，会社が加盟希望者に対して，本件フランチャイ

ズ契約の締結に際し，年齢や健康状態に条件を設けている点，パ

ートタイマー・トレーニング・ガイドブックの勤務表の記載にお

いて，加盟者とその家族の２名を配置することが前提となってい

る点などから（同４⑴ウ，同７⑼ウ(ｳ)），会社が加盟者自身によ

る労務供給を予定していると指摘するが，前者については，本件

フランチャイズ契約の契約期間が１５年と比較的長期であるこ

とからすれば（同４⑻ア），自らが自店で稼働するかしないかに

かかわらず，その間安定した経営を行える可能性が高い者が望ま

しいといえるし，後者については，同ガイドブックの勤務表の記

載は，一例として示されているものにすぎず，加盟者に対する拘

束力があるわけではない（同７⑼ウ(ｲ)）。したがって，これらの

事情があるからといって，加盟者自身が自店において稼働するこ

とが予定されているとはいえない。 

その他，会社が，経営指導の一環として，人件費抑制のため加

盟者自身が販売・接客等の業務に従事するよう助言することもあ

ることがうかがわれるが，強制に及ぶものではなく，自らがどの

業務にどの程度従事するか，あるいはその雇用する従業員を業務

に従事させるかを決めるのは加盟者自身である（同７⑵，同８⑴，

同１４，同１５）。 

以上によれば，組合の主張を採用することはできない。 

ｂ また，確かに，加盟者が経営する加盟店は，Ｙ・チェーンの国

内店舗総数の約９７％を占めており，加盟者から会社に支払われ
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るチャージは，会社の総利益の約８５％を占めている（前記第３

の１⑴エ）。この事実からは，会社の事業活動にとって加盟者の

事業活動が不可欠なものであるとはいえるが，チャージは，加盟

者が会社からＹ・システム等の利用許諾を受け，その助言・指導

等のもとで小売事業を営んで得られた売上高から売上原価を控

除した営業総利益に一定の料率を乗じたものであるから（同４⑺

イ），加盟者の売上げというよりは，その事業活動の結果得られ

た収益の一部を，Ｙ・システムの利用等の対価として支払を受け

るという性格のものとみるべきである。そうすると，上記事実は，

加盟者が会社にとってむしろ事業者間取引の相手方であること

を示すものであり，組合の上記主張を採用することはできない。 

エ 時間的・場所的拘束及び広い意味での指揮監督について 

(ｱ) 時間的・場所的拘束について 

ａ まず，加盟者への時間的拘束について検討すると，前記イ(ｶ)

のとおり，本件フランチャイズ契約上，店舗の営業時間は，年中

無休・２４時間営業が原則とされており，加盟店の営業日，営業

時間は会社が決めているということができる。そうすると，加盟

者が自店において業務に従事する場合，会社が決めた営業日，営

業時間を前提としてその業務に従事せざるを得ない。 

しかし，本件フランチャイズ契約に加盟者自身が自店で稼働す

ることを義務付ける規定はない。そして，前記イ(ｳ)のとおり，多

くの場合，加盟者は，独立した小売事業者として，営業時間の相

当部分につきその雇用する従業員を就労させており，どの従業員

にどの程度就労させるか，また，加盟者自らがどの程度，または

どの時間帯に就労するかは，店舗の人件費や従業員の就労可能性

を考慮しつつ，加盟者の判断で決定することができる。また，加
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盟者の業務は店舗におけるものには限られないことも併せ考える

と，営業時間と加盟者自身が業務に従事する時間が一致するもの

でもない。 

次に場所的拘束についてみると，前記イ(ｵ)のとおり，加盟者は，

その店舗の立地については独立して選択・判断をなし得るのであ

り，加盟者が当該店舗で業務を遂行するという事実があるとして

も，それをもって加盟者が業務従事に当たり会社から場所的拘束

を受けているとはいえない。 

ｂ 前記のとおり，実際上，加盟者が店長等として相当時間，店舗

での業務に従事している例が多いことは確かである。 

この点，組合は，概要，①本件フランチャイズ契約に規定され

るチャージ率の下では，加盟者は生計を賄うためには人件費を節

約せざるを得ないこと，②システムマニュアルや研修等でも加盟

者自身が店舗で稼働することが前提とされていること，③会社も

加盟者に対し，ＯＦＣ等を通じて加盟店の収益を増加させるため

には人件費の削減が有効であるとの助言や指導をしていることな

どからすると，本件フランチャイズ契約は実態として，会社が加

盟者自身の労働力の供給を受けることを目的とするものであり，

加盟者は加盟店において長時間稼働を余儀なくされていて，時間

的，場所的拘束を受けているといえると主張する。 

しかし，まず，①について，組合は，具体的には，平均日販６

０万円程度で会社の設定するチャージ率の下では十分な人件費を

賄うことは不可能であると主張するが，その提出する証拠から加

盟店が一般的に組合の主張するような経営状況であるかは明らか

ではなく，その他全国の加盟店が一般的に上記のような経営状況

に置かれていると認めるに足りる的確な証拠はない。 
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このことは，近時の経営状況が明らかな組合員加盟者だけをみ

ても同様である。 

むしろ，会社の提出する証拠等により認定できる事実（前記第

３の１０，別表１①②（省略））によれば，いずれの契約タイプの

加盟店ごとにみても各店舗の純利益には相当程度のばらつきがあ

ること，平均日販が同程度の額でもオーナー利益には相当程度の

ばらつきがあること，開店からの経過年数と売上げ及び純利益の

伸びには開店１０年目程度までは一応相関関係があるといえるこ

とも認められる（別表２（省略））。  

次に，上記②の主張につき，システムマニュアルや研修で示さ

れたシフト事例に拘束力や強制力があるともいえないことは前記

ウ(ｴ)のとおりであるし，実態としても，全国の加盟店では，平均

で約１８人の従業員を雇用しており（同７⑼ア），常勤の従業員

を雇用して，店長などの管理職を置き，商品の発注や従業員教育

などの日常のマネジメント業務のほとんどを任せているという加

盟者も相当数いることがうかがわれる（同７⑵，同１５）。 

また，上記③の主張については，前記イ(ｳ)のとおり，他人労働

力の利用に関しては，会社が配布する各種マニュアルやＯＦＣの

助言に強制力はなく，実態としても，これらに従わなかったから

といって加盟者や加盟店に事実上の不利益が及ぶとの事情もうか

がわれない。 

組合の主張はいずれも採用することができない。 

ｃ 以上によれば，店舗の営業時間を会社が決めていることは，小

売事業者としての加盟者の店舗経営を拘束するものであるとはい

えても，加盟者の労務供給に対する時間的拘束としての性格は持

たないというべきであり，場所的拘束を受けているともいえない。 
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(ｲ) 広い意味での指揮監督について 

加盟者は，以下のとおり，店舗運営業務も含め，その業務に従事

するに当たり，広い意味でも会社の指揮監督の下で労務を供給して

いると解することはできない。 

ａ 加盟者が事業経営者として従事する経営判断業務については，

前記イで検討したとおり，加盟者は独立の事業者として相当の裁

量を持って小売事業を行っているといえ，会社の指揮監督下にあ

るとはいえない。 

 また，加盟者は，自ら自店において，商品の発注，陳列，販売

・接客，店舗の清掃，従業員の勤務シフトの編成や管理・監督等

の店舗運営業務を行う場合も多く見られるが（前記第３の７⑵，

１４，１５⑶），そのような場合でも，どのような業務をいつ，

どの程度行うかは，加盟者自身が決定しており，会社によって就

業時間や業務内容を指定されているものではない。 

したがって，加盟者は，店舗運営業務に従事するかどうかにつ

いては自ら決定しているといえ，会社の指揮監督下にあるとはい

えない。 

ｂ 確かに，加盟者は，本件フランチャイズ契約上，Ｙ・イメージ

及び同システムに違反する行為をしてはならない義務を負って

いる（前記第３の４⑴カ,同⑷ウ，同⑻ウ）。そして，いわゆる日

々の店舗運営業務については，システムマニュアル等に加盟店が

実行すべき商品管理，設備管理，会計処理，接客等の手順等が細

部にわたって記載されており，これらの作業実施時刻や手順等は，

相当程度他律的に決定されている（同７⑶，同⑼ウ(ｴ)）。 

また，会社は，加盟店に対し，販売促進及び経営指導のためＯ

ＦＣを毎週２回程度の頻度で派遣し，ＯＦＣは，加盟店訪問時に
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店舗確認表を用いて当該加盟店の品揃え，陳列，鮮度の状況や清

掃状態，従業員の接客対応等を点検・確認し，問題が認められれ

ば加盟者に対して改善を促している上，契約更新時には店舗経営

基準確認シートも用いるなどして，加盟店の管理状況全般につい

て数値化し，加盟店の業務改善や契約更新の資料としていること

がうかがわれる（同８⑴，⑶，⑷）。 

そうすると，加盟者が，Ｙ・イメージ及び同システムに準拠し

て加盟店を経営するためには，日々の店舗運営業務については，

上記のようなシステムマニュアル等の記載，ＯＦＣによる助言，

指導に従わざるを得ないのが実情であるといえる。 

また，本件フランチャイズ契約の更新は，当事者間の合意によ

るものとされているのみで（同４⑻ア），その当否に係る会社の

具体的な判断基準等は加盟者に開示されていないため，ＯＦＣに

よる点検の結果等が契約更新にどのように影響するのかは明ら

かでなく，その意味で，その内容に従わなければならないという

一定の圧力になり得ることも否定し難い。 

しかしながら，これらのシステムマニュアルによる指示，ＯＦ

Ｃによる助言・指導等は，加盟者が自店で稼働するか否かにかか

わらず行われるのであって，加盟者の労務供給の在り方に向けら

れたものというよりは，加盟者の経営の在り方に向けられたもの

といえる。 

したがって，そのことが店舗運営に対して制約をもたらすとし

ても，加盟者が独立した小売事業者である以上，事業活動として

の店舗経営への制約として，事業者間の問題としてみるべきもの

であって，加盟者の労務供給への指揮監督とは性質を異にすると

いうべきである。 
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小売店舗を経営する加盟者として，会社の助言・指導等に応じ

ないと再契約を拒否されるおそれがあると感じることにももっ

ともな面はあるが，これも事業者間の問題とみざるを得ないもの

である。 

また，ＯＦＣによる加盟店への助言・指導等は，本件フランチ

ャイズ契約上，会社が加盟者に対して義務付けられている経営支

援の一環であって（同４⑴ア，⑷オ），会社が加盟者に対して負

っている契約上の義務の履行としての意味をも有しており，加盟

者はこれを取り入れることにより店舗経営上の便益を受けるこ

とができるものである。そして，加盟者はこうした形で店舗経営

の支援がされるという内容も含めて本件フランチャイズ契約を

締結したのであり，事実上会社の助言・指導等に従っているとし

ても，そのことにより，加盟者が独立した小売事業者としての性

格を有するという上記判断が左右されるものとはいえず，加盟者

が広い意味でも会社の指揮監督の下に労務を供給しているとみ

ることはできない。 

(ｳ) 時間的・場所的拘束及び広い意味での指揮監督の小括 

以上のとおりであるから，加盟者は，その店舗の営業日・営業時

間について会社からの拘束を受けているといえるが，それをもって

加盟者が業務従事についての時間的拘束を受けているということ

はできず，場所についても拘束を受けているということはできない。

また，店舗運営業務についてＯＦＣの助言・指導等や会社のマニュ

アルは，本件フランチャイズ契約に違反する行為に対するものを除

いては，基本的に加盟者への拘束力を持つものではないし，加盟者

がそれらに事実上従わざるを得ないことがあるとしても，それは小

売事業者の事業活動としての店舗経営への制約とみるべきもので
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あって，広い意味でも，加盟者の労務供給への指揮監督としての性

格を持つとはいえない。 

オ 専属性 

会社は，加盟者に対し，本件フランチャイズ契約締結前の説明会等

において，加盟店の経営と副業を両立させることは困難である旨を加

盟者に説明し理解を求めており（前記第３の２⑵イ），本件フランチ

ャイズ契約の前文には，加盟者は加盟店を経営するに当たり，会社の

経営指導，助言に従い，忠実にＹ・システムにのっとり，経営に専念

するのでなければ，その活用はできず，期待できる成果をあげること

ができない旨を会社との間で確認した旨の記載がある（同４⑴ア(ｱ)）。

また，加盟店の建物及び設備を加盟店以外の営業に使用することも禁

止されている（同４⑷ウ）。 

以上によれば，加盟者は，本件フランチャイズ契約上，副業を営む

ことは禁止されてはいないものの，事実上，困難であり，実際にも加

盟店の経営に専属的に従事している者がほとんどであることがうかが

える（同１４，同１５）。 

このように，コンビニエンスストアの経営という観点からみる限り

は，会社と加盟者の間で専属性を否定することはできない。 

しかしながら，以上のような制約はフランチャイズ・システムを利

用しての事業活動としての店舗経営への制約となるものではあるが，

本件においては加盟者が他の事業を営むことは禁じられていないこと

に鑑みると，上記事実を，加盟者が会社の事業のための労働力として

事業組織に組み入れられているといえるかどうかの判断に当たって重

視することはできないというべきである。 

カ 事業組織への組入れに関する小括 

本件においては，加盟者は小売事業者として，自ら資金を調達する
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とともに事業の費用を負担しており，また，損失や利益の帰属主体と

なり，自らの判断で従業員の雇用や人事管理等を行うことで他人労働

力等を活用し，自ら選択した場所でコンビニエンスストアの経営を行

っているのであって，資金の管理，商品の仕入れ及び営業日・営業時

間について一定の制約はあるものの，なお経営者として相当の裁量を

有する独立の小売事業者としての性格を持つものである。 

他方で，会社は，加盟店の経営に関し，研修や評価等を行い，Ｙ・

チェーンとして会社と一体のものと認識されるような外部への表示

を加盟店に求めているが，これらは，加盟者の事業活動としての店舗

経営への制約としての面があるとしても，加盟者が会社の事業のため

の労働力としてその組織に組み入れられていることを根拠付けるも

のとはいえない。 

次に，加盟者は，会社から時間的・場所的拘束を受けて労務を供給

しているとはいえない上，店舗において店舗運営業務に従事する際に

は実際上マニュアル等に従い，ＯＦＣの助言・指導を受けてはいるも

のの，本件フランチャイズ契約に違反する行為に対するものを除いて

は，これらに拘束力があるとはいえず，それにより店舗での業務遂行

が事実上制約を受ける面があるとしても，それは加盟者の事業活動と

しての店舗経営への制約とみるべきものであり，加盟者が広い意味で

も会社の指揮監督の下で労務を供給しているとはいえない。 

そのほか，加盟者は，コンビニエンスストアの経営という面に関す

る限りでは会社に対する専属性はあるが，本件においては，そのこと

を事業組織への組入れの判断において重視すべきではない。 

これらのことを総合考慮すると，加盟者は，会社の事業活動に不可

欠な労働力として，会社の事業組織に組み入れられていると評価する

ことはできない。 
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⑶ 契約内容の一方的・定型的決定 

本件フランチャイズ契約の内容は，会社により定型的に決定されてお

り，契約の締結に際し，特約を設ける余地はなく，加盟者は，契約形態

を選べるだけで，会社が用意した定型的な契約書に基づいて，契約を締

結することになる（前記第３の３⑵ア）。 

したがって，本件フランチャイズ契約の内容は，会社により一方的か

つ定型的に決定されているとみるのが相当である。 

ただし，前述のとおり，加盟者は独立した小売事業者であることから

すると，本件フランチャイズ契約は，加盟者の労務供給や労働条件とい

うよりは，加盟者による店舗経営という事業活動の態様について規定し

ているとみるのが相当であり，会社がその内容を一方的に決定している

ことは，会社と加盟者の間での事業者としての交渉力の格差を示すもの

であるとしても，加盟者の労組法上の労働者性を根拠付けるものとはい

えない。 

⑷ 報酬の労務対価性 

ア 報酬としての性格の有無 

本件フランチャイズ契約の趣旨は，会社が加盟者に対してＹ・シス

テムを利用してコンビニエンスストアの経営を行う権利等を与える

とともに店舗経営に対する支援を行い，加盟者がその対価として金員

を支払うことにあるため（前記第３の４⑴ア(ｲ)），そもそも，同契約

の趣旨としては，加盟者が契約上の義務を履行し，会社からその対価

として金員を受け取ることは予定されていない。そして，実際にも，

会社は加盟者に対して，Ｙ・システムの提供等の契約内容を履行する

一方で，加盟者は会社に対してチャージを支払っている（同４⑺イ）。

さらに，加盟者と会社の関係の実態を踏まえても，加盟者は独立の事

業者であって，会社の事業のための労働力としてその事業組織に組み



- 128 - 

 

入れられているとみることは困難である上，加盟者は，会社に時間的

・場所的に拘束されているとはいえず，広い意味で会社の指揮監督の

下で労務を供給しているともいえない。 

そうすると，加盟者がＹ・システムの一部であるオープンアカウン

トを通じた決済の過程で会社から金員を受領しているとしても（同４

⑶ウ，⑺），そのことをもって会社から加盟者への報酬と評価する前

提を欠くというべきであって，加盟者が会社から賃金，給料その他こ

れに準ずる収入を得ているとはいえない。 

イ 各金員の性格について 

また，本件で問題となる金員の性格をみても，以下のとおり，本件

では報酬の労務対価性を肯定することはできない。 

（ｱ） 売上金管理と引出金について 

加盟者は，本件フランチャイズ契約上，毎日の売上金を会社に送

金しなければならない（前記第３の４⑷エ）。そして，会社は，加

盟店の売上金を原資とする営業利益から月次引出金等を加盟者に

送金している（同４⑺ア，同９）。そのため，加盟者にとって，店

舗経営から得られる主な収入は，会社から送金される引出金となる。 

また，会社は加盟者に対し，Ｙ・システムとして，商品の仕入れ

について仕入先企業との交渉をせずに，発注をすれば店舗に商品が

配送され，仕入代金も加盟者ではなく会社が一括して代行して支払

うという仕入体制を構築し，加盟者が会社に送金した売上金は立替

払いされた仕入代金と差引計算するという決済システム（オープン

アカウント・システム）を提供している（同４⑶ウ,同⑷オ(ｳ)）。 

以上のような引出金は，会社と加盟者との間における金銭の流れ

のみに着目すると，外形上，加盟者への報酬のようにみえる側面が

ないわけではないが，実際には，加盟者は，上記決済システムのも
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とで，自ら獲得した営業利益を，チャージを差し引く等の清算を経

た上での払戻しを受けているにとどまるといえる。 

また，このような決済システムも，会社が提供するＹ・システム

による店舗経営の支援の一つであり，加盟者が売上金を保有しつつ，

仕入代金やその他の経費等の支払を個々に行いながら，会社にはチ

ャージを支払うという方式に比べ，より簡便ないし合理的な決済手

段として採用されたものである。 

なお，このようなシステムは，会社にとっても，契約の相手方で

ある加盟者の経営状態，不正会計の有無を正確に把握し，適正かつ

確実にチャージを獲得するとともに，加盟者に対する債権を担保す

るための手段としての意味を持っているといえる。 

また，加盟者は，多くの場合，自店において店舗運営業務に従事

しているが（同７⑵イ），仮にこれを会社に対する労務供給と評価

するとしても，年中無休・２４時間営業を義務付けられている店舗

において常に加盟者自身が店舗運営業務に従事しているわけでは

ないことから，店舗の売上げには，他人労働力を利用したことによ

るものも含まれている。加盟者自身が店舗運営業務に従事している

場合でも，引出金の額は，加盟者が同業務にどれだけ従事したかに

よって直接的に変動するものではない。そうすると，売上金を原資

として支払われる引出金等は，仮に何らかの報酬に当たると解して

も，加盟者自身の業務遂行に対する対価とみるのは適切とはいえな

い。 

しかも，法人を共同フランチャイジーとしている場合には，加盟

者は，会社ではなく，当該法人から報酬を受けることになり（同６

⑵），会社との関係では，さらに報酬の労務対価性は肯定し難くな

る。 
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加えて，加盟者は，店舗運営業務のほかに，会社に対する「労務」

とはいい難い事業経営者としての経営判断業務にも従事している

が，店舗の売上げは，このような事業経営者としての業務によって

も左右され得ることからも，売上金を原資とする引出金等を労務供

給の対価とみることはできない。 

（ｲ） ２４時間営業に対するチャージ控除・最低保証金等について 

以上のほか，２４時間営業を行う店舗にはチャージが一部控除さ

れているが（前記第３の４⑷ア，⑺イ），２４時間営業には他人労

働力が不可欠であり，加盟者が店舗運営業務に従事する時間の多寡

に関わらず適用されていることからすると，加盟者自身の労務供給

の対価とみることは困難である。 

さらに，会社は，最低保証制度を設けて加盟者の年間総収入を一

定額保証し，また，Ｃタイプ契約で店舗建物とは別に住居を有する

加盟者に対して地域別適用金を支払うなどの措置を講じている（同

４⑺ウ，同９⑸，⑹）。 

しかし，最低保証金は，加盟者に所定額の「オーナー総収入」を

保証するものにすぎず，加盟者はこれから従業員の賃金等の経費を

支弁する必要があるから，必ずしも加盟者の生活費が保証されると

いうものではなく，加盟者が当該年間において年間の最低保証額を

超過するオーナー総収入を得るに至った場合は，会社への返済が予

定されているものであって，その性質は貸付けにすぎない。さらに，

地域別適用金が支払われている事実を考慮しても，それだけでは上

記(ｱ)の結論が左右されるものではない。  

   ウ 小括 

     以上のとおり，加盟者が会社から受領する金員については，本件フ

ランチャイズ契約の趣旨や加盟者と会社の関係の実態を踏まえると，
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加盟者の労務供給に対する報酬としての性格を有するものと評価す

る前提を欠くというべきである。また，当該金員の性格をみても報酬

の労務対価性を肯定することはできない。したがって，加盟者が会社

から労務供給の対価として報酬を受け取っているということはでき

ない。 

⑸  顕著な事業者性 

加盟者が独立した小売事業者であることは既に判断したところであ

るが，労組法上の労働者性の判断においては，事業者性が顕著であるか

どうかも問題となるので，以下ではこのような観点からの検討を行う。 

ア 事業の形態・規模等 

加盟者は，自身で雇用した従業員と同様に店舗運営業務に従事する

場合が多いが，これと併せて，前記のとおり，自身の事業の経営全体

に関し，事業経営者としての種々の経営判断業務を行っており，この

ような事業経営者としての業務遂行に当たっては，基本的に加盟者自

身が判断，決定しているものと認められる。 

また，全加盟店のうち半数以上，加盟者組合員においても半数弱が

法人を共同フランチャイジーとしているところ（前記第３の６⑴，同

１３），その場合には，加盟者は法人の経営者としての性格を持ち，

加盟者の事業経営者としての性格は一層強まるといえる。 

さらに，会社は，複数店の経営を奨励しており，実際に複数出店を

している加盟者は，全体の約１８％を占めている（同５⑴)。加盟者は，

こうした共同フランチャイジーの利用や，開設店舗の立地等の判断を

踏まえて店舗数を増やす等の事業経営上の判断により利益を拡大す

ることもできる。 

イ 店舗経営の側面 

次のとおり，店舗経営の場面においても，加盟者には自己の独立し
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た経営判断により利得する機会を有するものと認められる。 

(ｱ)  商品の仕入れ等 

加盟店における商品の仕入れについては，前記⑵イ(ｴ)のとおり，

一定の制約があることは否定できないが，加盟者は会社の助言・指

導に拘束されているとまではいえず，商品の仕入れ等は最終的には

加盟者の判断に委ねられている。 

そうすると，加盟者は，一定の制約はあるものの，仕入量を決め

たり，推奨商品をどの範囲で販売するかを選択したり，推奨商品以

外の商品を販売したりすることで，自己の独立した経営判断により

利得することが可能であるといえる。 

（ｲ） 従業員の雇用等 

本件フランチャイズ契約上，加盟者が店長を務めている場合であ

っても，店舗運営は，通常の場合，店長だけではなく，その他，従

業員により行われており，加盟者は，従業員を雇用して諸種の人事

管理を行っている（前記第３の７⑼，同１４，同１５)。加盟者は，

契約上義務付けられている年中無休・２４時間営業（同４⑷ア)を実

現するためにやむを得ず他人を雇用しているという面があったと

しても，そのことをもって，事業者として他人を雇用することによ

り自己の利益を拡大するという側面が否定されるわけではない。 

そこで，加盟者による従業員の雇用の実態をみると，加盟者は，

自身が店頭において，相当時間業務に従事している例もあるが（同

７⑵，同１４，同１５⑵，⑶），店舗の営業時間中，常に従業員と

ともに業務に従事しているわけではない。そのため，従業員だけで

業務に従事する時間帯が生じることは避けられず，従業員の中には，

商品の発注を任されている者もいる（同７⑵，同１５）。 

そうすると，加盟者が雇用する従業員の業務が，加盟者の事業経
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営にとって補助的な範囲にとどまるものということはできない。 

なお，加盟者は，前記⑵イ(ｳ)のとおり，雇用店長等の採用，人事

管理等について独立した裁量を有しており，従業員をどの程度雇用

し就労させるか，自ら店舗においてどの程度稼働するかは，営業利

益の確保の観点から加盟者が判断しているのであって，加盟者は，

かかる判断により自己の利益を拡大させることが可能である。 

(ｳ)  営業利益の分布状況 

加盟店の営業利益の分布状況をみると，売上高が同じ水準であっ

ても，それに対応する営業利益にはばらつきがあることが認められ

る（前記第３の１０，別表１（省略））。これは，各加盟者の経営

判断によるものと考えられ，店舗ごとに営業利益を確保する方法が

異なることがうかがわれる。例えば，従業員を多く雇うなどして営

業費を支出しても，売上高を伸ばさなければ，営業利益を確保でき

ないが，会社から従業員を増やすよう指導されたことがあるにもか

かわらず，最初から営業費や商品の仕入れを絞って，営業利益を確

保する店舗もある（同１４）。このように，各店舗とも，それぞれ

の判断により，営業利益を確保するために，商品の仕入れや営業費

の削減等に関し，店舗の立地を含めた自店の状況に応じた判断を行

っているものということができ，上記のような営業利益の分布状況

も，自己の独立した経営判断により利得する機会が存在することの

現れといえる。 

ウ 小括 

以上のとおり，加盟者は，独立した事業者であり，自身の小売事業

の経営全体に関し，事業の形態や店舗数等に関する判断，また，日々

の商品の仕入れの工夫や経費の支出等に関する判断や業務の差配に

よって，恒常的に独立した経営判断により利得する機会を有している
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とともに，自らの行う小売事業の費用を負担し，その損失や利益の帰

属主体となり，他人労働力等を活用して，自らリスクを引き受けて事

業を行っているのであって，顕著な事業者性を備えているということ

ができる。 

⑹ 結論 

以上のとおり，加盟者と会社の本件フランチャイズ契約の内容は，会

社によって一方的かつ定型的に決定されており，同契約により，加盟者

の小売事業の経営は一定の制約を受けている面が存在する。このような

加盟者と会社の関係をみると，加盟者と会社の間には交渉力の格差があ

ることは否定できないというべきである。 

しかしながら，加盟者は，実際上は店長として稼働する場合が多いと

しても，独立した小売事業者であって，上記のような制約は事業者間の

問題とみるべきであり，会社による研修や評価制度の存在等の事情を考

慮しても，加盟者が会社の事業組織に組み入れられているとはいえない。

また，加盟者が会社から時間的・場所的拘束を受けて労務を供給し，あ

るいは，広い意味でも会社の指揮監督の下に労務を供給しているとはい

えないことなどからしても，加盟者は会社の事業の遂行に不可欠な労働

力として会社の事業組織に組み入れられ，労働契約に類する契約によっ

て労務を供給しているとはいえない。さらに，加盟者が会社から労務供

給の対価として報酬を受け取っているということはできず，他方で，加

盟者の事業者性は顕著であると認めることができる。 

顕著な事業者性を持つ者であっても，事業の相手方の規模等によって

は，契約内容が一方的に決定されるなどして交渉力の格差が発生するこ

とはあり得るが，そのような交渉力格差は，使用者と労働者との間の交

渉力格差というよりはむしろ，経済法等のもとでの問題解決が想定され

る，事業者間における交渉力格差とみるべきものである。 
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以上のような本件に現れた諸事情を総合考慮すると，本件における加

盟者は，労働契約に類する契約によって労務を供給して収入を得る者で，

労働契約下にある者と同様に使用者との交渉上の対等性を確保するため

に労組法の保護を及ぼすことが必要かつ適切と認められる者として，会

社との関係において労組法上の労働者に当たると評価することはできな

い。 

なお，本件における加盟者は，労組法による保護を受けられる労働者

には当たらないが，上記のとおり会社との交渉力格差が存在することは

否定できないことに鑑みると，同格差に基づいて生じる問題については，

労組法上の団体交渉という法的な位置付けを持たないものであっても，

適切な問題解決の仕組みの構築やそれに向けた当事者の取り組み，とり

わけ，会社側における配慮が望まれることを付言する。 

２ 不当労働行為の成否について 

組合は，会社に対し，２１年１０月２２日付けで，直接話合いの場を持

つように団交を申し入れ，さらに，同年１１月５日及び同月３０日付けで，

「団体交渉のルール作り他」を議題とする団交申入れを行ったが，会社は

応じていない（前記第３の１６）。 

しかし，前記１のとおり，加盟者は，労組法上の労働者には当たらない

ことからすれば，会社が上記の各団体交渉申入れに応じなかったことは，

労組法第７条第２号の団体交渉拒否には当たらない。 

以上のとおり，本件再審査申立てには理由があるので，初審救済命令を

取り消し，本件救済申立てを棄却するのが相当である。 

 

  

よって，労組法第２５条，第２７条の１７及び第２７条の１２並びに労働委

員会規則第５５条の規定に基づき，主文のとおり命令する。 
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   平成３１年２月６日 

 

中央労働委員会 

                          会    長      山川 隆一 ㊞ 
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別表省略 


